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（1） 電話料金（加入電話）は、
①新規契約時等に支払う「一時払い金」
②通話量にかかわらず毎月一定額を支払う「基本料金」
③通話量に応じて支払う「通話料金」
の3本立ての料金体系となっています。
①の一時払い金には、
●電話の新規取り付けに要する事務的な手続きの費用にあてる「契約料」
●電話の新規架設工事の費用（電話局からお客様宅までの設備の建設費用）
の一部に充当される「施設設置負担金」
●屋内配線等の工事に必要な「工事費」

等があります。
②の基本料金には、
● 次の3種類の費用に対応して必要な「回線使用料」（基本料）
・各お客様が専用的に利用する設備（電話局からお客様宅までの加入者回線設
備）の減価償却費、保守費等の費用（施設設置負担金により充当した費用を除く）
・加入者交換機等の加入者対応設備に係る減価償却費、保守費等の費用
（NTSコスト＊といいます）
・通話回数にかかわらず、お客様毎に個別に発生する費用
（窓口・116の受付、料金の請求・収納等に関する費用）
●ナンバー・ディスプレイやキャッチホン等の付加機能を利用する場合に必要
な「付加機能使用料」

●ユニバーサルサービス基金制度による支援に必要な費用を賄うために、お客
様にご利用の電話番号数に応じてご負担いただいている「ユニバーサルサー
ビス料」
●電話リレーサービスの提供を確保するために、お客様にご利用の電話番号数
に応じてご負担いただいている「電話リレーサービス料」

●屋内配線（お客様宅の保安器から、ジャックまたはローゼットまでの配線）を
レンタルで利用する場合に必要な「屋内配線使用料」
● 端末機器（電話機、PBX等）をレンタルで利用する場合に必要な「機器使用料」

等があります。
③の通話料金は、基本料金、施設設置負担金の対象費用以外の費用に対応しています。
※P71「加入電話の設備構成と料金の範囲」参照。

（２）新規契約時の施設設置負担金の支払いを要せず、月々の回線使用料に一定額を加
算した「加入電話・ライトプラン」も提供しています。

（３）公衆電話の料金は、性格上、基本料金や施設設置負担金はなく、通話料だけとなっ
ているため、加入電話の通話料より高い水準に設定しています。

＊NTSコスト：Non-Traffic Sensitive Costの略。交換機等の費用のうち、通信量に依存しない費用（回線数の増
減に依存する費用）です。従来は接続料金（通話料金）で回収していましたが、2005年度以降、段
階的に接続料費用から基本料費用に付け替えています。なお、このコストの内、き線点RT（メ
タルケーブルに収容する電話等の通信を加入者交換機まで光ファイバーで伝送するための多
重化装置）から加入者交換機間の伝送路の一部費用については、2008年度より基本料費用から
段階的に接続料費用に付け替えています。（2011年度以降は全額付け替え）
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通話料金

電話料金

加入電話料金体系

社員のチャレンジを引き出す働きがいのある職場づくりをめざした働き方改革と、社員が多様性を活かして事業貢献できる組織づくりを実現する。

ダイバーシティ・働き方改革の推進

「ちがい」を価値として、一人ひとりが「自分らしく」チャレンジする会社づくり

取組み基本方針

認定関連

●ワークインライフの実現
●自律的にチャレンジする職場環境づ
くり

業務効率化だけではなく、自律的に時間と場所をコント
ロールする働き方の推進や、新たなチャレンジによって価
値を生み出せる職場環境づくりに取り組んでいます。
□ リモートワークの推進・定着（在宅勤務、サテライトオフィス、
フレックスタイム制、WEB会議）

□ 社員の能力や希望を活かせる機会提供
　 →社内ダブルワーク（社内副業）等の推進

2023年4月1日～2026年3月31日までの3年間

①2025年度末までに女性の管理者比率15%達成（実績9.1%）
②2025年度末までに男性社員の育児事由休暇取得率100％以上
（実績168.7％）

・女性社員のキャリア意識改革・スキル習得のための研修実施
・上司から部下へのサポート力強化研修の実施
・多様な働き方の実現に向けたリモートワークの推進
・男性社員の育児関連休暇等の取得促進

具体的な取組み内容

リモートワーク実施率＊1

有給休暇取得率＊2

所定外労働時間＊3

自分らしいキャリアの実現に向けた意識醸成、職場環境、風土
づくりに取り組んでいます。
【女性活躍推進法に基づく行動計画】

※実績は2022年3月末時点

＊2　年間発効数20日に対する平均取得日数

＊1　オフィスワーカーのみ　　＊2　2022年7月～3月実績

＊3　NTT西日本グループ一人あたりの実績

女性活躍推進

NTT西日本グループでは、「障がい者が職業を通じ、誇りをもっ
て自立した生活を送ることができるようにする」 ために、積極的
な雇用機会の創出、雇用拡大を図っています。 また特例子会
社のNTT西日本ルセントを設立し、NTT西日本グループとしては
「障害者雇用促進法」で定められた民間企業の法定障がい者
雇用率を上回る雇用を果たしています。

女性活躍推進に関する取組につ
いて、優良企業が、厚生労働大臣
より受ける事が出来る認定

LGBTQ等性的マイノリティへの取組の
評価指標として、任意団体work with 
prideより、受ける事が出来る認定

子育てサポート企業として、厚生労働
大臣より、達成要件を満たした事業
主が受ける事が出来る認定

障がい者雇用推進

配偶者及びその家族に関わる制度全般（手当、福利厚生
等）について、同性パートナー等にも適用。

【具体的な内容】
・配偶者及び配偶者と同等の関係にある者（異性・同性問わ
ず）を「パートナー」と定義
・現行、配偶者及びその家族に適用している制度について、
パートナー及びその家族に適用
・社員と生計を同じくし社会通念上実子と同様と考えられる
パートナーの子について、社員の子と同様に扱う旨を明確化

・ダイバーシティ推進全社員Web研修
・出前型研修、当事者によるセミナー　等

社内ＨＰでのコンテンツ展開

ALLY（LGBTQ等性的マイノリティに対する
理解者、支援者）意思表示グッズの配布

・こころの相談窓口（社外窓口）
・ハラスメント相談窓口、健康管理センター（社内窓口）

性的指向や性自認に関わらず、誰もが自分らしく生き、働ける組
織、会社の実現を目指して、多様性の受容と各人の能力の最
大化を可能とする環境づくりに取り組んでいます。

LGBTQ等性的マイノリティ活躍促進

働き方
改革

●全社員を対象とした、多様な能力を引出し、活かす風土づくり

多様な人材の活躍
ダイバーシティ

＆
インクルージョン

えるぼし認定
3つ星

PRIDE指標
最高位

くるみん認定
5つ星

期間

目標
設定

取組
内容

制度

理解醸成

相談窓口
の整備

雇用率
法令雇用率

2023年6月
2.83%
2.3%

2022年度＊2

57%

2021年度

90.7％

2022年度

98.0％

2020年度

86.1％

2021年度

14.9時間

2022年度

10.6時間

2020年度

11.9時間

働きがいのある職場づくり
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加入電話等の新設料金（税込）

契約料、施設設置負担金の推移（税抜）

880

39,600

880

不要

880

不要

880

39,600

契約料

施設設置負担金

INSネット64 INSネット64・ライト

（，52年当時） 加入料

(，84年4月)　加入料

(，85年4月)　契約料

（現　　　在）

300円

800円

800円

加　入　電　話
単　独　電　話

加入電話 加入電話・
ライトプラン

契約料 施設設置負担金 （電信電話債券）

ISDN

（単位：円）

（注：大阪、単独電話の場合）

※臨時電話の場合を除きます。
※上記のほか、工事内容によっては工事費が必要となる場合があります。

(，52年当時)

(，60年4月)  設備料

(，68年5月)  　〃

(，71年6月)  　〃

(，76年11月)    〃

(，85年4月)
工事負担金*

（，89年4月）
施設設置負担金に
名称変更

（’05年3月）
施設設置負担金

4,000円
30,000円
34,000円

10,000円

30,000円

50,000円

80,000円

72,000円

36,000円

(，52年当時)

(，53年1月)

(，60年4月)

(，83年3月)

なし

60,000円

150,000円

廃止

 装置料
 負担料
 計

＊80，000円に含まれていた宅内工
事費8，000円を差し引いたもの
です。
従って、宅内（配線・機器）の工事
を行う場合には、実質負担額に
変化はありません。

電信電話設備の拡充のための
暫定措置に関する法律（拡充法）
（注）償還期間満了後に資金を

償還する性格のものです。

●大阪（06エリア）の住宅用（ダイヤル回線用）のお客様の例（税込）

回線部分
回線使用料
1,870円

〈加入電話・ライトプランの場合：2,145円〉

基本料金

新設時の費用

端末設備部分
屋内配線使用料

66円
機器使用料
198円

屋内配線・電話機等を買い取り方式で
ご利用される場合の基本料金：1,870円
〈加入電話・ライトプランの場合：2,145円〉

電話機等を買い取り方式で
ご利用される場合の基本料金：1,936円
〈加入電話・ライトプランの場合：2,211円

端末設備部分のすべてをレンタルでご利用される場合の基本料金：2,134円
〈加入電話・ライトプランの場合：2,409円〉

契約料
880円

NTT西日本

電話機等の工事費
（工事の内容により異なります）

施設設置
負担金
39,600円

+ +

契約料
880円

電話機等の工事費
（工事の内容により異なります）

工事費
2,200円+ +

電柱
保安器 屋内配線

ローゼット 電話機等

（ダイヤル式
黒電話の場合）

〈加入電話・
ライトプラ
ンの場合〉

※ダイヤル回線用からプッシュ回線用、プッシュ回線用からダイヤル回線用へ切り替える場合、別
途工事費2,200円（税込）が必要です。

※上記基本料金に加え、2023年1月ご利用料分から2023年12月ご利用料
分までは、1番号ごとにユニバーサルサービス料2.2円（税込）/月が必要と
なります。加えて、2023年4月ご利用料分から2024年1月ご利用料分まで
は、電話リレーサービス料1.1円（税込）/月が必要となります。

2,915

2,035

（単位：円）

回線使用料（基本料）（税込）

（参考）ＩＮＳネット６４

3級局 2級局 1級局 3級局 2級局 1級局

プッシュ回線用

ダイヤル回線用

プッシュ回線用

ダイヤル回線用

区分

加　入　電　話 加入電話・ライトプラン

（単位：円）

INSﾈｯﾄ64

3,883

3,058

INSﾈｯﾄ64・ﾗｲﾄ

4,158

3,333

事務用

住宅用

単
独
電
話

事
務
用

住
宅
用

2,750

2,750

1,870

1,870

2,585

1,705

2,530

1,595

3,025

3,025

2,145

2,145

2,860

1,980

2,805

1,870

2,640

1,760

加入電話の設備構成と料金の範囲

加入者交換機

保安器

電柱

電柱 MDF

加入者ポート

中継交換機

県
間
設
備
等
へ

基本料金
（施設設置負担金を含む）

・加入者線路設備に係る費用
・加入者交換機等の加入者対応設備に係る費用（加入者ポート等のNTSコスト＊）
・通話の多寡に係らない営業窓口、 料金関係費用等

＊NTSコスト：Non-Traffic Sensitive Costの略。交換機等の費用のうち、通信量に依存しない費用（回線数の増減に依存する費用）です。従来は接続料金（通話料金）で回収していましたが、2005年度
以降、段階的に接続料費用から基本料費用に付け替えています。なお、このコストの内、き線点RT（メタルケーブルに収容する電話等の通信を加入者交換機まで光ファイバーで伝送するた
めの多重化装置）から加入者交換機間の伝送路の一部費用については、2008年度より基本料費用から段階的に接続料費用に付け替えています。（2011年度以降は全額付け替え）

通話料金

・交換網設備に係る費用
・通話に関連するトラヒック管理費用等
  （NTSコスト＊は除く）
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加入電話等の新設料金（税込）

契約料、施設設置負担金の推移（税抜）

880

39,600

880

不要

880

不要

880

39,600

契約料

施設設置負担金

INSネット64 INSネット64・ライト

（，52年当時） 加入料

(，84年4月)　加入料

(，85年4月)　契約料

（現　　　在）

300円

800円

800円

加　入　電　話
単　独　電　話

加入電話 加入電話・
ライトプラン

契約料 施設設置負担金 （電信電話債券）

ISDN

（単位：円）

（注：大阪、単独電話の場合）

※臨時電話の場合を除きます。
※上記のほか、工事内容によっては工事費が必要となる場合があります。

(，52年当時)

(，60年4月)  設備料

(，68年5月)  　〃

(，71年6月)  　〃

(，76年11月)    〃

(，85年4月)
工事負担金*

（，89年4月）
施設設置負担金に
名称変更

（’05年3月）
施設設置負担金

4,000円
30,000円
34,000円

10,000円

30,000円

50,000円

80,000円

72,000円

36,000円

(，52年当時)

(，53年1月)

(，60年4月)

(，83年3月)

なし

60,000円

150,000円

廃止

 装置料
 負担料
 計

＊80，000円に含まれていた宅内工
事費8，000円を差し引いたもの
です。
従って、宅内（配線・機器）の工事
を行う場合には、実質負担額に
変化はありません。

電信電話設備の拡充のための
暫定措置に関する法律（拡充法）
（注）償還期間満了後に資金を

償還する性格のものです。

●大阪（06エリア）の住宅用（ダイヤル回線用）のお客様の例（税込）

回線部分
回線使用料
1,870円

〈加入電話・ライトプランの場合：2,145円〉

基本料金

新設時の費用

端末設備部分
屋内配線使用料

66円
機器使用料
198円

屋内配線・電話機等を買い取り方式で
ご利用される場合の基本料金：1,870円
〈加入電話・ライトプランの場合：2,145円〉

電話機等を買い取り方式で
ご利用される場合の基本料金：1,936円
〈加入電話・ライトプランの場合：2,211円

端末設備部分のすべてをレンタルでご利用される場合の基本料金：2,134円
〈加入電話・ライトプランの場合：2,409円〉

契約料
880円

NTT西日本

電話機等の工事費
（工事の内容により異なります）

施設設置
負担金
39,600円

+ +

契約料
880円

電話機等の工事費
（工事の内容により異なります）

工事費
2,200円+ +

電柱
保安器 屋内配線

ローゼット 電話機等

（ダイヤル式
黒電話の場合）

〈加入電話・
ライトプラ
ンの場合〉

※ダイヤル回線用からプッシュ回線用、プッシュ回線用からダイヤル回線用へ切り替える場合、別
途工事費2,200円（税込）が必要です。

※上記基本料金に加え、2023年1月ご利用料分から2023年12月ご利用料
分までは、1番号ごとにユニバーサルサービス料2.2円（税込）/月が必要と
なります。加えて、2023年4月ご利用料分から2024年1月ご利用料分まで
は、電話リレーサービス料1.1円（税込）/月が必要となります。

2,915

2,035

（単位：円）

回線使用料（基本料）（税込）

（参考）ＩＮＳネット６４

3級局 2級局 1級局 3級局 2級局 1級局

プッシュ回線用

ダイヤル回線用

プッシュ回線用

ダイヤル回線用

区分

加　入　電　話 加入電話・ライトプラン

（単位：円）

INSﾈｯﾄ64

3,883

3,058

INSﾈｯﾄ64・ﾗｲﾄ

4,158

3,333

事務用

住宅用

単
独
電
話

事
務
用

住
宅
用

2,750

2,750

1,870

1,870

2,585

1,705

2,530

1,595

3,025

3,025

2,145

2,145

2,860

1,980

2,805

1,870

2,640

1,760

加入電話の設備構成と料金の範囲

加入者交換機

保安器

電柱

電柱 MDF

加入者ポート

中継交換機

県
間
設
備
等
へ

基本料金
（施設設置負担金を含む）

・加入者線路設備に係る費用
・加入者交換機等の加入者対応設備に係る費用（加入者ポート等のNTSコスト＊）
・通話の多寡に係らない営業窓口、 料金関係費用等

＊NTSコスト：Non-Traffic Sensitive Costの略。交換機等の費用のうち、通信量に依存しない費用（回線数の増減に依存する費用）です。従来は接続料金（通話料金）で回収していましたが、2005年度
以降、段階的に接続料費用から基本料費用に付け替えています。なお、このコストの内、き線点RT（メタルケーブルに収容する電話等の通信を加入者交換機まで光ファイバーで伝送するた
めの多重化装置）から加入者交換機間の伝送路の一部費用については、2008年度より基本料費用から段階的に接続料費用に付け替えています。（2011年度以降は全額付け替え）

通話料金

・交換網設備に係る費用
・通話に関連するトラヒック管理費用等
  （NTSコスト＊は除く）
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〈参考1〉加入電話の施設設置負担金の変遷（税抜） 〈参考3〉施設設置負担金と基本料の関係について
（加入者回線設備コストの回収の仕組み）

〈参考2〉施設設置負担金の料金設定の考え方 〈参考4〉固定電話施設数及び施設設置負担金受入額の推移

市内交換機

とう道 マンホール

電柱

保安器

モジュラー
ジャック

管路 ケーブル
宅内
設備

宅内
設備

大口お客様ビル

一般事業所
一般住宅

（注）MDF＝主配線盤

市外中継交換機

交換・伝送路設備

通話料金で費用回収
施設設置負担金で費用の一部を回収

加入電話の場合、39,600円（税込）

月々の基本料で、施設設置負担金で賄った残りの費用を回収

加入者回線設備

MDFMDF

・施設設置負担金の受入額を加入者回線の建設費用から圧縮することにより減価償却費
が軽減され、月々の基本料が割安に設定されています。
※ 2019年度以降の新規取得の施設設置負担金については、圧縮記帳を廃止

・施設設置負担金は、加入電話等サービスの提供に必要な当社の市内交換局ビルからお客
様の宅内までのお客様に専有して敷設される加入者回線設備（線路設備等）の建設費用
の一部を賄っています。

・固定電話施設数は、1997年度まで増加基調にありましたが、1997年度をピークに、暫く横
這い傾向であったものの、最近では減少に転じております。
・施設設置負担金の受入額は、近年年々減少し、2003年度で64億円になっています。
（参考）施設設置負担金受入額の累計：約4兆7千億円〔民営化以降：約2兆2千億円〕

※固定電話施設数のうちINSネット1500施設数はINSネット64ベースとし、10倍換算しています。
※施設数、施設設置負担金受入額はNTT西日本・NTT東日本の合計。

1952年当時

1953年  1月

1960年  4月

1968年  5月

1971年  6月

1976年11月

1983年  3月

1985年  4月

1989年  4月

2005年  3月

年　月 施設設置負担金の料金水準（１契約当り） （参考）電信電話債券（１契約当り）
（大阪・単独電話の場合）

装置料　　　  4,000円　合計　34,000円負担料　　　30,000円

↓

設備料　　　10,000円
↓

設備料　　　30,000円
↓

設備料　　　50,000円
↓

設備料　　　80,000円

工事負担金　72,000円
↓

（施設設置負担金に名称変更）

　

施設設置負担金 36,000円
↓

　　　（現在）

（注）80,000円に含まれていた宅内工事費
8,000円を差し引いたものです。従って、
宅内（配線・機器）の工事を行う場合に
は、実質負担額に変化はありません。

1997年7月にINSﾈｯﾄ64･ライト、
2002年2月に加入電話・ライトプランを提供［ ］

電信電話債券　  60,000円
↓

電信電話債券　150,000円

廃　止
「電信電話設備の拡充のための暫定措
置に関する法律（拡充法）」の廃止

（注）償還期間満了後に資金を償還する性格
のものです。

サービス提供
に必要なコスト

建設費用

更改費用
保守費用

加入者回線
設備コスト

窓口・料金
請求等に
関するコスト

施設設置負担金　
39,600円
（税込）

会計上発生
するコスト

対応する
料金

月々の基本料
で回収

事務用
 2,750円/月
（税込）
住宅用 
1,870円/月
（税込）

＜割安に設定＞

窓口･116の受付
（申込み､移転等）、
料金の請求･収納
等に関する費用

　費
用
を
圧
縮

会
計
上
の

費用の圧縮に
伴う減価償却
費の減少分

※料金額は加入電話
プッシュ回線用・３
級局の場合

（万加入）

1953 1965 1975 1985 1995 1997 20031955
施設数
ピーク時

（民営化）

（億円）

   固定電話施設数
（加入電話＋ＩＳＤＮ）
〈左目盛〉

施設設置負担金受入額
〈右目盛〉

64

6,007
6,322

（1997年11月）

固
定
電
話
施
設
数（
年
度
末
）

施
設
設
置
負
担
金
受
入
額

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

1．電話加入権と施設設置負担金の関係について（参考1～3参照）
　電話加入権とは、「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受け
る権利」（電話サービス契約約款第21条）です。
　一方、施設設置負担金は、加入電話等の新規契約の際にお支払いいただく料金であり、
加入電話（単独電話）の場合で現行39,600円となっています。
　この施設設置負担金は、加入電話等のサービス提供に必要な当社の市内交換局ビルか
らお客様の宅内までの加入者回線の建設費用の一部を、基本料の前払い的な位置付け
で負担していただくものであり、お客様がお支払いいただいた額を加入者回線設備の建設
費用から圧縮することにより、月々の基本料を割安な水準に設定することでお客様に還元
しており＊、解約時等にも返還しておりません。
　したがって、施設設置負担金は、当社が電話加入権の財産的価値を保証しているもので
はありませんが、社会実態としては、電話加入権の取引市場が形成されています。また、質権
の設定が認められ、法人税法上非減価償却資産とされる等の諸制度が設けられています。
＊ 2019年度以降の新規取得の施設設置負担金については、圧縮記帳を廃止

2．施設設置負担金を取り巻く市場環境の変化について（参考4～7参照）
　お客様にお支払いいただいた施設設置負担金は、電話の早期普及のための設備建設資
金の調達手段として、電話網の建設に大きな役割を果たしてきましたが、電話の加入数が
減少に転じる中で、その意義が低下してきていると考えています。
　当社は、お客様の初期負担を軽減するため、施設設置負担金相当額を月々の基本料に
加算してお支払いいただく「ライトプラン」を、INSネット64（1997年7月～）・加入電話（2002
年2月～）を対象に選択制サービスとして提供していますが、現在では、新規契約のお客様
のうちの大半の方がライトプランを選択しています。
　また、最近では、競争事業者が施設設置負担金のような初期負担を設けない電話サー
ビスを開始する等、市場環境が著しく変化してきており、当社としても、新たな事業環境に
適応するために、施設設置負担金の見直しが必要な状況になってきておりました。

3．施設設置負担金の見直しについて（参考8、9参照）
　こうした施設設置負担金を取り巻く市場環境の変化を背景に、2004年10月、総務省情
報通信審議会において、施設設置負担金に関して、「既存契約者や電話加入権取引市
場等に対して一定の配慮をしつつ、NTT東日本及びNTT西日本が廃止も選択肢とした
見直しを欲するのであれば、容認されるべき」とする答申（「平成17年度以降の接続料算
定の在り方」最終答申）が出されました。
　当社は、上記の答申の内容を踏まえて、関係各方面への影響等に配慮し、当時の電話
加入権取引市場の売買価格に直接影響を与えない範囲内で、施設設置負担金（ライトプ
ランの加算額を含む）の値下げを実施いたしました。また、値下げの実施時期について
は、お客様への事前の周知期間を十分確保するとともに、電話の新規契約が多い転勤・
新入学卒業期に間に合うよう、2005年3月1日からといたしました。
　また、今後の施設設置負担金の見直しについては、お客様のご理解を得つつ、電話加
入権取引市場の動向や関連諸制度の見直しとの関係を見極めて、検討してまいります。

4．お客様への周知について
　2005年3月の施設設置負担金の見直しにあわせて、施設設置負担金に関するお客様
のご理解を深めていただくよう、電話料金の請求書等に同封するハローインフォメーショ
ンや新聞広告等を用いてお客様への周知を図ることにより、お客様への適切な説明に努
めました。

（参考）施設設置負担金（※2004年11月5日公表の資料を一部修正）
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〈参考1〉加入電話の施設設置負担金の変遷（税抜） 〈参考3〉施設設置負担金と基本料の関係について
（加入者回線設備コストの回収の仕組み）

〈参考2〉施設設置負担金の料金設定の考え方 〈参考4〉固定電話施設数及び施設設置負担金受入額の推移

市内交換機

とう道 マンホール

電柱

保安器

モジュラー
ジャック

管路 ケーブル
宅内
設備

宅内
設備

大口お客様ビル

一般事業所
一般住宅

（注）MDF＝主配線盤

市外中継交換機

交換・伝送路設備

通話料金で費用回収
施設設置負担金で費用の一部を回収

加入電話の場合、39,600円（税込）

月々の基本料で、施設設置負担金で賄った残りの費用を回収

加入者回線設備

MDFMDF

・施設設置負担金の受入額を加入者回線の建設費用から圧縮することにより減価償却費
が軽減され、月々の基本料が割安に設定されています。
※ 2019年度以降の新規取得の施設設置負担金については、圧縮記帳を廃止

・施設設置負担金は、加入電話等サービスの提供に必要な当社の市内交換局ビルからお客
様の宅内までのお客様に専有して敷設される加入者回線設備（線路設備等）の建設費用
の一部を賄っています。

・固定電話施設数は、1997年度まで増加基調にありましたが、1997年度をピークに、暫く横
這い傾向であったものの、最近では減少に転じております。
・施設設置負担金の受入額は、近年年々減少し、2003年度で64億円になっています。
（参考）施設設置負担金受入額の累計：約4兆7千億円〔民営化以降：約2兆2千億円〕

※固定電話施設数のうちINSネット1500施設数はINSネット64ベースとし、10倍換算しています。
※施設数、施設設置負担金受入額はNTT西日本・NTT東日本の合計。

1952年当時

1953年  1月

1960年  4月

1968年  5月

1971年  6月

1976年11月

1983年  3月

1985年  4月

1989年  4月

2005年  3月

年　月 施設設置負担金の料金水準（１契約当り） （参考）電信電話債券（１契約当り）
（大阪・単独電話の場合）

装置料　　　  4,000円　合計　34,000円負担料　　　30,000円

↓

設備料　　　10,000円
↓

設備料　　　30,000円
↓

設備料　　　50,000円
↓

設備料　　　80,000円

工事負担金　72,000円
↓

（施設設置負担金に名称変更）

　

施設設置負担金 36,000円
↓

　　　（現在）

（注）80,000円に含まれていた宅内工事費
8,000円を差し引いたものです。従って、
宅内（配線・機器）の工事を行う場合に
は、実質負担額に変化はありません。

1997年7月にINSﾈｯﾄ64･ライト、
2002年2月に加入電話・ライトプランを提供［ ］

電信電話債券　  60,000円
↓

電信電話債券　150,000円

廃　止
「電信電話設備の拡充のための暫定措
置に関する法律（拡充法）」の廃止

（注）償還期間満了後に資金を償還する性格
のものです。

サービス提供
に必要なコスト

建設費用

更改費用
保守費用

加入者回線
設備コスト

窓口・料金
請求等に
関するコスト

施設設置負担金　
39,600円
（税込）

会計上発生
するコスト

対応する
料金

月々の基本料
で回収

事務用
 2,750円/月
（税込）
住宅用 
1,870円/月
（税込）

＜割安に設定＞

窓口･116の受付
（申込み､移転等）、
料金の請求･収納
等に関する費用

　費
用
を
圧
縮

会
計
上
の

費用の圧縮に
伴う減価償却
費の減少分

※料金額は加入電話
プッシュ回線用・３
級局の場合

（万加入）

1953 1965 1975 1985 1995 1997 20031955
施設数
ピーク時

（民営化）

（億円）

   固定電話施設数
（加入電話＋ＩＳＤＮ）
〈左目盛〉

施設設置負担金受入額
〈右目盛〉
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（1997年11月）
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1．電話加入権と施設設置負担金の関係について（参考1～3参照）
　電話加入権とは、「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受け
る権利」（電話サービス契約約款第21条）です。
　一方、施設設置負担金は、加入電話等の新規契約の際にお支払いいただく料金であり、
加入電話（単独電話）の場合で現行39,600円となっています。
　この施設設置負担金は、加入電話等のサービス提供に必要な当社の市内交換局ビルか
らお客様の宅内までの加入者回線の建設費用の一部を、基本料の前払い的な位置付け
で負担していただくものであり、お客様がお支払いいただいた額を加入者回線設備の建設
費用から圧縮することにより、月々の基本料を割安な水準に設定することでお客様に還元
しており＊、解約時等にも返還しておりません。
　したがって、施設設置負担金は、当社が電話加入権の財産的価値を保証しているもので
はありませんが、社会実態としては、電話加入権の取引市場が形成されています。また、質権
の設定が認められ、法人税法上非減価償却資産とされる等の諸制度が設けられています。
＊ 2019年度以降の新規取得の施設設置負担金については、圧縮記帳を廃止

2．施設設置負担金を取り巻く市場環境の変化について（参考4～7参照）
　お客様にお支払いいただいた施設設置負担金は、電話の早期普及のための設備建設資
金の調達手段として、電話網の建設に大きな役割を果たしてきましたが、電話の加入数が
減少に転じる中で、その意義が低下してきていると考えています。
　当社は、お客様の初期負担を軽減するため、施設設置負担金相当額を月々の基本料に
加算してお支払いいただく「ライトプラン」を、INSネット64（1997年7月～）・加入電話（2002
年2月～）を対象に選択制サービスとして提供していますが、現在では、新規契約のお客様
のうちの大半の方がライトプランを選択しています。
　また、最近では、競争事業者が施設設置負担金のような初期負担を設けない電話サー
ビスを開始する等、市場環境が著しく変化してきており、当社としても、新たな事業環境に
適応するために、施設設置負担金の見直しが必要な状況になってきておりました。

3．施設設置負担金の見直しについて（参考8、9参照）
　こうした施設設置負担金を取り巻く市場環境の変化を背景に、2004年10月、総務省情
報通信審議会において、施設設置負担金に関して、「既存契約者や電話加入権取引市
場等に対して一定の配慮をしつつ、NTT東日本及びNTT西日本が廃止も選択肢とした
見直しを欲するのであれば、容認されるべき」とする答申（「平成17年度以降の接続料算
定の在り方」最終答申）が出されました。
　当社は、上記の答申の内容を踏まえて、関係各方面への影響等に配慮し、当時の電話
加入権取引市場の売買価格に直接影響を与えない範囲内で、施設設置負担金（ライトプ
ランの加算額を含む）の値下げを実施いたしました。また、値下げの実施時期について
は、お客様への事前の周知期間を十分確保するとともに、電話の新規契約が多い転勤・
新入学卒業期に間に合うよう、2005年3月1日からといたしました。
　また、今後の施設設置負担金の見直しについては、お客様のご理解を得つつ、電話加
入権取引市場の動向や関連諸制度の見直しとの関係を見極めて、検討してまいります。

4．お客様への周知について
　2005年3月の施設設置負担金の見直しにあわせて、施設設置負担金に関するお客様
のご理解を深めていただくよう、電話料金の請求書等に同封するハローインフォメーショ
ンや新聞広告等を用いてお客様への周知を図ることにより、お客様への適切な説明に努
めました。

（参考）施設設置負担金（※2004年11月5日公表の資料を一部修正）
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〈参考9〉総務省情報通信審議会答申の概要（施設設置負担金部分の抜粋）
1．施設設置負担金の見直しについての考え方
　以下のことに鑑みれば、「既に本来の意義を失い、新規加入の妨げとなり得る施設設置
負担金については、NTT東日本及びNTT西日本が自らの料金戦略として、廃止も選択肢
とした見直しを欲するのであれば、それは容認されるべきものと考える。」

（1）施設設置負担金の現時点における意義
・契約者数が増えていた時代には、ネットワークの円滑な拡張のための資金調達の観
点から一定の意義があったが、近年固定電話の契約者数が減少傾向にあり、加入者
回線設備の新規投資も減少していることから、前払いの形で投資資金を調達する意
味が低下してきたと言えます。最近では、新規加入時にライトプランを選択するユーザ
が圧倒的に多いことから、加入者にとって大きな負担となっていると推測されます。

（2）電話加入権の市場価格への影響について
●施設設置負担金の見直しを行った場合、電話加入権市場における取引価格等に影
響を与えることが予想されるが、次の点から、それを理由に施設設置負担金の額の
見直しが妨げられるものではないと考えられます。
・施設設置負担金を見直したとしても、電話加入権が消滅したり、既存加入者の加
入電話契約に基づく権利を制限するものではない。
・質権法や税法等における電話加入権の取扱いは、市場の需給関係に応じて価格
が設定されることを前提としており、これらの法律によって電話加入権の価格が
保証されていると解することはできないと考えられる。
・施設設置負担金の額は電話加入権の価格ではなく、施設設置負担金の見直しに
より、事実上電話加入権の市場価格が低下しても、その市場価格まで保証すべき
義務は契約上存在しない。

●NTTドコモの携帯電話の新規加入料の廃止に関する裁判においても、「税法上の
規定から直ちにその財産の私法上の性質を論じ得るものではない」とし、「携帯電話
の利用権が一定の財産的価値を有する資産と社会的に認められていたというにすぎ
ず、そのことをもって携帯電話の新規加入料を値下げしたり、廃止することが許さ
れないとまでいうことは無理である」との判断が示されています。

（3）既存の加入者との公平性について
・合理的な理由をもって施設設置負担金の見直しを行った結果、既存加入者と新規加
入者との間で費用負担に差異が生じることは、電気通信事業法に規定する利用の公
平に反する、あるいは、不当な差別的取扱いに当たるとは言えないと考えられます。

（4）競争環境の変化について
・NTT東日本・NTT西日本以外の直収電話サービス等は、加入時に施設設置負担金
を徴収する必要がないことから、NTT東日本・NTT西日本にとっては、競争対抗の観
点から、できる限り早期に見直しを実施する必要性が高まっている。

2．見直しに当たっての留意点
○NTT東日本及びNTT西日本に対して
・施設設置負担金の見直しは、NTT東日本・NTT西日本の経営判断の問題。
・既存の電話加入者や電話加入権取引市場の動向、自社の財務への影響等に配慮し
つつ、今後の競争環境へ対応するための自らの料金戦略として判断することが適当。
・社会的コンセンサスを得るために、事前に十分な情報開示に努めるとともに、その算
定根拠についても、国民の理解を得られるような十分な説明責任を果たすことが求め
られる。
・見直しに当たっては、既存加入者や関連市場等に対し一定の配慮（例えば、十分な周
知及び実施までの期間を取り、段階的に実施）を行うことが必要。
・周知を始めてから廃止するまでの期間は、例えば、電話担保金融における貸付期間は
概ね8割が5年以下であること、携帯電話の新規加入料の廃止は5～6年かけて段階
的値下げの末実施したこと等も参考になる。
・施設設置負担金の性格等を日頃から利用者に対して説明することが必要。特に、施
設設置負担金に対する誤った認識が生じないよう、ユーザに対する制度の適切な説
明、職員の適切な対応への措置等に早急に取り組むことが求められる。

○関係法令の変更等（政府における措置）
・施設設置負担金を見直すこととなった場合、必要に応じ、質権法等、施設設置負担
金・電話加入権の取扱いに関する規定が設けられている関連法令について、適切な見
直しを行うことが求められる。
・非減価償却資産とされている電話加入権の税法上の取扱いについて、施設設置負担
金を廃止することとなった場合には、政府は、過去の措置等も参考に、必要な措置を
検討することが求められる。
・総務省は、NTT東日本・NTT西日本の施設設置負担金の見直しの動向を踏まえつ
つ、関連法令の改正等の必要な措置について、関係機関との調整を行うことが求めら
れる。

〈参考5〉ライトプランの基本料加算額の料金設定の考え方 〈参考7〉欧米主要国との加入時一時金、移転時の費用の比較
（為替レート換算）

（加入電話＋INSネット64）
〈参考6〉過去5年間の固定電話の新規申込数の推移 〈参考8〉電話加入権取引市場における売買価格の推移

・電話加入時における一時金は、移転時における負担は低廉なものの、欧米主要国と比較し
ても高い水準にあると指摘されています。

・施設設置負担金相当額を月々の基本料に加算してお支払いいただくライトプランの提供に
伴い、新規契約のお客様の大半の方がライトプランを選択しています。（2003年度で約
95％のお客様がライトプランを選択）

・ライトプランの基本料加算額は、以下の費用をもとに設定。
①施設設置負担金相当額の加入者回線設備にかかる法定耐用年数（平均14年）により
算定される減価償却費
②上記①の加入者回線設備にかかる金利相当額
③ライトプラン提供に必要なシステム開発費

・新規契約時の初期負担の軽減を目的に、通常の加入電話やISDNとの選択制サービスとして提供。

・全日本電話取引業協会の調べによると、電話加入権取引市場の売買価格は、年々低下し
てきており、2004年10月時点では1万円程度（取引業者間の仲値）となっています。

※電話取引業者間の仲値気配値（買値と売値の中間相場）［東京の場合］
※全日本電話取引業協会調べ

（注1）為替レートは、1ドル=110.89円、1ポンド=205.00円、1ユーロ=135.20円（2004年6月1日為替レート）。
（注2）各国の料金は、アメリカはベライゾン・ニューヨーク、イギリスはBT、フランスはフランステレコム、ドイツはドイツテレコムの料金。
（注3）NTT西日本・NTT東日本の新規加入時の費用は、施設設置負担金と契約料の合計。移転時の費用は、局内工事のみ実施する場合。
（注4）NTT西日本・NTT東日本以外は新規と移転の場合の料金は同じ。
（注5）NTT西日本・NTT東日本、フランステレコム、ドイツテレコムは住宅用、事務用の料金は同じ。

（参考）
1．ライトプランの料金額

＊工事費2,000円が必要〔宅内工事（例：屋内配線工事）が必要な場合には、別途工事費が必要〕

2．ライトプランの提供時期
　INSネット64・ライト ：1997年7月～
　加入電話・ライトプラン ：2002年2月～

基本料加算額

施設設置負担金

ライトプラン （参考）通常の加入電話・INSネット64

不　要

不　要＊

　（値下げ前）　640／月
⇒（値下げ後）　250／月

＜2005年3月＞
施設設置負担金の値下げに連動させるとともに、利回り低下によ
る金利相当額の減少やシステム開発費の抑制効果を織り込む。

　（値下げ前）　72,000
⇒（値下げ後）　36,000
＜2005年3月＞

※新規申込数はNTT西日本・NTT東日本の合計。
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（万契約）
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加入電話・ライトプラ
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 ＜値下げ前＞72,800

2004年2月現在

【出典：総務省内外価格差調査（2004.8.31）】75,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

＜値下げ後＞
（2005.3）
36,800

＜値下げ後＞
（2005.3）
36,800

2,000
6,099

11,760 13,083

20,295

5,213 6,987

（円）

（単位：円）

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

11,00019,00021,00020,00038,00034,00038,00043,00051,00055,000 35,000取引価格

2004.102004.32003.32002.32000.31999.31998.31997.31996.31995.3 2001.3年月

（税抜）（単位：円）

75



〈参考9〉総務省情報通信審議会答申の概要（施設設置負担金部分の抜粋）
1．施設設置負担金の見直しについての考え方
　以下のことに鑑みれば、「既に本来の意義を失い、新規加入の妨げとなり得る施設設置
負担金については、NTT東日本及びNTT西日本が自らの料金戦略として、廃止も選択肢
とした見直しを欲するのであれば、それは容認されるべきものと考える。」

（1）施設設置負担金の現時点における意義
・契約者数が増えていた時代には、ネットワークの円滑な拡張のための資金調達の観
点から一定の意義があったが、近年固定電話の契約者数が減少傾向にあり、加入者
回線設備の新規投資も減少していることから、前払いの形で投資資金を調達する意
味が低下してきたと言えます。最近では、新規加入時にライトプランを選択するユーザ
が圧倒的に多いことから、加入者にとって大きな負担となっていると推測されます。

（2）電話加入権の市場価格への影響について
●施設設置負担金の見直しを行った場合、電話加入権市場における取引価格等に影
響を与えることが予想されるが、次の点から、それを理由に施設設置負担金の額の
見直しが妨げられるものではないと考えられます。
・施設設置負担金を見直したとしても、電話加入権が消滅したり、既存加入者の加
入電話契約に基づく権利を制限するものではない。
・質権法や税法等における電話加入権の取扱いは、市場の需給関係に応じて価格
が設定されることを前提としており、これらの法律によって電話加入権の価格が
保証されていると解することはできないと考えられる。
・施設設置負担金の額は電話加入権の価格ではなく、施設設置負担金の見直しに
より、事実上電話加入権の市場価格が低下しても、その市場価格まで保証すべき
義務は契約上存在しない。

●NTTドコモの携帯電話の新規加入料の廃止に関する裁判においても、「税法上の
規定から直ちにその財産の私法上の性質を論じ得るものではない」とし、「携帯電話
の利用権が一定の財産的価値を有する資産と社会的に認められていたというにすぎ
ず、そのことをもって携帯電話の新規加入料を値下げしたり、廃止することが許さ
れないとまでいうことは無理である」との判断が示されています。

（3）既存の加入者との公平性について
・合理的な理由をもって施設設置負担金の見直しを行った結果、既存加入者と新規加
入者との間で費用負担に差異が生じることは、電気通信事業法に規定する利用の公
平に反する、あるいは、不当な差別的取扱いに当たるとは言えないと考えられます。

（4）競争環境の変化について
・NTT東日本・NTT西日本以外の直収電話サービス等は、加入時に施設設置負担金
を徴収する必要がないことから、NTT東日本・NTT西日本にとっては、競争対抗の観
点から、できる限り早期に見直しを実施する必要性が高まっている。

2．見直しに当たっての留意点
○NTT東日本及びNTT西日本に対して
・施設設置負担金の見直しは、NTT東日本・NTT西日本の経営判断の問題。
・既存の電話加入者や電話加入権取引市場の動向、自社の財務への影響等に配慮し
つつ、今後の競争環境へ対応するための自らの料金戦略として判断することが適当。
・社会的コンセンサスを得るために、事前に十分な情報開示に努めるとともに、その算
定根拠についても、国民の理解を得られるような十分な説明責任を果たすことが求め
られる。
・見直しに当たっては、既存加入者や関連市場等に対し一定の配慮（例えば、十分な周
知及び実施までの期間を取り、段階的に実施）を行うことが必要。
・周知を始めてから廃止するまでの期間は、例えば、電話担保金融における貸付期間は
概ね8割が5年以下であること、携帯電話の新規加入料の廃止は5～6年かけて段階
的値下げの末実施したこと等も参考になる。
・施設設置負担金の性格等を日頃から利用者に対して説明することが必要。特に、施
設設置負担金に対する誤った認識が生じないよう、ユーザに対する制度の適切な説
明、職員の適切な対応への措置等に早急に取り組むことが求められる。

○関係法令の変更等（政府における措置）
・施設設置負担金を見直すこととなった場合、必要に応じ、質権法等、施設設置負担
金・電話加入権の取扱いに関する規定が設けられている関連法令について、適切な見
直しを行うことが求められる。
・非減価償却資産とされている電話加入権の税法上の取扱いについて、施設設置負担
金を廃止することとなった場合には、政府は、過去の措置等も参考に、必要な措置を
検討することが求められる。
・総務省は、NTT東日本・NTT西日本の施設設置負担金の見直しの動向を踏まえつ
つ、関連法令の改正等の必要な措置について、関係機関との調整を行うことが求めら
れる。

〈参考5〉ライトプランの基本料加算額の料金設定の考え方 〈参考7〉欧米主要国との加入時一時金、移転時の費用の比較
（為替レート換算）

（加入電話＋INSネット64）
〈参考6〉過去5年間の固定電話の新規申込数の推移 〈参考8〉電話加入権取引市場における売買価格の推移

・電話加入時における一時金は、移転時における負担は低廉なものの、欧米主要国と比較し
ても高い水準にあると指摘されています。

・施設設置負担金相当額を月々の基本料に加算してお支払いいただくライトプランの提供に
伴い、新規契約のお客様の大半の方がライトプランを選択しています。（2003年度で約
95％のお客様がライトプランを選択）

・ライトプランの基本料加算額は、以下の費用をもとに設定。
①施設設置負担金相当額の加入者回線設備にかかる法定耐用年数（平均14年）により
算定される減価償却費
②上記①の加入者回線設備にかかる金利相当額
③ライトプラン提供に必要なシステム開発費

・新規契約時の初期負担の軽減を目的に、通常の加入電話やISDNとの選択制サービスとして提供。

・全日本電話取引業協会の調べによると、電話加入権取引市場の売買価格は、年々低下し
てきており、2004年10月時点では1万円程度（取引業者間の仲値）となっています。

※電話取引業者間の仲値気配値（買値と売値の中間相場）［東京の場合］
※全日本電話取引業協会調べ

（注1）為替レートは、1ドル=110.89円、1ポンド=205.00円、1ユーロ=135.20円（2004年6月1日為替レート）。
（注2）各国の料金は、アメリカはベライゾン・ニューヨーク、イギリスはBT、フランスはフランステレコム、ドイツはドイツテレコムの料金。
（注3）NTT西日本・NTT東日本の新規加入時の費用は、施設設置負担金と契約料の合計。移転時の費用は、局内工事のみ実施する場合。
（注4）NTT西日本・NTT東日本以外は新規と移転の場合の料金は同じ。
（注5）NTT西日本・NTT東日本、フランステレコム、ドイツテレコムは住宅用、事務用の料金は同じ。

（参考）
1．ライトプランの料金額

＊工事費2,000円が必要〔宅内工事（例：屋内配線工事）が必要な場合には、別途工事費が必要〕

2．ライトプランの提供時期
　INSネット64・ライト ：1997年7月～
　加入電話・ライトプラン ：2002年2月～

基本料加算額

施設設置負担金

ライトプラン （参考）通常の加入電話・INSネット64

不　要

不　要＊

　（値下げ前）　640／月
⇒（値下げ後）　250／月

＜2005年3月＞
施設設置負担金の値下げに連動させるとともに、利回り低下によ
る金利相当額の減少やシステム開発費の抑制効果を織り込む。

　（値下げ前）　72,000
⇒（値下げ後）　36,000
＜2005年3月＞

※新規申込数はNTT西日本・NTT東日本の合計。
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ライトプラン
の申込数

施設設置負担金をお支払い
いただいた申込数

（万契約）

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年

加入電話・ライトプラ
ン提供開始

（2002年2月）
▽

NTT西日本
NTT東日本

アメリカ イギリス
移転時 住宅用 事務用 住宅用 事務用新規

（円）

フランス ドイツ

 ＜値下げ前＞72,800

2004年2月現在

【出典：総務省内外価格差調査（2004.8.31）】75,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

＜値下げ後＞
（2005.3）
36,800

＜値下げ後＞
（2005.3）
36,800

2,000
6,099

11,760 13,083

20,295

5,213 6,987

（円）

（単位：円）

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

11,00019,00021,00020,00038,00034,00038,00043,00051,00055,000 35,000取引価格

2004.102004.32003.32002.32000.31999.31998.31997.31996.31995.3 2001.3年月

（税抜）（単位：円）
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●2021年度に実施したNTT西日本の経営効率化

●固定電話回線数等の推移

・2021年度についても一層の経営効率化に取り組み、大幅なコスト削減を実施しており、
2000年度からの21年間で約▲1兆4,500億円の費用を削減しています。

・携帯電話の普及拡大および光IP電話やアプリケーションサービスなどの他事業者が提供す
るサービスとの競争の進展により、NTT西日本・NTT東日本の固定電話が減少しています。

●2021年度におけるNTT西日本のユニバーサルサービス収支の現状

・収益の減少による収支の悪化を補うための継続的なコスト削減に取り組んでおりますが、
NTT西日本と接続事業者が応分に負担してきたNTSコスト※1の負担方法の変更などによ
り、2021年度におけるユニバーサルサービス収支は▲298億円の赤字となっております。
※1　NTSコスト（Non-Traffic Sensitive Cost）とは、交換機設備のうち、通信量の増減によって変化しない装置のコストを指します。

営業費用の推移

営業収益 営業費用 営業利益 営業収益 営業費用 営業利益

2020年度 2021年度

+18億円

・IP電話などの普及拡大や競争の
進展に伴う収益の減少  ：▲113億円
・経営効率化などによるコスト削減  ：＋131億円

1,553億円

2億円

─ 　 

1,555億円

1,855億円

15億円

1億円

1,871億円

▲302億円

▲13億円

▲1億円

▲317億円

1,440億円

2億円

─ 　 

1,442億円

1,724億円

16億円

1億円

1,740億円

▲283億円

▲14億円

▲1億円

▲298億円

主
な
要
因

サービス名

加入電話・基本料

第一種公衆電話
（市内、離島通信）

緊急通報

合計

※　総務省の公表資料（電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表 ）をもとに作成

（単位：億円）
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償却費など

経　費

人件費

14,539

2015
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13,838

2016
年度

（注）１．固定電話は、加入電話とISDNの合計
２．IP電話は、050番号と0AB～ J番号（光IP電話含む）によるものの番号数の合計
３．数値は、NTT西日本・NTT東日本エリアの合計
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2018
年度

2019
年度

2020
年度

2017
年度
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＋PHS
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2021
年度

ユニバーサルサービス料について　※2021年12月1日公表の資料を一部修正

　NTT西日本では、110番や119番等の緊急通報、公衆電話、山間部や離島を含む地域における
固定電話通信等のユニバーサルサービスを、いつでも、どこでも、誰もが利用可能な料金でお客
様にご利用いただけるように、通信網の維持･保守に取り組んでいます。このユニバーサルサー
ビスを維持するために、2007年1月より各電話会社が「ユニバーサルサービス支援機関※1」を通
じて費用を出し合う「ユニバーサルサービス基金制度」がスタートしました。
　NTT西日本は従来から経営効率化に取り組み、人件費や経費の削減等、あらゆる費用を対象
に大幅なコスト削減を実施しておりますが、ユニバーサルサービスを取り巻く環境は、
①携帯電話の普及拡大及び光IP電話やアプリケーションサービス等の他事業者が提供するサ
ービスとの競争の進展
②従来、NTT西日本と接続事業者が応分に負担してきたコストの一部を、基本料コストに付け
替えるという制度変更※2

等があり、ユニバーサルサービスの収支は2021年度で▲298億円の赤字となっております。
　一方、ユニバーサルサービス基金制度により支援される額は、実際のサービス提供に要した
費用を用いて算定するのではなく、長期増分費用モデル※3に基づく費用で算定しており、かつ、
加入電話については、著しい高コストの地域※4に対象が限定されていること等から、実際の赤字
の一部となっております。
　今般、ユニバーサルサービス支援機関が定める各電話会社の1電話番号当たりの負担額（番
号単価）は、2023年1月からも現行と同額の月額2円となりました。これにともないまして、引き続
きお客様には1電話番号当たり月額2.2円（税込）の「ユニバーサルサービス料」をご負担いただ
きます。

　NTT西日本は、基金制度の下で、今後もユニバーサルサービスの維持に努めてまいります。皆
様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

※1　一般社団法人電気通信事業者協会が総務大臣より指定されています。
※2　2005年度から交換機コストの一部を段階的に基本料コストに付替えるものです（2009年度以降は全額付け替

え）。なお、このコストのうち、き線点RT（メタルケーブルに収容する電話などの通信を加入者交換機まで光フ
ァイバーで伝送するための多重化装置）から加入者交換機間の伝送路のコストの一部については、2008年度よ
り基本料コストから段階的に交換機コストに戻すこととされております（2011年度以降は全額付け替え）。

※3　通信網の費用を実際の費用発生額ではなく、現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術で新た
に構築した場合の費用額に基づいて計算する方式です。

※4　全国の加入数の4.9％の地域とされています。

●ユニバーサルサービスとは

・NTT西日本・NTT東日本は、NTT法（注）においてユニバーサルサービスを提供する責務
を果たしております。
（注）NTT法とは、「日本電信電話株式会社等に関する法律」をいい、NTT（持株）・NTT西日本・NTT東日本の目

的・責務等を定める法律です。

○ユニバーサルサービスとは、電気通信事業法において、「国民生活に不可欠であり、あまねく
日本全国における提供が確保されるべき」と定められているサービスです。
○NTT西日本・NTT東日本は、山間地や離島等の高コスト地域を含む日本全国において、ユニ
バーサルサービスを提供しています。

※2010年12月の情報通信
審議会答申を踏まえ、
2011年4月より、加入電
話に相当する光IP電話
が新たにユニバーサル
サービスの対象として追
加されました。

※2022年2月答申を踏まえ、
2022年4月より、災害時用
公衆電話が新たにユニ
バーサルサービスの対象
として追加されました。

加入者
交換機

・社会生活上の安全及び戸外
での最低限の通信手段を確
保する観点から一定の基準
で設置される公衆電話

・災害時に避難所等における
電話利用を確保するために
あらかじめ設置する電話

・アクセス回線部分にあたる
基本料（回線使用料）

・警察110番、
海上保安庁118番、
消防119番

加入電話及び
加入電話に相当する光IP電話※ 緊急通報 災害時用公衆電話第一種公衆電話

警察110番

海上保安庁
118番

消防119番

ユニバーサルサービス料※1※2
料金額（2023年7月1日現在）

2.2円［税込］

（1電話番号当たり月額）

※1　ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が定める番号単価と同額です。
※2　適用する電話番号は、加入電話サービス等の契約者回線に係る電話番号及び付加サービスに係る電

話番号です。

（1）料金額

（2）その他
支援機関が定める番号単価については、一般社団法人電気通信事業者協会のホームペー
ジ（https://www.tca.or.jp/universalservice/）において公表されています。

ユニバーサルサービスの具体的な範囲
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●2021年度に実施したNTT西日本の経営効率化

●固定電話回線数等の推移

・2021年度についても一層の経営効率化に取り組み、大幅なコスト削減を実施しており、
2000年度からの21年間で約▲1兆4,500億円の費用を削減しています。

・携帯電話の普及拡大および光IP電話やアプリケーションサービスなどの他事業者が提供す
るサービスとの競争の進展により、NTT西日本・NTT東日本の固定電話が減少しています。

●2021年度におけるNTT西日本のユニバーサルサービス収支の現状

・収益の減少による収支の悪化を補うための継続的なコスト削減に取り組んでおりますが、
NTT西日本と接続事業者が応分に負担してきたNTSコスト※1の負担方法の変更などによ
り、2021年度におけるユニバーサルサービス収支は▲298億円の赤字となっております。
※1　NTSコスト（Non-Traffic Sensitive Cost）とは、交換機設備のうち、通信量の増減によって変化しない装置のコストを指します。

営業費用の推移

営業収益 営業費用 営業利益 営業収益 営業費用 営業利益

2020年度 2021年度

+18億円

・IP電話などの普及拡大や競争の
進展に伴う収益の減少  ：▲113億円
・経営効率化などによるコスト削減  ：＋131億円

1,553億円

2億円

─ 　 

1,555億円

1,855億円

15億円

1億円

1,871億円

▲302億円

▲13億円

▲1億円

▲317億円

1,440億円

2億円

─ 　 

1,442億円

1,724億円

16億円

1億円

1,740億円

▲283億円

▲14億円

▲1億円

▲298億円

主
な
要
因

サービス名

加入電話・基本料

第一種公衆電話
（市内、離島通信）

緊急通報

合計

※　総務省の公表資料（電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表 ）をもとに作成

（単位：億円）
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（注）１．固定電話は、加入電話とISDNの合計
２．IP電話は、050番号と0AB～ J番号（光IP電話含む）によるものの番号数の合計
３．数値は、NTT西日本・NTT東日本エリアの合計
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年度

ユニバーサルサービス料について　※2021年12月1日公表の資料を一部修正

　NTT西日本では、110番や119番等の緊急通報、公衆電話、山間部や離島を含む地域における
固定電話通信等のユニバーサルサービスを、いつでも、どこでも、誰もが利用可能な料金でお客
様にご利用いただけるように、通信網の維持･保守に取り組んでいます。このユニバーサルサー
ビスを維持するために、2007年1月より各電話会社が「ユニバーサルサービス支援機関※1」を通
じて費用を出し合う「ユニバーサルサービス基金制度」がスタートしました。
　NTT西日本は従来から経営効率化に取り組み、人件費や経費の削減等、あらゆる費用を対象
に大幅なコスト削減を実施しておりますが、ユニバーサルサービスを取り巻く環境は、
①携帯電話の普及拡大及び光IP電話やアプリケーションサービス等の他事業者が提供するサ
ービスとの競争の進展
②従来、NTT西日本と接続事業者が応分に負担してきたコストの一部を、基本料コストに付け
替えるという制度変更※2

等があり、ユニバーサルサービスの収支は2021年度で▲298億円の赤字となっております。
　一方、ユニバーサルサービス基金制度により支援される額は、実際のサービス提供に要した
費用を用いて算定するのではなく、長期増分費用モデル※3に基づく費用で算定しており、かつ、
加入電話については、著しい高コストの地域※4に対象が限定されていること等から、実際の赤字
の一部となっております。
　今般、ユニバーサルサービス支援機関が定める各電話会社の1電話番号当たりの負担額（番
号単価）は、2023年1月からも現行と同額の月額2円となりました。これにともないまして、引き続
きお客様には1電話番号当たり月額2.2円（税込）の「ユニバーサルサービス料」をご負担いただ
きます。

　NTT西日本は、基金制度の下で、今後もユニバーサルサービスの維持に努めてまいります。皆
様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

※1　一般社団法人電気通信事業者協会が総務大臣より指定されています。
※2　2005年度から交換機コストの一部を段階的に基本料コストに付替えるものです（2009年度以降は全額付け替

え）。なお、このコストのうち、き線点RT（メタルケーブルに収容する電話などの通信を加入者交換機まで光フ
ァイバーで伝送するための多重化装置）から加入者交換機間の伝送路のコストの一部については、2008年度よ
り基本料コストから段階的に交換機コストに戻すこととされております（2011年度以降は全額付け替え）。

※3　通信網の費用を実際の費用発生額ではなく、現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術で新た
に構築した場合の費用額に基づいて計算する方式です。

※4　全国の加入数の4.9％の地域とされています。

●ユニバーサルサービスとは

・NTT西日本・NTT東日本は、NTT法（注）においてユニバーサルサービスを提供する責務
を果たしております。
（注）NTT法とは、「日本電信電話株式会社等に関する法律」をいい、NTT（持株）・NTT西日本・NTT東日本の目

的・責務等を定める法律です。

○ユニバーサルサービスとは、電気通信事業法において、「国民生活に不可欠であり、あまねく
日本全国における提供が確保されるべき」と定められているサービスです。
○NTT西日本・NTT東日本は、山間地や離島等の高コスト地域を含む日本全国において、ユニ
バーサルサービスを提供しています。

※2010年12月の情報通信
審議会答申を踏まえ、
2011年4月より、加入電
話に相当する光IP電話
が新たにユニバーサル
サービスの対象として追
加されました。

※2022年2月答申を踏まえ、
2022年4月より、災害時用
公衆電話が新たにユニ
バーサルサービスの対象
として追加されました。

加入者
交換機

・社会生活上の安全及び戸外
での最低限の通信手段を確
保する観点から一定の基準
で設置される公衆電話

・災害時に避難所等における
電話利用を確保するために
あらかじめ設置する電話

・アクセス回線部分にあたる
基本料（回線使用料）

・警察110番、
海上保安庁118番、
消防119番

加入電話及び
加入電話に相当する光IP電話※ 緊急通報 災害時用公衆電話第一種公衆電話

警察110番

海上保安庁
118番

消防119番

ユニバーサルサービス料※1※2
料金額（2023年7月1日現在）

2.2円［税込］

（1電話番号当たり月額）

※1　ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が定める番号単価と同額です。
※2　適用する電話番号は、加入電話サービス等の契約者回線に係る電話番号及び付加サービスに係る電

話番号です。

（1）料金額

（2）その他
支援機関が定める番号単価については、一般社団法人電気通信事業者協会のホームペー
ジ（https://www.tca.or.jp/universalservice/）において公表されています。

ユニバーサルサービスの具体的な範囲
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基本料の推移（加入電話）

 *1 基本料は1985年4月から、回線使用料（上段）、機器使用料（中段）、及び配線使用料（下段）に分けられました。
 *2 1995年2月改正前の旧2級局（契約数800以上、8,000未満）及び旧1級局（契約数800未満）については、料金を据え置きました。
 *3 2005年1月改定以降の料金については、ダイヤル回線用の料金。
 *4 級局については、2005年1月1日に固定（契約数の増減による級局変更はしない）としました。
 ※金額は税抜（1989年4月1日以降）

契　約　数

（参　　考）

級局区分数

3,000,000以上

2,000,000以上

1,000,000以上

400,000以上

1,300

1,200

1,100

1,000

910

840

770

700

250,000以上

150,000以上

50,000以上

1,000

900

800

700

630

560

700 490 700 490 1,000 700 1,500 1,050 2,000 1,400

1,750

180

70

1,150

180

70

1,750

180

60
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180

60
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560
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1,950

 

1,350

 

2,600

 

1,800

2,350
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70

1,550

180

70

2,350

180
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1,550

180

60
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180
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1,750

180

60

2,600

180

60

1,750

180
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2,300

 

1,600

 2,050

180

70

1,350

180

70

2,050

180

60

1,350

180

60

2,350

180

60

1,600

180

60

2,450

180

60

1,600

180

60

 

8,000以上

 

2,000以上

800以上

600

500

420

350

600

500

420

350

850 600 1,270 900 1,700 1,200

1,450

180

70

950

180

70

1,450

180

60

950

180

60

2,100

180

60

400以上

200以上

100以上

25以上

25未満

440

380

340

300

260

310

270

240

210

180

700 500 1,050 750 1,400 1,000

1,150

180

70

750

180

70

1,150

180

60

750

180

60

事 務 用 住 宅 用

1953年8月改定

事 務 用 住 宅 用

1962年9月改定

事 務 用 住 宅 用

1969年10月改定

事 務 用 住 宅 用

1976年11月改定

事 務 用 住 宅 用

1977年4月改定 1985年4月改定＊1

事 務 用 住 宅 用 事 務 用 住 宅 用

1990年12月改定

事 務 用 住 宅 用

1995年2月改定

事 務 用 住 宅 用 事 務 用 住 宅 用

1995年10月改定 2005年1月改定＊3＊4

6区分 14区分 5区分 5区分 5区分 5区分 5区分 3区分 3区分
3区分
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プッシュ回線用料
金については2区分

（単位：円）

＊2 ＊2 ＊2 ＊2
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180
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{
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{
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●ユニバーサルサービス料とユニバーサルサービスコストの負担について

（注）　事業者別の拠出額は、2022年6月末の電話番号利用数に基づく試算値です。

・ユニバーサルサービスの維持に必要な費用を賄うための各電話会社の１電話番号当たり
負担額(番号単価)は、 2023年1月からも現行と同額の月額2円となりました。これにともな
いまして、引き続きお客様には１電話番号当たり月額2.2円（税込）の「ユニバーサルサービ
ス料」をご負担いただきます。

■ユニバーサルサービスコストの負担について

■ユニバーサルサービス料

料金額
（1電話番号当たり月額） 2.2円［税込］

NTT西日本・NTT東日本のユニバーサルサービスの赤字：
▲524億円（うち、NTT西日本：▲298億円）

NTT西日本・
NTT東日本の負担
460億円

基金からの支援
64億円

NTT西日本 NTT東日本

NTT西日本の
お客様

NTT東日本の
お客様 他の電話会社のお客様

他の電話会社
携帯電話事業者等

（注）1．ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が定める番号単価と同額です。
　2．適用する電話番号は、加入電話サービス等の契約者回線に係る電話番号及び付加サービスに係る電話番号です。

支援対象の地域と費用の絞り込み
○加入電話（基本料・緊急通報）の支援対象
は、著しい高コストの地域に限られており、さ
らに加入電話・基本料の支援される費用の
範囲は、著しい高コストの水準※3を上回る部
分に限られています。

○支援額の算定は、実際にかかったコストでは
なく、長期増分費用モデルを用いることによ
り、現時点で利用可能な最も低廉で最も効
率的な設備と技術で新たに構築した場合の
コストとなっています。

長期増分費用モデルに基づき算定

●NTT西日本へのユニバーサルサービス基金制度による支援額

・支援額は、実際のサービス提供に要した費用ではなく、長期増分費用モデル※１
に基づく費用を用いて算定しており、かつ、加入電話については、著しい高コス
トの地域※２に対象が限定されていることなどから、ユニバーサルサービス収支
の赤字の一部である、27億円が支援されることになります。
※１　通信網の費用を実際の費用発生額ではなく、現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術で新

たに構築した場合の費用額に基づいて計算する方式です。
※２　全国の加入数の4.9％の地域とされています。

※3　平均コストに標準偏差の２倍を加えた額とされてい
ます。

（注）記載の数値は億円未満を四捨五入した数値となっており、表記上の合計値と合わない場合があります。

サービス名

支援を受けても残りの赤字（▲272億円）は
NTT西日本自身が負担

基金による
支援額

2021年度の
営業利益

▲283億円

▲15億円

▲298億円

9億円

18億円

27億円

毎月の電話番号利用数に応じて、
1電話番号当たり2円を拠出

4億円
を拠出

5億円
を拠出

55億円
を拠出

お客様に「ユニバーサルサー
ビス料」としてご負担をいただ
いております

加 入 電 話 ・
基 本 料

第 一 種 公 衆 電 話
な ど

合 計
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基本料の推移（加入電話）

 *1 基本料は1985年4月から、回線使用料（上段）、機器使用料（中段）、及び配線使用料（下段）に分けられました。
 *2 1995年2月改正前の旧2級局（契約数800以上、8,000未満）及び旧1級局（契約数800未満）については、料金を据え置きました。
 *3 2005年1月改定以降の料金については、ダイヤル回線用の料金。
 *4 級局については、2005年1月1日に固定（契約数の増減による級局変更はしない）としました。
 ※金額は税抜（1989年4月1日以降）

契　約　数

（参　　考）

級局区分数

3,000,000以上

2,000,000以上

1,000,000以上

400,000以上

1,300

1,200

1,100

1,000

910

840

770

700

250,000以上

150,000以上

50,000以上

1,000

900

800

700

630

560

700 490 700 490 1,000 700 1,500 1,050 2,000 1,400

1,750

180
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1,150

180

70

1,750

180

60

1,150

180

60
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800
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560
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1,300
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1,950
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2,600

 

1,800
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1,600
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8,000以上

 

2,000以上

800以上
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420
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500
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850 600 1,270 900 1,700 1,200

1,450

180

70

950

180

70

1,450

180
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180
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2,100
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400以上

200以上

100以上

25以上

25未満

440

380

340
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310
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180
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1,150

180
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1969年10月改定

事 務 用 住 宅 用

1976年11月改定

事 務 用 住 宅 用

1977年4月改定 1985年4月改定＊1
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1990年12月改定
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1995年2月改定

事 務 用 住 宅 用 事 務 用 住 宅 用

1995年10月改定 2005年1月改定＊3＊4
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3区分
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プッシュ回線用料
金については2区分

（単位：円）
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●ユニバーサルサービス料とユニバーサルサービスコストの負担について

（注）　事業者別の拠出額は、2022年6月末の電話番号利用数に基づく試算値です。

・ユニバーサルサービスの維持に必要な費用を賄うための各電話会社の１電話番号当たり
負担額(番号単価)は、 2023年1月からも現行と同額の月額2円となりました。これにともな
いまして、引き続きお客様には１電話番号当たり月額2.2円（税込）の「ユニバーサルサービ
ス料」をご負担いただきます。

■ユニバーサルサービスコストの負担について

■ユニバーサルサービス料

料金額
（1電話番号当たり月額） 2.2円［税込］

NTT西日本・NTT東日本のユニバーサルサービスの赤字：
▲524億円（うち、NTT西日本：▲298億円）

NTT西日本・
NTT東日本の負担
460億円

基金からの支援
64億円

NTT西日本 NTT東日本

NTT西日本の
お客様

NTT東日本の
お客様 他の電話会社のお客様

他の電話会社
携帯電話事業者等

（注）1．ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が定める番号単価と同額です。
　2．適用する電話番号は、加入電話サービス等の契約者回線に係る電話番号及び付加サービスに係る電話番号です。

支援対象の地域と費用の絞り込み
○加入電話（基本料・緊急通報）の支援対象
は、著しい高コストの地域に限られており、さ
らに加入電話・基本料の支援される費用の
範囲は、著しい高コストの水準※3を上回る部
分に限られています。

○支援額の算定は、実際にかかったコストでは
なく、長期増分費用モデルを用いることによ
り、現時点で利用可能な最も低廉で最も効
率的な設備と技術で新たに構築した場合の
コストとなっています。

長期増分費用モデルに基づき算定

●NTT西日本へのユニバーサルサービス基金制度による支援額

・支援額は、実際のサービス提供に要した費用ではなく、長期増分費用モデル※１
に基づく費用を用いて算定しており、かつ、加入電話については、著しい高コス
トの地域※２に対象が限定されていることなどから、ユニバーサルサービス収支
の赤字の一部である、27億円が支援されることになります。
※１　通信網の費用を実際の費用発生額ではなく、現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術で新

たに構築した場合の費用額に基づいて計算する方式です。
※２　全国の加入数の4.9％の地域とされています。

※3　平均コストに標準偏差の２倍を加えた額とされてい
ます。

（注）記載の数値は億円未満を四捨五入した数値となっており、表記上の合計値と合わない場合があります。

サービス名

支援を受けても残りの赤字（▲272億円）は
NTT西日本自身が負担

基金による
支援額

2021年度の
営業利益

▲283億円

▲15億円

▲298億円

9億円

18億円

27億円

毎月の電話番号利用数に応じて、
1電話番号当たり2円を拠出

4億円
を拠出

5億円
を拠出

55億円
を拠出

お客様に「ユニバーサルサー
ビス料」としてご負担をいただ
いております

加 入 電 話 ・
基 本 料

第 一 種 公 衆 電 話
な ど

合 計

80
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ダイヤル通話料の推移

ダ
イ
ヤ
ル
通
話
ダ
イ
ヤ
ル
通
話

平
日

平
日

日
曜
・
祝
日

平
日

日
曜
・
祝
日

日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

昼
間
夜
間

昼
間
夜
間

昼
間
夜
間

昼
間
夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

深
夜
昼
間
夜
間
深
夜
昼
間
夜
間
深
夜

深
夜

深
夜

深
夜

深
夜

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

（隣接区域  
    内通話）

80秒

80 38 30 21

80 38 30 21

80 38 30 21

80 38 30 21

80 38 30 21

80 38 30 21

距離区分 区域内

（区域内通話）
180秒

7円
15

15

隣　接
区域内 ～20㎞

区　　域　　外　　通　　話
～30㎞ ～40㎞ ～60㎞ ～80㎞ ～100㎞～120㎞～160㎞～240㎞～320㎞～500㎞～750㎞ 750㎞

超
遠近
格差 改定の概要 概　　　　　  要距離

段階

・遠距離通話
料金の値下げ

・中距離通話料
金の値下げ

・広域時分制の
採用

広域時分制の採用
・市内通話と市外通話の区分廃止＝市内通話の定額制廃止
・最低通話料金（7円180秒）でかけられる範囲を単位料金区域まで拡大
隣接MA間通話料値下げ（7円60秒→7円80秒）

単位料金改定（7円180秒→10円180秒へ）（43％値上げ）

夜間割引（昼間料金の4割引）の時間帯
午後8時～午前7時を午後7時～午前8時へ拡大

320㎞を超える区域への通話料につき、午後9時～午前6時の
間は昼間料金の約6割引とする深夜割引制度を新設

500㎞を超える区間への通話料昼間3分間600円から520円に値下げ
750㎞を超える区間への通話料昼間3分間720円から600円に値下げ
（遠近格差1：72から1：60）

日曜・祝日の60㎞を超える区間への通話料（昼間）を夜間割引と
同額とする日曜・祝日割引制度の新設

320㎞を超える遠距離通話の距離区分3段階を1つに統合、従来
昼間3分間450円～600円を一律400円に値下げ
（遠近格差1：40）

60㎞を超え320㎞までの中距離ダイヤル通話料金の値下げ
　（例）東京～名古屋 昼間3分360円が260円
 夜間3分200円が150円

距離段階の統合
100㎞～120㎞を100㎞～160㎞に統合
160㎞～240㎞を160㎞～320㎞に統合

・単位料金の改定

・夜間割引制度
の拡大

・深夜割引制度
の新設

・500㎞を超える
遠距離通話料
金の値下げ

・日曜・祝日割引
制度の新設

80秒 38秒 30秒 21秒

15 13 10 8 6.5 5

15 13 10 8 6.5 5

15 13 10 8 6.5 5

21 21 18 15 12 9

21 21 18 15 12 9

15 13 10 8 6.5 5

21 21 18 15 12 9
80 38 30 21

80

80

80

80

80

80

80

80

80 38 30 21

21 21 18 15 12 9

21 21 18 15 12 9

21 21 18 15 12 9

21 21

15.5 13.5 10.5 7

21 21 18.5 12.5

21 21 18.5 12.5

18 15 12 9

15秒 13秒 10秒 8秒 6.5秒 5秒 4秒 3秒 2.5秒

21 21 18 15 12 9 7 5 4

1：72

1：45

3 2.5 1：72

3.5 3 1：60

4.5 1：40

7.5 1：24

8.5 1：22

7.5 1：24

8.5 1：22

4.5 1：40

7.5 1：24

8.5 1：22

7.5 1：24

8.5 1：22

5 4 1：45

6 5 1：36

8 7.5 1：24

7.5 6.5 1：28

3 2.5 1：72

5 4 1：45

15

15
6 5 1：36

6 5 1：36

8 7.5 1：24

11

13

4

4

7

7

8.5

8.5

4

7

7

7

8.5

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

昼
間

夜
間

1972年
11月

1976年
11月

1980年
11月

1981年
8月

1983年
7月

1984年
7月

県

内
・
県

間

通

話

通話料
通話料は、区域内通話料、隣接区域内通話料及び区域外通話料の3つに区分されます。

＊ 〈　〉内の数字は、3分間通話した場合の料金です。
＊ 公衆電話の課金秒数は、硬貨またはテレホンカードでご
利用になる場合のものです。

隣接区域内通話
区域外通話

区域内通話

池田 茨木

注）表示は地名
　  ではなく
　  MA名です。

例　大阪MAの場合

寝屋川

大阪

堺

和泉 富田林

八尾

（参考）夜間割引及び深夜・早朝割引の時間
0時

昼　間 夜　間
は夜間割引

は深夜・早朝割引

8 19 23 24

深夜・早朝

区域内通話料：

隣接区域内通話料：
区域外通話料：

単位料金区域（MA）内の通話に適用される通話料です。単位料金区域とは、社会的経済的諸条件、地勢及び行政区画等か
らみて通話の交流上おおむね一体とみられる地域からなるものであり、現在、全国を561の区域（西日本エリア内で310の区
域）に分けて設定しています。
隣接する単位料金区域相互間の通話に適用される通話料です。社会的なつながり等を考慮して、距離に関係なく一律の料金としています。
　・　以外の通話に適用される通話料です。単位料金区域相互間の距離が大きくなるほど料金が高くなるような料金体系と
なっています。

区　 　分

区域内

隣接～20㎞まで

20㎞を超え30㎞まで

30㎞を超え40㎞まで

40㎞を超え60㎞まで

60㎞を超え80㎞まで

80㎞を超え100㎞まで

100㎞を超え120㎞まで

120㎞を超え160㎞まで

160㎞を超え240㎞まで

240㎞を超え320㎞まで

320㎞超え

時間帯

距離段階

ダイヤル通話の課金秒数
【11円（税込）［区域内については9.35円（税込）］でかけられる秒数】

昼　間 夜　間 深夜・早朝

午前8時～午後7時 午後11時～午前8時午後7時～午後11時
（土曜・日曜・祝日の昼間を含む）

    3分　〈9.35円〉（税込）

90秒　〈22円〉（税込）

 60秒

〈33円〉（税込）

 75秒

〈33円〉（税込）

 45秒

〈44円〉（税込）

 60秒

〈33円〉（税込）

 4分　〈9.35円〉（税込）

2分　〈22円〉（税込）

90秒

〈22円〉（税込）

公衆電話の課金秒数【税込10円でかけられる秒数】

56.0秒

39.5秒

26.0秒

21.5秒

16.0秒

〈  40円〉

〈  50円〉

〈  70円〉

〈  90円〉

〈120円〉

〈160円〉

〈180円〉

〈230円〉

〈230円〉

11.5秒

10.0秒

8.0秒

8.0秒

〈120円〉

〈120円〉

〈130円〉

〈150円〉

15.5秒

15.5秒

14.0秒

12.0秒

〈  30円〉

〈  40円〉

〈  60円〉

〈  70円〉

〈  90円〉

〈110円〉

〈110円〉

〈120円〉

〈140円〉

76.0秒

52.0秒

35.5秒

26.5秒

20.0秒

17.0秒

17.0秒

15.5秒

13.5秒

昼　間 夜　間 深夜・早朝

午前8時～午後7時 午後11時～午前8時午後7時～午後11時
（土曜・日曜・祝日の昼間を含む）
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ダイヤル通話料の推移

ダ
イ
ヤ
ル
通
話
ダ
イ
ヤ
ル
通
話

平
日

平
日

日
曜
・
祝
日

平
日

日
曜
・
祝
日

日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

昼
間
夜
間

昼
間
夜
間

昼
間
夜
間

昼
間
夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

深
夜
昼
間
夜
間
深
夜
昼
間
夜
間
深
夜

深
夜

深
夜

深
夜

深
夜

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

（隣接区域  
    内通話）

80秒

80 38 30 21

80 38 30 21

80 38 30 21

80 38 30 21

80 38 30 21

80 38 30 21

距離区分 区域内

（区域内通話）
180秒

7円
15

15

隣　接
区域内 ～20㎞

区　　域　　外　　通　　話
～30㎞ ～40㎞ ～60㎞ ～80㎞ ～100㎞～120㎞～160㎞～240㎞～320㎞～500㎞～750㎞ 750㎞

超
遠近
格差 改定の概要 概　　　　　  要距離

段階

・遠距離通話
料金の値下げ

・中距離通話料
金の値下げ

・広域時分制の
採用

広域時分制の採用
・市内通話と市外通話の区分廃止＝市内通話の定額制廃止
・最低通話料金（7円180秒）でかけられる範囲を単位料金区域まで拡大
隣接MA間通話料値下げ（7円60秒→7円80秒）

単位料金改定（7円180秒→10円180秒へ）（43％値上げ）

夜間割引（昼間料金の4割引）の時間帯
午後8時～午前7時を午後7時～午前8時へ拡大

320㎞を超える区域への通話料につき、午後9時～午前6時の
間は昼間料金の約6割引とする深夜割引制度を新設

500㎞を超える区間への通話料昼間3分間600円から520円に値下げ
750㎞を超える区間への通話料昼間3分間720円から600円に値下げ
（遠近格差1：72から1：60）

日曜・祝日の60㎞を超える区間への通話料（昼間）を夜間割引と
同額とする日曜・祝日割引制度の新設

320㎞を超える遠距離通話の距離区分3段階を1つに統合、従来
昼間3分間450円～600円を一律400円に値下げ
（遠近格差1：40）

60㎞を超え320㎞までの中距離ダイヤル通話料金の値下げ
　（例）東京～名古屋 昼間3分360円が260円
 夜間3分200円が150円

距離段階の統合
100㎞～120㎞を100㎞～160㎞に統合
160㎞～240㎞を160㎞～320㎞に統合

・単位料金の改定

・夜間割引制度
の拡大

・深夜割引制度
の新設

・500㎞を超える
遠距離通話料
金の値下げ

・日曜・祝日割引
制度の新設

80秒 38秒 30秒 21秒

15 13 10 8 6.5 5

15 13 10 8 6.5 5

15 13 10 8 6.5 5

21 21 18 15 12 9

21 21 18 15 12 9

15 13 10 8 6.5 5

21 21 18 15 12 9
80 38 30 21

80

80

80

80

80

80

80

80

80 38 30 21

21 21 18 15 12 9

21 21 18 15 12 9

21 21 18 15 12 9

21 21

15.5 13.5 10.5 7

21 21 18.5 12.5

21 21 18.5 12.5

18 15 12 9

15秒 13秒 10秒 8秒 6.5秒 5秒 4秒 3秒 2.5秒

21 21 18 15 12 9 7 5 4

1：72

1：45

3 2.5 1：72

3.5 3 1：60

4.5 1：40

7.5 1：24

8.5 1：22

7.5 1：24

8.5 1：22

4.5 1：40

7.5 1：24

8.5 1：22

7.5 1：24

8.5 1：22

5 4 1：45

6 5 1：36

8 7.5 1：24

7.5 6.5 1：28

3 2.5 1：72

5 4 1：45

15

15
6 5 1：36

6 5 1：36

8 7.5 1：24

11

13

4

4

7

7

8.5

8.5

4

7

7

7

8.5

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

昼
間

夜
間

1972年
11月

1976年
11月

1980年
11月

1981年
8月

1983年
7月

1984年
7月

県

内
・
県

間

通

話

通話料
通話料は、区域内通話料、隣接区域内通話料及び区域外通話料の3つに区分されます。

＊ 〈　〉内の数字は、3分間通話した場合の料金です。
＊ 公衆電話の課金秒数は、硬貨またはテレホンカードでご
利用になる場合のものです。

隣接区域内通話
区域外通話

区域内通話

池田 茨木

注）表示は地名
　  ではなく
　  MA名です。

例　大阪MAの場合

寝屋川

大阪

堺

和泉 富田林

八尾

（参考）夜間割引及び深夜・早朝割引の時間
0時

昼　間 夜　間
は夜間割引

は深夜・早朝割引

8 19 23 24

深夜・早朝

区域内通話料：

隣接区域内通話料：
区域外通話料：

単位料金区域（MA）内の通話に適用される通話料です。単位料金区域とは、社会的経済的諸条件、地勢及び行政区画等か
らみて通話の交流上おおむね一体とみられる地域からなるものであり、現在、全国を561の区域（西日本エリア内で310の区
域）に分けて設定しています。
隣接する単位料金区域相互間の通話に適用される通話料です。社会的なつながり等を考慮して、距離に関係なく一律の料金としています。
　・　以外の通話に適用される通話料です。単位料金区域相互間の距離が大きくなるほど料金が高くなるような料金体系と
なっています。

区　 　分

区域内

隣接～20㎞まで

20㎞を超え30㎞まで

30㎞を超え40㎞まで

40㎞を超え60㎞まで

60㎞を超え80㎞まで

80㎞を超え100㎞まで

100㎞を超え120㎞まで

120㎞を超え160㎞まで

160㎞を超え240㎞まで

240㎞を超え320㎞まで

320㎞超え

時間帯

距離段階

ダイヤル通話の課金秒数
【11円（税込）［区域内については9.35円（税込）］でかけられる秒数】

昼　間 夜　間 深夜・早朝

午前8時～午後7時 午後11時～午前8時午後7時～午後11時
（土曜・日曜・祝日の昼間を含む）

    3分　〈9.35円〉（税込）

90秒　〈22円〉（税込）

 60秒

〈33円〉（税込）

 75秒

〈33円〉（税込）

 45秒

〈44円〉（税込）

 60秒

〈33円〉（税込）

 4分　〈9.35円〉（税込）

2分　〈22円〉（税込）

90秒

〈22円〉（税込）

公衆電話の課金秒数【税込10円でかけられる秒数】

56.0秒

39.5秒

26.0秒

21.5秒

16.0秒

〈  40円〉

〈  50円〉

〈  70円〉

〈  90円〉

〈120円〉

〈160円〉

〈180円〉

〈230円〉

〈230円〉

11.5秒

10.0秒

8.0秒

8.0秒

〈120円〉

〈120円〉

〈130円〉

〈150円〉

15.5秒

15.5秒

14.0秒

12.0秒

〈  30円〉

〈  40円〉

〈  60円〉

〈  70円〉

〈  90円〉

〈110円〉

〈110円〉

〈120円〉

〈140円〉

76.0秒

52.0秒

35.5秒

26.5秒

20.0秒

17.0秒

17.0秒

15.5秒

13.5秒

昼　間 夜　間 深夜・早朝

午前8時～午後7時 午後11時～午前8時午後7時～午後11時
（土曜・日曜・祝日の昼間を含む）
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県

内
・
県

間

通

話

昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝

平
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

距離区分 区域内

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

240秒

240秒

180秒
10円

240秒

240秒

180秒
10円

240秒

240秒

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

10

8

8

240秒

240秒

240秒

240秒

隣　接
区域内 ～20㎞

区　　域　　外　　通　　話
～30㎞ ～40㎞ ～60㎞ ～80㎞ ～100㎞ ～120㎞ ～160㎞～240㎞～320㎞～500㎞～750㎞ 750㎞超

遠近
格差 改定の概要 概　　　　　  要

昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝

距離
段階

7

8

・遠距離通話料金
の値下げ

・遠距離通話料金
の値下げ

・距離区分の統合

・遠距離通話料金
の値下げ

｢160kmを超える｣距離段階のダイヤル通話料金を値下げ（約
17％値下げ）（公衆電話料金は除く）

｢30kmを超える｣距離段階のダイヤル通話料金を値下げ、深夜
割引の拡大（平均21.4％の値下げ）
・｢30kmを超え40kmまで｣と｢40kmを超え60kmまで｣→｢30km
を超え60kmまで｣
・｢60kmを超え80kmまで｣と｢80kmを超え100kmまで｣→｢60km
を超え100kmまで｣

平日昼間の｢160kmを超える｣距離段階のダイヤル通話料金を
値下げ（約23％値下げ）

平日昼間の｢100kmを超える｣距離段階のダイヤル通話料金を
値下げ（約21％値下げ）

距離区分の統合（～160km区分の廃止）及び平均約16％の
値下げ

・市外通話料金の
値下げ

・距離区分の統合

・遠距離通話料金
の値下げ

1：20

1：12

1：11

1：12

1：11

1：18

1：10

1：8

1：10

1：8

1：14

1：10

1：8

1：10

1：8

1：11

1：10

1：8

1：10

1：8

1：9

1：8

1：6

1：8

1：6

9秒

15.5

17

15.5

17

10

18

22.5

18

22.5

13

18

22.5

18

22.5

16.5

18

22.5

18

22.5

10.5秒

18.5

20

18.5

20

13

22.5

30

22.5

30

13

22.5

30

22.5

30

16.5

22.5

30

22.5

30

21

22.5

21

22.5

22.5

30

45

30

45

22.5

30

45

30

45

22.5

30

45

30

45

22.5

30

45

30

45

21

22.5

21

22.5

90秒

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90秒

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

45秒

60

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

36

60

36

60

36

60

36

60

36

60

36

60

36

60

36

60

30秒

40

30

40

21秒

28

21

28

180秒
10円

15.5秒 13.5秒

1992年
6月

1993年
10月

1996年
3月

1997年
2月

1998年
2月

20

22.5

30

22.5

30

　

※金額は税抜

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

平
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

距離区分 区域内

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

11

11

11

180秒
10円

240秒

240秒

隣　接
区域内 ～20㎞

区　　域　　外　　通　　話
～30㎞ ～40㎞ ～60㎞ ～80㎞ ～100㎞ ～120㎞ ～160㎞～240㎞～320㎞～500㎞～750㎞ 750㎞超

遠近
格差 改定の概要 概　　　　　  要

昼間

夜間

深夜

深夜

深夜

深夜

深夜

深夜

深夜

深夜

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

距離
段階

11

・遠距離通話料
金の値下げ

・全距離段階に
深夜割引を拡大
（午後11時～

  午前6時）

・土曜日割引制
度の新設

土曜の60㎞を超える区間への通話料（昼間）を日曜・祝日と同様
とする割引制度を新設

320㎞を超えるダイヤル通話（移動体との通話を除く）の料金に
ついて、昼間、夜間（土曜・日曜・祝日の昼間を含む）、深夜とも約
1割値下げ（遠距離格差1：36）

離島等通話料金の改善のため、離島と通話需要等の面で最も
緊密な関係を有する近隣MA１カ所とのダイヤル通話料金を80
秒までごとに10円（隣接通話料金と同水準）とする
沖縄県については、特例として九州本土最南端のMAに位置す
るものとみなして、全国との料金距離を算定
また、沖縄県内のMA相互間の通話は80秒までごとに10円とする

320㎞を超えるダイヤル通話料金について昼間、夜間（土曜・日曜・
祝日を含む）、深夜とも約1割の値下げ
・昼間〔午前8時～午後7時〕5秒（3分360円）→5.5秒（3分330円）
・夜間〔午後7時～午後9時〕〔午前6時～午前8時〕

8.5秒（3分220円）→9.5秒（3分190円）
・深夜〔午後9時～午前6時〕9秒（3分200円）→10秒（3分180円）
隣接～20㎞の通話料金について約1割の値下げ
80秒（3分30円）→90秒（3分20円）

同一都道府県内にある離島間の通話を90秒までごとに10円に
値下げ

320㎞を超える通話料金について約15％の値下げ
・昼間（3分間）：330円→280円（遠距離格差1：28）
・夜間（3分間）：190円→180円・深夜（3分間）：180円→150円

深夜割引の拡大
新たに市内及び60㎞以下の近距離区間について深夜25％の割引を行う
など、深夜割引を全距離段階に拡大。例えば区域内通話の場合、3分間
10円から4分間10円とする。なお、深夜割引の対象時間帯は、すべての距
離段階とも、午後11時～午前6時とする
公衆電話からの通話についても一般の通話料金と同様に、遠距離通話
料金の値下げ及び深夜割引の拡大をするとともに、移動体通話（自動車
電話、船舶通話、列車公衆通話及び航空機公衆通話）についても深夜
割引の拡大を行う

・遠距離通話料
金の値下げ

・離島通話料金
の値下げ

・遠距離通話料
金の値下げ

・近距離通話料
金の値下げ

・離島通話料金
の値下げ

1：40

1：24

1：22

1：24

1：22

1：36

1：22

1：20

1：22

1：20

1：33

1：19

1：18

1：19

1：18

4.5秒

7.5

8.5

7.5

8.5

5

8.5

9

8.5

9

5.5

9.5

10

9.5

10

7秒

12.5

12.5

7

12.5

12.5

7

12.5

12.5

10.5秒

18.5

18.5

10.5

18.5

18.5

10.5

18.5

18.5

21

21

13.5

21

21

13.5

21

21

21

21

15.5

21

21

15.5

21

21

80秒

80

80

80

90

90

80秒

80

80

80

90

90

38秒

38

38

38

38

38

30秒

30

30

30

30

30

21秒

21

21

21

21

21

15.5秒 13.5秒

1986年
7月

1988年
2月

1989年
2月

1990年
3月

県

内
・
県

間

通

話

90

120

90

120

90

120

90

120

38

50

38

50

30

40

30

40

21

28

21

28

15.5

21

22.5

21

22.5

13.5

21

22.5

21

22.5

10.5

18.5

20

18.5

20

7

12.5

13

12.5

13

6.5

10.5

12

10.5

12

1：28

1：18

1：15

1：18

1：15

昼間

夜間
夜
朝
深
早
昼間

夜間
夜
朝
深
早

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

180秒
10円

7.5

13

14

13

14

240秒

240秒

10

・中距離通話料
金の値下げ

・深夜割引時間帯
の拡大（深夜・早
朝割引へ名称変
更）（午後11時～
午前8時）

「320㎞超え」及び「160㎞を超え320㎞まで」の距離段階のダイ
ヤル通話料金を値下げ、160㎞を超える区域を一律料金

「20㎞を超え30㎞まで」のダイヤル通話料金の値下げ
・昼間、夜間（3分間）：50円→40円（約16％値下げ）
・深夜（3分間）：40円→深夜・早朝30円（約17％値下げ）

深夜割引時間帯を午前6時から午前8時までとし、名称を深夜・
早朝割引とする

180秒
10円

・近距離通話料
金の値下げ

1991年
3月

90

120

90

120

90

120

90

120

30

40

30

40

21

28

21

28

15.5

21

22.5

21

22.5

13.5

21

22.5

21

22.5

10.5

18.5

20

18.5

20

1：24

1：14

1：13

1：14

1：13

45

60

45

60
※金額は税抜（1989年4月1日以降）

83



県

内
・
県

間

通

話

昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝

平
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

距離区分 区域内

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

240秒

240秒

180秒
10円

240秒

240秒

180秒
10円

240秒

240秒

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

10

8

8

240秒

240秒

240秒

240秒

隣　接
区域内 ～20㎞

区　　域　　外　　通　　話
～30㎞ ～40㎞ ～60㎞ ～80㎞ ～100㎞ ～120㎞ ～160㎞～240㎞～320㎞～500㎞～750㎞ 750㎞超

遠近
格差 改定の概要 概　　　　　  要

昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝

距離
段階

7

8

・遠距離通話料金
の値下げ

・遠距離通話料金
の値下げ

・距離区分の統合

・遠距離通話料金
の値下げ

｢160kmを超える｣距離段階のダイヤル通話料金を値下げ（約
17％値下げ）（公衆電話料金は除く）

｢30kmを超える｣距離段階のダイヤル通話料金を値下げ、深夜
割引の拡大（平均21.4％の値下げ）
・｢30kmを超え40kmまで｣と｢40kmを超え60kmまで｣→｢30km
を超え60kmまで｣
・｢60kmを超え80kmまで｣と｢80kmを超え100kmまで｣→｢60km
を超え100kmまで｣

平日昼間の｢160kmを超える｣距離段階のダイヤル通話料金を
値下げ（約23％値下げ）

平日昼間の｢100kmを超える｣距離段階のダイヤル通話料金を
値下げ（約21％値下げ）

距離区分の統合（～160km区分の廃止）及び平均約16％の
値下げ

・市外通話料金の
値下げ

・距離区分の統合

・遠距離通話料金
の値下げ

1：20

1：12

1：11

1：12

1：11

1：18

1：10

1：8

1：10

1：8

1：14

1：10

1：8

1：10

1：8

1：11

1：10

1：8

1：10

1：8

1：9

1：8

1：6

1：8

1：6

9秒

15.5

17

15.5

17

10

18

22.5

18

22.5

13

18

22.5

18

22.5

16.5

18

22.5

18

22.5

10.5秒

18.5

20

18.5

20

13

22.5

30

22.5

30

13

22.5

30

22.5

30

16.5

22.5

30

22.5

30

21

22.5

21

22.5

22.5

30

45

30

45

22.5

30

45

30

45

22.5

30

45

30

45

22.5

30

45

30

45

21

22.5

21

22.5

90秒

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90秒

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

90

120

45秒

60

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

45

60

36

60

36

60

36

60

36

60

36

60

36

60

36

60

36

60

30秒

40

30

40

21秒

28

21

28

180秒
10円

15.5秒 13.5秒

1992年
6月

1993年
10月

1996年
3月

1997年
2月

1998年
2月

20

22.5

30

22.5

30

　

※金額は税抜

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

平
日

平
日

土
曜
・
日
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・
祝
日

土
曜
・
日
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・
祝
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

距離区分 区域内

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

180秒
10円

11

11

11

180秒
10円

240秒

240秒

隣　接
区域内 ～20㎞

区　　域　　外　　通　　話
～30㎞ ～40㎞ ～60㎞ ～80㎞ ～100㎞ ～120㎞ ～160㎞～240㎞～320㎞～500㎞～750㎞ 750㎞超

遠近
格差 改定の概要 概　　　　　  要

昼間

夜間

深夜

深夜

深夜

深夜

深夜

深夜

深夜

深夜

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

距離
段階

11

・遠距離通話料
金の値下げ

・全距離段階に
深夜割引を拡大
（午後11時～

  午前6時）

・土曜日割引制
度の新設

土曜の60㎞を超える区間への通話料（昼間）を日曜・祝日と同様
とする割引制度を新設

320㎞を超えるダイヤル通話（移動体との通話を除く）の料金に
ついて、昼間、夜間（土曜・日曜・祝日の昼間を含む）、深夜とも約
1割値下げ（遠距離格差1：36）

離島等通話料金の改善のため、離島と通話需要等の面で最も
緊密な関係を有する近隣MA１カ所とのダイヤル通話料金を80
秒までごとに10円（隣接通話料金と同水準）とする
沖縄県については、特例として九州本土最南端のMAに位置す
るものとみなして、全国との料金距離を算定
また、沖縄県内のMA相互間の通話は80秒までごとに10円とする

320㎞を超えるダイヤル通話料金について昼間、夜間（土曜・日曜・
祝日を含む）、深夜とも約1割の値下げ
・昼間〔午前8時～午後7時〕5秒（3分360円）→5.5秒（3分330円）
・夜間〔午後7時～午後9時〕〔午前6時～午前8時〕

8.5秒（3分220円）→9.5秒（3分190円）
・深夜〔午後9時～午前6時〕9秒（3分200円）→10秒（3分180円）
隣接～20㎞の通話料金について約1割の値下げ
80秒（3分30円）→90秒（3分20円）

同一都道府県内にある離島間の通話を90秒までごとに10円に
値下げ

320㎞を超える通話料金について約15％の値下げ
・昼間（3分間）：330円→280円（遠距離格差1：28）
・夜間（3分間）：190円→180円・深夜（3分間）：180円→150円

深夜割引の拡大
新たに市内及び60㎞以下の近距離区間について深夜25％の割引を行う
など、深夜割引を全距離段階に拡大。例えば区域内通話の場合、3分間
10円から4分間10円とする。なお、深夜割引の対象時間帯は、すべての距
離段階とも、午後11時～午前6時とする
公衆電話からの通話についても一般の通話料金と同様に、遠距離通話
料金の値下げ及び深夜割引の拡大をするとともに、移動体通話（自動車
電話、船舶通話、列車公衆通話及び航空機公衆通話）についても深夜
割引の拡大を行う

・遠距離通話料
金の値下げ

・離島通話料金
の値下げ

・遠距離通話料
金の値下げ

・近距離通話料
金の値下げ

・離島通話料金
の値下げ

1：40

1：24

1：22

1：24

1：22

1：36

1：22

1：20

1：22

1：20

1：33

1：19

1：18

1：19

1：18

4.5秒

7.5

8.5

7.5

8.5

5

8.5

9

8.5

9

5.5

9.5

10

9.5

10

7秒

12.5

12.5

7

12.5

12.5

7

12.5

12.5

10.5秒

18.5

18.5

10.5

18.5

18.5

10.5

18.5

18.5

21

21

13.5

21

21

13.5

21

21

21

21

15.5

21

21

15.5

21

21

80秒

80

80

80

90

90

80秒

80

80

80

90

90

38秒

38

38

38

38

38

30秒

30

30

30

30

30

21秒

21

21

21

21

21

15.5秒 13.5秒

1986年
7月

1988年
2月

1989年
2月

1990年
3月

県

内
・
県

間

通

話

90

120

90

120

90

120

90

120

38

50

38

50

30

40

30

40

21

28

21

28

15.5

21

22.5

21

22.5

13.5

21

22.5

21

22.5

10.5

18.5

20

18.5

20

7

12.5

13

12.5

13

6.5

10.5

12

10.5

12

1：28

1：18

1：15

1：18

1：15

昼間

夜間
夜
朝
深
早
昼間

夜間
夜
朝
深
早

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

180秒
10円

7.5

13

14

13

14

240秒

240秒

10

・中距離通話料
金の値下げ

・深夜割引時間帯
の拡大（深夜・早
朝割引へ名称変
更）（午後11時～
午前8時）

「320㎞超え」及び「160㎞を超え320㎞まで」の距離段階のダイ
ヤル通話料金を値下げ、160㎞を超える区域を一律料金

「20㎞を超え30㎞まで」のダイヤル通話料金の値下げ
・昼間、夜間（3分間）：50円→40円（約16％値下げ）
・深夜（3分間）：40円→深夜・早朝30円（約17％値下げ）

深夜割引時間帯を午前6時から午前8時までとし、名称を深夜・
早朝割引とする

180秒
10円

・近距離通話料
金の値下げ

1991年
3月

90

120

90

120

90

120

90

120

30

40

30

40

21

28

21

28

15.5

21

22.5

21

22.5

13.5

21

22.5

21

22.5

10.5

18.5

20

18.5

20

1：24

1：14

1：13

1：14

1：13

45

60

45

60
※金額は税抜（1989年4月1日以降）
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1980年11月
・夜間割引制度の拡大
・深夜割引制度の新設
  ・320㎞超え6割引
  ・午後9時～午前6時

1981年8月 1986年7月 1990年3月 1991年3月 1993年10月
・日曜・祝日割引制度の
新設
  ・日祝の昼間60㎞超え
　　　　　　  …4割引

・土曜割引制度の新設
 ・土曜日の昼間60㎞超え
　　　　　　  …4割引

・深夜割引制度の拡大
  ・午後11時～午前8時

・深夜割引率の拡大
 ・中・遠距離
　5割～5割5分引

2000年10月
・夜間割引制度の拡大
   ・20～60km区間
     2割引

・深夜割引制度の拡大
 ・区域内・近距離2割5分引
 ・中・遠距離4割5分引
 ・午後11時～午前6時

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

区域内 隣接・～20㎞ ～30㎞ ～40㎞ ～60㎞ ～80㎞ ～100㎞ ～120㎞ ～160㎞ ～240㎞ ～320㎞ ～500㎞ ～750㎞ 750 ㎞超

10円
30円

50円
60円

90円
120円

140円

180円

230円

280円

360円

450円

600円

520円

　600円
（1981年8月改定）

400円（1983年7月改定）

360円（1988年2月改定）

330円（1989年2月改定）

280円（1990年3月改定）

240円（1991年3月改定）

200円（1992年6月改定）

180円（1993年10月改定）

140円（1996年3月改定）

110円（1997年2月改定）
90円（1998年2月改定）

40円（2000年10月改定）

　720円
（1981年8月以前）

110円

140円

90円80円

50円

40円（1991年3月改定）

20円（1989年2月改定）

 8.5円
（2001年5月改定）

260円（1984年7月改定）

1981年８月　遠距離通話料金値下げ
1983年７月　遠距離通話料金値下げ
1984年７月　中距離通話料金値下げ
1988年２月　遠距離通話料金値下げ
1989年２月　遠・近距離通話料金値下げ
1990年３月　遠距離通話料金値下げ
1991年３月　近・中・遠距離通話料金値下げ
1992年６月　遠距離通話料金値下げ
1993年10月　市外通話料金値下げ
1996年３月　遠距離通話料金値下げ
1997年２月　遠距離通話料金値下げ
1998年２月　遠距離通話料金値下げ
2000年10月　市外通話料金値下げ
2001年５月　市内通話料金値下げ

円

（
通  

話  

料  

金
）

〔凡例〕

（参考）平日昼間3分間通話した場合の通話料の推移

※金額は税抜（1989年4月1日以降）

県
内
通
話（
再
編
成
後
）

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

距離区分 区域内

180秒
10円

180秒
10円

240秒

240秒

5

隣　接
区域内 ～20㎞

区　　域　　外　　通　　話
～30㎞ ～40㎞ ～60㎞ ～80㎞ ～100㎞ ～120㎞ ～160㎞～240㎞～320㎞～500㎞～750㎞ 750㎞超

遠近
格差 改定の概要

昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝

距離
段階

・市外通話料金の
値下げ

・距離区分の統合

距離区分の統合（～30km・～100km区分の廃止）及び夜間
割引の拡大（平均約40％の値下げ）

1：4

1：3

1：2

1：3

1：2

45秒

60

90

60

90

60秒

75

90

75

90

90秒

120

90

120

90秒

120

90

120

2000年
10月

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

180秒
8.5円

180秒
8.5円

240秒
8.5円

240秒
8.5円

5

昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝

・市内通話料金の
値下げ

区域内通話の単位料金の値下げ（10円→8.5円）1：4.7

1：3.5

1：2.4

1：3.5

1：2.4

45

60

90

60

90

60

75

90

75

90

90秒
10円

90秒
10円

120秒
10円

120秒
10円

90

120

90

120

2001年
5月

　
概　　　　　  要

※金額は税抜
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1980年11月
・夜間割引制度の拡大
・深夜割引制度の新設
  ・320㎞超え6割引
  ・午後9時～午前6時

1981年8月 1986年7月 1990年3月 1991年3月 1993年10月
・日曜・祝日割引制度の
新設
  ・日祝の昼間60㎞超え
　　　　　　  …4割引

・土曜割引制度の新設
 ・土曜日の昼間60㎞超え
　　　　　　  …4割引

・深夜割引制度の拡大
  ・午後11時～午前8時

・深夜割引率の拡大
 ・中・遠距離
　5割～5割5分引

2000年10月
・夜間割引制度の拡大
   ・20～60km区間
     2割引

・深夜割引制度の拡大
 ・区域内・近距離2割5分引
 ・中・遠距離4割5分引
 ・午後11時～午前6時

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

区域内 隣接・～20㎞ ～30㎞ ～40㎞ ～60㎞ ～80㎞ ～100㎞ ～120㎞ ～160㎞ ～240㎞ ～320㎞ ～500㎞ ～750㎞ 750 ㎞超

10円
30円

50円
60円

90円
120円

140円

180円

230円

280円

360円

450円

600円

520円

　600円
（1981年8月改定）

400円（1983年7月改定）

360円（1988年2月改定）

330円（1989年2月改定）

280円（1990年3月改定）

240円（1991年3月改定）

200円（1992年6月改定）

180円（1993年10月改定）

140円（1996年3月改定）

110円（1997年2月改定）
90円（1998年2月改定）

40円（2000年10月改定）

　720円
（1981年8月以前）

110円

140円

90円80円

50円

40円（1991年3月改定）

20円（1989年2月改定）

 8.5円
（2001年5月改定）

260円（1984年7月改定）

1981年８月　遠距離通話料金値下げ
1983年７月　遠距離通話料金値下げ
1984年７月　中距離通話料金値下げ
1988年２月　遠距離通話料金値下げ
1989年２月　遠・近距離通話料金値下げ
1990年３月　遠距離通話料金値下げ
1991年３月　近・中・遠距離通話料金値下げ
1992年６月　遠距離通話料金値下げ
1993年10月　市外通話料金値下げ
1996年３月　遠距離通話料金値下げ
1997年２月　遠距離通話料金値下げ
1998年２月　遠距離通話料金値下げ
2000年10月　市外通話料金値下げ
2001年５月　市内通話料金値下げ

円

（
通  

話  

料  

金
）

〔凡例〕

（参考）平日昼間3分間通話した場合の通話料の推移

※金額は税抜（1989年4月1日以降）

県
内
通
話（
再
編
成
後
）

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

距離区分 区域内

180秒
10円

180秒
10円

240秒

240秒

5

隣　接
区域内 ～20㎞

区　　域　　外　　通　　話
～30㎞ ～40㎞ ～60㎞ ～80㎞ ～100㎞ ～120㎞ ～160㎞～240㎞～320㎞～500㎞～750㎞ 750㎞超

遠近
格差 改定の概要

昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝

距離
段階

・市外通話料金の
値下げ

・距離区分の統合

距離区分の統合（～30km・～100km区分の廃止）及び夜間
割引の拡大（平均約40％の値下げ）

1：4

1：3

1：2

1：3

1：2

45秒

60

90

60

90

60秒

75

90

75

90

90秒

120

90

120

90秒

120

90

120

2000年
10月

平
日

土
曜
・
日
曜
・
祝
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話

180秒
8.5円

180秒
8.5円

240秒
8.5円

240秒
8.5円

5

昼間

夜間
深夜
早朝
昼間

夜間
深夜
早朝

・市内通話料金の
値下げ

区域内通話の単位料金の値下げ（10円→8.5円）1：4.7

1：3.5

1：2.4

1：3.5

1：2.4

45

60

90

60

90

60

75

90

75

90

90秒
10円

90秒
10円

120秒
10円

120秒
10円

90

120

90

120

2001年
5月

　
概　　　　　  要

※金額は税抜
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プライスキャップ制
〔基準料金指数〕

　プライスキャップ制（上限価格方式）とは、NTT西日本・NTT東日本の提供する特定電
気通信役務について、料金水準の上限として「基準料金指数」を定め、「実際の料金の指
数」をそれ以下に規制することにより、料金値下げを促進（あるいは値上げを抑制）させる
料金規制方式です。
　2000年10月1日のプライスキャップ制適用開始に伴い、個別の料金変更は、基準料金指数
以下であれば、従来の認可制ではなく、届出により可能となりました。

　基準料金指数とは、総務大臣が前述のバスケットごとにその料金水準を生産性向上
見込率や物価変動を考慮して指数として定めたものであり、NTT西日本・NTT東日本
は、料金値下げ（あるいは値上げを抑制）によって実際の料金の指数をこの基準料金指数
以下にする必要があります。

音声伝送役務

（加入電話、ISDN）

通話料、通信料

公衆電話料、番号案内料、

基本料、施設設置負担金　　　　　等

・適用期間は、毎年10月1日から1年間
・生産性向上見込率［2000年10月から3年間］音声伝送役務：1.9、 加入者回線サブバスケット：CPI
 ［2003年10月から3年間］音声伝送役務：CPI、 加入者回線サブバスケット：CPI
 ［2006年10月から3年間］音声伝送役務：CPI、 加入者回線サブバスケット：CPI
 ［2009年10月から3年間］音声伝送役務：CPI、 加入者回線サブバスケット：CPI
 ［2012年10月から3年間］音声伝送役務：CPI、 加入者回線サブバスケット：CPI
 ［2015年10月から3年間］音声伝送役務：0.4、 加入者回線サブバスケット：0.4
 ［2018年10月から3年間］音声伝送役務：0.2、 加入者回線サブバスケット：0.2
 ［2021年10月から3年間］音声伝送役務：0.1、 加入者回線サブバスケット：0.1

（注）［基準料金指数を定める区分（バスケット）］

○基準料金指数

当期の基準料金指数＝
前期の基準料金指数×「1＋前年度の消費者物価指数（CPI）変動率
　　　　　　　　　　－生産性向上見込率（いわゆるX値）」

区分（バスケット） 具体的な料金

※料金の基準時点（2000年4月1日）を100としている。
※サブバスケットについては基本料、施設設置負担金等が含まれており2023年10月の見直しでプライス
キャップ制度の対象から外れた。

音声伝送役務
（加入電話、ISDN）

　 加入者回線
　 サブバスケット

97.8

100　

2000年
10月 1日～
2001年
 9月30日

2001年
10月 1日～
2002年
  9月30日

2002年
10月 1日～
2003年
  9月30日

2003年
10月 1日～
2004年
  9月30日

2004年
10月 1日～
2005年
  9月30日

2005年
10月 1日～
2006年
  9月30日

2006年
10月 1日～
2007年
  9月30日

95.5

100　

92.7

100　

92.7

100　

92.7

100　

92.7

100　

92.7

100　

区分
（バスケット）

音声伝送役務
（加入電話、ISDN）

　 加入者回線
　 サブバスケット

2009年
10月 1日～
2010年
  9月30日

2010年
10月 1日～
2011年
  9月30日

2011年
10月 1日～
2012年
  9月30日

2012年
10月 1日～
2013年
  9月30日

92.7

100　

92.7

100　

92.7

100　

92.7

100　

2013年
10月 1日～
2014年
  9月30日

92.7

100　

2007年
10月 1日～
2008年
  9月30日

92.7

100　

2014年
10月 1日～
2015年
  9月30日

92.7

100　

2015年
10月 1日～
2016年
  9月30日

 94.8

102.3

2008年
10月 1日～
2009年
  9月30日

92.7

100　

2016年
10月 1日～
2017年
  9月30日

 94.6

102.1

2017年
10月 1日～
2018年
  9月30日

 94.1

101.6

区分
（バスケット）

音声伝送役務
（加入電話、ISDN）

　 加入者回線
　 サブバスケット

2018年
10月 1日～
2019年
  9月30日

 94.4

 101.9

2019年
10月 1日～
2020年
  9月30日

 94.9

 102.4

2020年
10月 1日～
2021年
  9月30日

 95.2

 102.7

2021年
10月 1日～
2022年
  9月30日

 95.1

 102.6

2022年
10月 1日～
2023年
  9月30日

 95.1

 102.6

2023年
10月 1日～
2024年
  9月30日

 98.0

 ̶ 

区分
（バスケット）

料金値上げ

料金値下げ

再編成後の料金改定

（参考）民営化後から再編成前までの料金改定

民営化後から再編成までの料金改定の総額

・専用線（高速ディジタル）の値上げ
・公衆電話発信のクレジット通話・フリーダイヤル
通話への公衆電話料金適用
・専用線（一般専用〈50bit/s〉）の値上げ

・基本料の値上げ
・番号案内料の値上げ

・公衆電話料金の値上げ
・番号案内の費用負担の適正化

・番号案内料の改訂

 1996年4月、1997年4月、1998年4月の3段階で実施
－

 1996年12月、1997年12月、1998年12月の3段階で実施

 1995年2月、1995年10月の2段階で実施
　　　　　　  〃

－
 1998年5月、 1999年5月の2段階で実施

料金改定の内容 値上げ額（億円）
値 下げ 総 額

値 上 げ 総 額

料金改定総額

▲12,965億円

3,295億円

▲9,670億円

備　考実施時期
1990年度
1993年度

1994年度

1996年度

合　計

1998年度

200

150

3,295

700
1,900
100
65
70

110

0

－1,000

－2,000

－3,000

－4,000

－5,000

－6,000

－7,000

－8,000

－9,000

－10,000

－11,000

－12,000

－13,000
億円

凡例
▲：年間に直した場合の値下げ額
〈  〉内は内訳
（  ）内は民営化以降の累計

1985年度 1987年度 1988年度 1989年度 1990年度 1992年度 1993年度 1995年度 1996年度 1997年度1986年度

（▲60） （▲500）
（▲970）

（▲1,260）

（▲1,400）

（▲2,300）

（▲1,200）

（▲2,790）

（▲6,490）

（▲7,690）

（▲10,480） （▲1,085）
（▲11,565） （▲600）

（▲12,165） （▲800）
（▲12,965）

（▲560）

（▲1,530）

（▲2,790）

（▲4,190）

・土曜日料金の値下げ〈▲500〉

・遠距離値下げ〈▲700〉
・離島通話料改善〈▲100〉
・専用線〈▲170〉

・自動車電話（▲60）

・遠距離値下げ〈▲600〉
・近距離値下げ〈▲300〉
・離島通話料改善〈▲数億円〉
・専用線（H1.5）〈▲180〉
・その他〈▲180〉 ・遠距離値下げ〈▲900〉

・深夜割引拡大〈▲200〉
・ポケットベル〈▲100〉
・付加機能使用料〈▲100〉
・専用線〈▲100〉

・中距離値下げ〈▲1,200〉
・近距離値下げ〈▲200〉
・深夜割引拡大〈▲100〉
・工事費〈▲200〉
・自動車電話※〈▲400〉
・ポケットベル〈▲50〉
・専用線〈▲150〉

（注）1990年度の自動車電話の料金値下げ額には1991年度実施の通話料値下げ分を含んでいます。

 1993年10月、1994年4月の2段階で実施
－

・遠距離値下げ〈▲1,200〉

・市外通話料値下げ〈▲2,700〉
・専用線〈▲90〉

・遠距離値下げ〈▲600〉
・専用線〈▲485〉

・遠距離値下げ〈▲600〉

・遠距離値下げ〈▲800〉

2000年度

・市外通話料値下げ 
・専用線料金値下げ
・ダイヤルイン値下げ

・市内通話料値下げ ・基本料値下げ
・プッシュ回線使用料廃止
・ライト加算額値下げ

・固定電話（0039通話）
およびひかり電話から携帯
電話への通話料値下げ

2001年度 2006年度

・固定電話および
ひかり電話から携帯電話へ
の通話料値下げ

2021年度2004年度

87



プライスキャップ制
〔基準料金指数〕

　プライスキャップ制（上限価格方式）とは、NTT西日本・NTT東日本の提供する特定電
気通信役務について、料金水準の上限として「基準料金指数」を定め、「実際の料金の指
数」をそれ以下に規制することにより、料金値下げを促進（あるいは値上げを抑制）させる
料金規制方式です。
　2000年10月1日のプライスキャップ制適用開始に伴い、個別の料金変更は、基準料金指数
以下であれば、従来の認可制ではなく、届出により可能となりました。

　基準料金指数とは、総務大臣が前述のバスケットごとにその料金水準を生産性向上
見込率や物価変動を考慮して指数として定めたものであり、NTT西日本・NTT東日本
は、料金値下げ（あるいは値上げを抑制）によって実際の料金の指数をこの基準料金指数
以下にする必要があります。

音声伝送役務

（加入電話、ISDN）

通話料、通信料

公衆電話料、番号案内料、

基本料、施設設置負担金　　　　　等

・適用期間は、毎年10月1日から1年間
・生産性向上見込率［2000年10月から3年間］音声伝送役務：1.9、 加入者回線サブバスケット：CPI
 ［2003年10月から3年間］音声伝送役務：CPI、 加入者回線サブバスケット：CPI
 ［2006年10月から3年間］音声伝送役務：CPI、 加入者回線サブバスケット：CPI
 ［2009年10月から3年間］音声伝送役務：CPI、 加入者回線サブバスケット：CPI
 ［2012年10月から3年間］音声伝送役務：CPI、 加入者回線サブバスケット：CPI
 ［2015年10月から3年間］音声伝送役務：0.4、 加入者回線サブバスケット：0.4
 ［2018年10月から3年間］音声伝送役務：0.2、 加入者回線サブバスケット：0.2
 ［2021年10月から3年間］音声伝送役務：0.1、 加入者回線サブバスケット：0.1

（注）［基準料金指数を定める区分（バスケット）］

○基準料金指数

当期の基準料金指数＝
前期の基準料金指数×「1＋前年度の消費者物価指数（CPI）変動率
　　　　　　　　　　－生産性向上見込率（いわゆるX値）」

区分（バスケット） 具体的な料金

※料金の基準時点（2000年4月1日）を100としている。
※サブバスケットについては基本料、施設設置負担金等が含まれており2023年10月の見直しでプライス
キャップ制度の対象から外れた。

音声伝送役務
（加入電話、ISDN）

　 加入者回線
　 サブバスケット

97.8

100　

2000年
10月 1日～
2001年
 9月30日

2001年
10月 1日～
2002年
  9月30日

2002年
10月 1日～
2003年
  9月30日

2003年
10月 1日～
2004年
  9月30日

2004年
10月 1日～
2005年
  9月30日

2005年
10月 1日～
2006年
  9月30日

2006年
10月 1日～
2007年
  9月30日

95.5

100　

92.7

100　

92.7

100　

92.7

100　

92.7

100　

92.7

100　

区分
（バスケット）

音声伝送役務
（加入電話、ISDN）

　 加入者回線
　 サブバスケット

2009年
10月 1日～
2010年
  9月30日

2010年
10月 1日～
2011年
  9月30日

2011年
10月 1日～
2012年
  9月30日

2012年
10月 1日～
2013年
  9月30日

92.7

100　

92.7

100　

92.7

100　

92.7

100　

2013年
10月 1日～
2014年
  9月30日

92.7

100　

2007年
10月 1日～
2008年
  9月30日

92.7

100　

2014年
10月 1日～
2015年
  9月30日

92.7

100　

2015年
10月 1日～
2016年
  9月30日

 94.8

102.3

2008年
10月 1日～
2009年
  9月30日

92.7

100　

2016年
10月 1日～
2017年
  9月30日

 94.6

102.1

2017年
10月 1日～
2018年
  9月30日

 94.1

101.6

区分
（バスケット）

音声伝送役務
（加入電話、ISDN）

　 加入者回線
　 サブバスケット

2018年
10月 1日～
2019年
  9月30日

 94.4

 101.9

2019年
10月 1日～
2020年
  9月30日

 94.9

 102.4

2020年
10月 1日～
2021年
  9月30日

 95.2

 102.7

2021年
10月 1日～
2022年
  9月30日

 95.1

 102.6

2022年
10月 1日～
2023年
  9月30日

 95.1

 102.6

2023年
10月 1日～
2024年
  9月30日

 98.0

 ̶ 

区分
（バスケット）

料金値上げ

料金値下げ

再編成後の料金改定

（参考）民営化後から再編成前までの料金改定

民営化後から再編成までの料金改定の総額

・専用線（高速ディジタル）の値上げ
・公衆電話発信のクレジット通話・フリーダイヤル
通話への公衆電話料金適用
・専用線（一般専用〈50bit/s〉）の値上げ

・基本料の値上げ
・番号案内料の値上げ

・公衆電話料金の値上げ
・番号案内の費用負担の適正化

・番号案内料の改訂

 1996年4月、1997年4月、1998年4月の3段階で実施
－

 1996年12月、1997年12月、1998年12月の3段階で実施

 1995年2月、1995年10月の2段階で実施
　　　　　　  〃

－
 1998年5月、 1999年5月の2段階で実施

料金改定の内容 値上げ額（億円）
値 下げ 総 額

値 上 げ 総 額

料金改定総額

▲12,965億円

3,295億円

▲9,670億円

備　考実施時期
1990年度
1993年度

1994年度

1996年度

合　計

1998年度

200

150

3,295

700
1,900
100
65
70

110

0

－1,000

－2,000

－3,000

－4,000

－5,000

－6,000

－7,000

－8,000

－9,000

－10,000

－11,000

－12,000

－13,000
億円

凡例
▲：年間に直した場合の値下げ額
〈  〉内は内訳
（  ）内は民営化以降の累計

1985年度 1987年度 1988年度 1989年度 1990年度 1992年度 1993年度 1995年度 1996年度 1997年度1986年度

（▲60） （▲500）
（▲970）

（▲1,260）

（▲1,400）

（▲2,300）

（▲1,200）

（▲2,790）

（▲6,490）

（▲7,690）

（▲10,480） （▲1,085）
（▲11,565） （▲600）

（▲12,165） （▲800）
（▲12,965）

（▲560）

（▲1,530）

（▲2,790）

（▲4,190）

・土曜日料金の値下げ〈▲500〉

・遠距離値下げ〈▲700〉
・離島通話料改善〈▲100〉
・専用線〈▲170〉

・自動車電話（▲60）

・遠距離値下げ〈▲600〉
・近距離値下げ〈▲300〉
・離島通話料改善〈▲数億円〉
・専用線（H1.5）〈▲180〉
・その他〈▲180〉 ・遠距離値下げ〈▲900〉

・深夜割引拡大〈▲200〉
・ポケットベル〈▲100〉
・付加機能使用料〈▲100〉
・専用線〈▲100〉

・中距離値下げ〈▲1,200〉
・近距離値下げ〈▲200〉
・深夜割引拡大〈▲100〉
・工事費〈▲200〉
・自動車電話※〈▲400〉
・ポケットベル〈▲50〉
・専用線〈▲150〉

（注）1990年度の自動車電話の料金値下げ額には1991年度実施の通話料値下げ分を含んでいます。

 1993年10月、1994年4月の2段階で実施
－

・遠距離値下げ〈▲1,200〉

・市外通話料値下げ〈▲2,700〉
・専用線〈▲90〉

・遠距離値下げ〈▲600〉
・専用線〈▲485〉

・遠距離値下げ〈▲600〉

・遠距離値下げ〈▲800〉

2000年度

・市外通話料値下げ 
・専用線料金値下げ
・ダイヤルイン値下げ

・市内通話料値下げ ・基本料値下げ
・プッシュ回線使用料廃止
・ライト加算額値下げ

・固定電話（0039通話）
およびひかり電話から携帯
電話への通話料値下げ

2001年度 2006年度

・固定電話および
ひかり電話から携帯電話へ
の通話料値下げ

2021年度2004年度
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ＭＡのあり方について
　MAについては、現在の社会経済圏･通信交流圏にそぐわないといった問題点が指摘されてお
り、従来、郵政省及び総務庁（現：総務省）からも、通話圏の拡大にあわせたMAの見直しや行政区
域の不一致の解消の必要性を指摘されていました。
　しかしながら、MAの在り方は、（1）地域事情等によりお客様によって意見が異なることが想定
され、また、（2）すべての通信事業者が通話制度の基礎として使っているという面もあります。この
ため、現行のMAを継続しつつ、お客様の利便性を向上させる方策として、1997年12月から、月々定
額料110円（税込）＊の支払いで「隣接～20kmまで」の通話料金を区域内通話料（3分9.35円（税込））
と同額とする料金割引サービス「エリアプラス」の提供を開始しました。さらに、2005年1月より、県
内通話料を一律（NTT西日本のマイラインプラスに「市内通話」「県内市外通話」の２区分ともに
ご登録いただいているお客様は、定額料なしの場合一律9.35円（税込）／ 3分）とする選択性の料
金割引サービス「イチリッツ」の提供を開始し、MAの在り方について、一定の解決を図りました。

MAと行政区域の不一致について
　MAは原則として行政区域（市町村区域）と一致するように設定していますが、その後の市町
村合併等により、一部行政区域と一致していない箇所があります。
　NTT西日本ではこのような不一致箇所について、当該地域のお客様のご要望をもとに解消を
図っています。

（参考）
　行政区域と一致するようMAの境界を変更する場合には、当該地域のお客様（ご契約者）に、一
般に次のようなメリット及びデメリットが生じるため、お客様の同意をいただいて実施しています。

① 行政区域に合わせる変更であること。
② 行政区域の主たる地域が所属するMAへの変更であること。
③ 当該地域のお客様（契約者）全員が要望し、かつ電話番号の変更、料金負担の変動
についてご了承いただいていること。*

① 同一市町村内への通話が、区域内通話となる。
② 同一市町村内に通話する際に、市外局番が不要となる（一部例外あり）。

●不一致解消の基準

＜不一致解消のメリット＞

MAと行政区域の不一致解消状況（再編成以降）

① 基本料、通話料等が変動する（料金負担増となる場合がある）。
② 電話番号が変更となる。
③ ②に伴い、看板･名刺等の書き換えが必要となる（お客様の自己負担）。

＜不一致解消のデメリット＞

年度 都道府県 変更地域 変更前MA 変更後MA

静 岡 県

静 岡 県

愛 知 県

福 井 県

熊 本 県

石 川 県

山 口 県

岡 山 県

岐 阜 県

岡 山 県

広 島 県

鹿 児 島 県

岡 山 県

京 都 府

岡 山 県

山 口 県

福 岡 県

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2021

清 水（注1）

天 竜

設楽、岡崎

大 野

本 　 渡 、
（注2）

牛 　 深

鶴 来（注1）

豊 浦（注1）、
美 祢

備 前

木曾福島

総 社

木 江

指 宿

岡山瀬戸

亀 岡

福 渡 、
岡山瀬戸、
玉 野

小 郡（注1）

直 方

静 岡

浜 松

豊 田

福 井

天 草

金 沢

下 関

岡山瀬戸

中 津 川

倉 敷

　 呉 　

鹿 児 島

福 渡

京 都

岡 山

山 口

飯 塚

静岡市清水区
（旧清水市及び旧蒲原町地域に限る）
庵原郡由比町
庵原郡富士川町の一部地域

浜松市（旧天竜市、旧春野町、旧佐久間町、旧水
窪町及び旧龍山村地域に限る）

豊田市（旧稲武町及び旧下山村地域に限る）

福井市（旧美山町地域に限る）

天草市（旧牛深市、旧河浦町、旧本渡市、旧有明
町、旧御所浦町、旧倉岳町、旧栖本町、旧新和町、
旧五和町及び旧天草町地域に限る）
天草郡苓北町
上天草市（姫戸町、龍ヶ岳町及び松島町地域に限る）

白山市（旧鶴来町、旧河内村、旧吉野谷村、旧鳥
越村、旧尾口村及び旧白峰村地域に限る）
能美市の一部地域

下関市（旧下関市、旧菊川町、旧豊浦町、旧豊北町
及び旧豊田町地域に限る）

赤磐市（旧熊山町地域に限る）

中津川市（旧馬籠地域に限る）

倉敷市（旧真備町地域に限る）

呉市（旧豊町及び旧豊浜町地域に限る）

鹿児島市
（喜入町、喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入一倉
町、喜入前之浜町及び喜入生見町地域に限る）

久米郡久米南町（峠地区に限る）

京都市右京区
（旧京北町地域（京北室谷町除く）に限る）

岡山市北区（旧御津町地域、旧建部町地域に限る）
岡山市東区（旧瀬戸町地域に限る）
岡山市南区（旧灘崎町地域（植松地区の一部を除く）に限る）
久米郡久米南町

山口市（旧山口市南部地域、旧小郡町地域及び
旧秋穂町に限る）

飯塚市（旧嘉穂郡頴田町地域に限る）

＊全員の署名・押印が集まらない場合には、全員の総意である旨の行政機関からの確認書及び町内会・主要団体等の同意
書が整えば、お客様全員の要望と了解があるものとみなし、可能な限り弾力的に利用者の要望にお応えしています。

＊月々の定額料は電話会社固定サービス「マイラインプラス」について「市内通話」「同一県内の市外通話」の2区分
ともNTT西日本にご登録いただいている場合の料金です。
なお、NTT西日本にマイラインプラスを登録されていない場合でも、「エリアプラス」については月額220円（税込）
を、「イチリッツ」については月額220円（税込）（プラン1の場合）をお支払いいただくことによりご利用いただけます。

（注1）清水MA、鶴来MA、豊浦MA、小郡MAは廃止。
（注2）本渡MAと牛深MAを統合し、天草MAとする。

ＭＡ（単位料金区域）名 県内通話料の適用区分例

A

B

D
E

H

G

F

J

I

C

通話の種類

区 域 内 通 話 内の通話 E単位料金区域内に終
始する通話

3分まで毎に

90秒まで毎に

・・・単位料金区域名
・・・単位料金区域界

区域外通話地域間距
離に応じたそれぞれ
の秒数まで毎に

11円（税込）

11円（税込）

9.35円（税込）

E単位料金区域とC・
D・G・Hの各単位料金
区域との間の通話

E単位料金区域とE単
位料金区域に隣接して
いないその他の単位料
金区域（A・B・F・I・J
単位料金区域）との間
の通話

の間の通話

の間の通話

と

区 域 外 通 話

隣接区域内通話

通話料（加入電話）例

と

富山県
魚津
高岡
富山
福野

加賀
金沢
小松
七尾
能都
羽咋
輪島

大野
小浜
武生
敦賀
福井

揖斐川
恵那
大垣
神岡
岐阜
郡上八幡
下呂
荘川
関
高富
高山
多治見
中津川
美濃加茂
美濃白川

伊東
磐田
掛川
御殿場
静岡
島田
下田
修善寺大仁
天竜
沼津
榛原
浜松
富士
富士宮

一宮
岡崎
尾張横須賀
春日井
刈谷
設楽
新城
瀬戸
田原
津島
豊田
豊橋
名古屋
西尾
半田

石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
阿児
伊勢
上野
尾鷲
亀山
熊野
桑名
津
鳥羽
松阪
三瀬谷
四日市

今津
大津
長浜
彦根
水口
八日市

宇治
亀岡
京都
園部
福知山
舞鶴
峰山
宮津

池田
和泉
茨木
大阪
岸和田貝塚
堺
富田林
寝屋川
八尾

上北山
五条
下市
十津川
奈良
大和高田
大和榛原
吉野

岩出
串本
御坊
新宮
田辺
湯浅
和歌山
和歌山橋本

滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県

兵庫県
相生
加古川
神戸
三田
洲本
竜野
丹波柏原
津名
豊岡
西宮
西脇
浜坂
播磨山崎
姫路
福崎
三木
八鹿

倉吉
郡家
鳥取
根雨
米子

井原
岡山
赤磐
邑久
笠岡
鴨方
久世
倉敷
総社
高梁
玉野
津山
新見
備前
加茂川
美作

海士
出雲
石見大田
掛合
川本
木次
江津
西郷
津和野
浜田
益田
松江
安来

岩国
宇部
久賀
下松
下関
田万川
徳山
長門
萩
防府
美祢
柳井
山口

鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 香川県
観音寺
三本松
高松
土庄
丸亀

阿南
阿波池田
鴨島
小松島
徳島
丹生谷
牟岐
脇町

今治
伊予三島
宇和
宇和島
大洲
久万
新居浜
伯方
松山
御荘
八幡浜

安芸
窪川
高知
佐川
宿毛
須崎
土佐清水
土佐中村
土佐山田
室戸
嶺北

甘木
飯塚
北九州
久留米
瀬高
田川
田主丸
直方
福岡
前原
宗像
八女
行橋

伊万里
鹿島
唐津
佐賀
武雄

徳島県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県

長崎県
有川
諫早
厳原
大瀬戸
郷ノ浦
佐世保
島原
対馬佐賀
長崎
平戸
福江

臼杵
大分
杵築
玖珠
国東
佐伯
竹田
中津
日田
豊後高田
別府
三重

天草
熊本
熊本一の宮
高森
玉名
人吉
松橋
水俣
八代
矢部
山鹿

小林
高千穂
高鍋
日南
延岡
日向
都城
宮崎

硫黄島
出水
指宿
大口
大根占
鹿児島
加治木
加世田
鹿屋
志布志
瀬戸内
川内
種子島
徳之島
中甑
中之島
名瀬
屋久島

沖縄宮古
名護
那覇
南大東
八重山

大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

安芸吉田
因島
尾道
加計
木江
呉
甲山
庄原
竹原
千代田
東城
甘日市
東広島
広島
福山
府中
三次

MA（単位料金区域）
MA（Message Area：単位料金区域）とは、市内通話料金（昼間3分9.35円（税込））で通話できる区域のことです。また、MAによって月々お支払いいただく基本料の額が異なります。
MAは、社会的経済的諸条件、地勢及び行政区画等からみて通話の交流上おおむね一体とみられる地域からなるものであり、1962年9月に設定されました。現在、西日本エリアで310のMA（全国
では561MA）があります。

※単位料金区域一覧表については、
https://www.ntt-west.co.jp/tariff/でご覧いただけます。

89



ＭＡのあり方について
　MAについては、現在の社会経済圏･通信交流圏にそぐわないといった問題点が指摘されてお
り、従来、郵政省及び総務庁（現：総務省）からも、通話圏の拡大にあわせたMAの見直しや行政区
域の不一致の解消の必要性を指摘されていました。
　しかしながら、MAの在り方は、（1）地域事情等によりお客様によって意見が異なることが想定
され、また、（2）すべての通信事業者が通話制度の基礎として使っているという面もあります。この
ため、現行のMAを継続しつつ、お客様の利便性を向上させる方策として、1997年12月から、月々定
額料110円（税込）＊の支払いで「隣接～20kmまで」の通話料金を区域内通話料（3分9.35円（税込））
と同額とする料金割引サービス「エリアプラス」の提供を開始しました。さらに、2005年1月より、県
内通話料を一律（NTT西日本のマイラインプラスに「市内通話」「県内市外通話」の２区分ともに
ご登録いただいているお客様は、定額料なしの場合一律9.35円（税込）／ 3分）とする選択性の料
金割引サービス「イチリッツ」の提供を開始し、MAの在り方について、一定の解決を図りました。

MAと行政区域の不一致について
　MAは原則として行政区域（市町村区域）と一致するように設定していますが、その後の市町
村合併等により、一部行政区域と一致していない箇所があります。
　NTT西日本ではこのような不一致箇所について、当該地域のお客様のご要望をもとに解消を
図っています。

（参考）
　行政区域と一致するようMAの境界を変更する場合には、当該地域のお客様（ご契約者）に、一
般に次のようなメリット及びデメリットが生じるため、お客様の同意をいただいて実施しています。

① 行政区域に合わせる変更であること。
② 行政区域の主たる地域が所属するMAへの変更であること。
③ 当該地域のお客様（契約者）全員が要望し、かつ電話番号の変更、料金負担の変動
についてご了承いただいていること。*

① 同一市町村内への通話が、区域内通話となる。
② 同一市町村内に通話する際に、市外局番が不要となる（一部例外あり）。

●不一致解消の基準

＜不一致解消のメリット＞

MAと行政区域の不一致解消状況（再編成以降）

① 基本料、通話料等が変動する（料金負担増となる場合がある）。
② 電話番号が変更となる。
③ ②に伴い、看板･名刺等の書き換えが必要となる（お客様の自己負担）。

＜不一致解消のデメリット＞

年度 都道府県 変更地域 変更前MA 変更後MA

静 岡 県

静 岡 県

愛 知 県

福 井 県

熊 本 県

石 川 県

山 口 県

岡 山 県

岐 阜 県

岡 山 県

広 島 県

鹿 児 島 県

岡 山 県

京 都 府

岡 山 県

山 口 県

福 岡 県

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2021

清 水（注1）

天 竜

設楽、岡崎

大 野

本 　 渡 、
（注2）

牛 　 深

鶴 来（注1）

豊 浦（注1）、
美 祢

備 前

木曾福島

総 社

木 江

指 宿

岡山瀬戸

亀 岡

福 渡 、
岡山瀬戸、
玉 野

小 郡（注1）

直 方

静 岡

浜 松

豊 田

福 井

天 草

金 沢

下 関

岡山瀬戸

中 津 川

倉 敷

　 呉 　

鹿 児 島

福 渡

京 都

岡 山

山 口

飯 塚

静岡市清水区
（旧清水市及び旧蒲原町地域に限る）
庵原郡由比町
庵原郡富士川町の一部地域

浜松市（旧天竜市、旧春野町、旧佐久間町、旧水
窪町及び旧龍山村地域に限る）

豊田市（旧稲武町及び旧下山村地域に限る）

福井市（旧美山町地域に限る）

天草市（旧牛深市、旧河浦町、旧本渡市、旧有明
町、旧御所浦町、旧倉岳町、旧栖本町、旧新和町、
旧五和町及び旧天草町地域に限る）
天草郡苓北町
上天草市（姫戸町、龍ヶ岳町及び松島町地域に限る）

白山市（旧鶴来町、旧河内村、旧吉野谷村、旧鳥
越村、旧尾口村及び旧白峰村地域に限る）
能美市の一部地域

下関市（旧下関市、旧菊川町、旧豊浦町、旧豊北町
及び旧豊田町地域に限る）

赤磐市（旧熊山町地域に限る）

中津川市（旧馬籠地域に限る）

倉敷市（旧真備町地域に限る）

呉市（旧豊町及び旧豊浜町地域に限る）

鹿児島市
（喜入町、喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入一倉
町、喜入前之浜町及び喜入生見町地域に限る）

久米郡久米南町（峠地区に限る）

京都市右京区
（旧京北町地域（京北室谷町除く）に限る）

岡山市北区（旧御津町地域、旧建部町地域に限る）
岡山市東区（旧瀬戸町地域に限る）
岡山市南区（旧灘崎町地域（植松地区の一部を除く）に限る）
久米郡久米南町

山口市（旧山口市南部地域、旧小郡町地域及び
旧秋穂町に限る）

飯塚市（旧嘉穂郡頴田町地域に限る）

＊全員の署名・押印が集まらない場合には、全員の総意である旨の行政機関からの確認書及び町内会・主要団体等の同意
書が整えば、お客様全員の要望と了解があるものとみなし、可能な限り弾力的に利用者の要望にお応えしています。

＊月々の定額料は電話会社固定サービス「マイラインプラス」について「市内通話」「同一県内の市外通話」の2区分
ともNTT西日本にご登録いただいている場合の料金です。
なお、NTT西日本にマイラインプラスを登録されていない場合でも、「エリアプラス」については月額220円（税込）
を、「イチリッツ」については月額220円（税込）（プラン1の場合）をお支払いいただくことによりご利用いただけます。

（注1）清水MA、鶴来MA、豊浦MA、小郡MAは廃止。
（注2）本渡MAと牛深MAを統合し、天草MAとする。

ＭＡ（単位料金区域）名 県内通話料の適用区分例

A

B

D
E

H

G

F

J

I

C

通話の種類

区 域 内 通 話 内の通話 E単位料金区域内に終
始する通話

3分まで毎に

90秒まで毎に

・・・単位料金区域名
・・・単位料金区域界

区域外通話地域間距
離に応じたそれぞれ
の秒数まで毎に

11円（税込）

11円（税込）

9.35円（税込）

E単位料金区域とC・
D・G・Hの各単位料金
区域との間の通話

E単位料金区域とE単
位料金区域に隣接して
いないその他の単位料
金区域（A・B・F・I・J
単位料金区域）との間
の通話

の間の通話

の間の通話

と

区 域 外 通 話

隣接区域内通話

通話料（加入電話）例

と

富山県
魚津
高岡
富山
福野

加賀
金沢
小松
七尾
能都
羽咋
輪島

大野
小浜
武生
敦賀
福井

揖斐川
恵那
大垣
神岡
岐阜
郡上八幡
下呂
荘川
関
高富
高山
多治見
中津川
美濃加茂
美濃白川

伊東
磐田
掛川
御殿場
静岡
島田
下田
修善寺大仁
天竜
沼津
榛原
浜松
富士
富士宮

一宮
岡崎
尾張横須賀
春日井
刈谷
設楽
新城
瀬戸
田原
津島
豊田
豊橋
名古屋
西尾
半田

石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
阿児
伊勢
上野
尾鷲
亀山
熊野
桑名
津
鳥羽
松阪
三瀬谷
四日市

今津
大津
長浜
彦根
水口
八日市

宇治
亀岡
京都
園部
福知山
舞鶴
峰山
宮津

池田
和泉
茨木
大阪
岸和田貝塚
堺
富田林
寝屋川
八尾

上北山
五条
下市
十津川
奈良
大和高田
大和榛原
吉野

岩出
串本
御坊
新宮
田辺
湯浅
和歌山
和歌山橋本

滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県

兵庫県
相生
加古川
神戸
三田
洲本
竜野
丹波柏原
津名
豊岡
西宮
西脇
浜坂
播磨山崎
姫路
福崎
三木
八鹿

倉吉
郡家
鳥取
根雨
米子

井原
岡山
赤磐
邑久
笠岡
鴨方
久世
倉敷
総社
高梁
玉野
津山
新見
備前
加茂川
美作

海士
出雲
石見大田
掛合
川本
木次
江津
西郷
津和野
浜田
益田
松江
安来

岩国
宇部
久賀
下松
下関
田万川
徳山
長門
萩
防府
美祢
柳井
山口

鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 香川県
観音寺
三本松
高松
土庄
丸亀

阿南
阿波池田
鴨島
小松島
徳島
丹生谷
牟岐
脇町

今治
伊予三島
宇和
宇和島
大洲
久万
新居浜
伯方
松山
御荘
八幡浜

安芸
窪川
高知
佐川
宿毛
須崎
土佐清水
土佐中村
土佐山田
室戸
嶺北

甘木
飯塚
北九州
久留米
瀬高
田川
田主丸
直方
福岡
前原
宗像
八女
行橋

伊万里
鹿島
唐津
佐賀
武雄

徳島県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県

長崎県
有川
諫早
厳原
大瀬戸
郷ノ浦
佐世保
島原
対馬佐賀
長崎
平戸
福江

臼杵
大分
杵築
玖珠
国東
佐伯
竹田
中津
日田
豊後高田
別府
三重

天草
熊本
熊本一の宮
高森
玉名
人吉
松橋
水俣
八代
矢部
山鹿

小林
高千穂
高鍋
日南
延岡
日向
都城
宮崎

硫黄島
出水
指宿
大口
大根占
鹿児島
加治木
加世田
鹿屋
志布志
瀬戸内
川内
種子島
徳之島
中甑
中之島
名瀬
屋久島

沖縄宮古
名護
那覇
南大東
八重山

大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

安芸吉田
因島
尾道
加計
木江
呉
甲山
庄原
竹原
千代田
東城
甘日市
東広島
広島
福山
府中
三次

MA（単位料金区域）
MA（Message Area：単位料金区域）とは、市内通話料金（昼間3分9.35円（税込））で通話できる区域のことです。また、MAによって月々お支払いいただく基本料の額が異なります。
MAは、社会的経済的諸条件、地勢及び行政区画等からみて通話の交流上おおむね一体とみられる地域からなるものであり、1962年9月に設定されました。現在、西日本エリアで310のMA（全国
では561MA）があります。

※単位料金区域一覧表については、
https://www.ntt-west.co.jp/tariff/でご覧いただけます。
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離島通話料（離島振興に伴う特例扱い）
　離島にある当社指定の単位料金区域（MA）と、その離島と社会的・経済的諸条件及び通話の交流上密接な関係にある当社指定のMAとの相互間の通話については、特例として隣接区域内にお
ける通話料金を適用しています。
（離島へは、海底ケーブルを敷設する等、通常よりも多くのコストがかかっていますが、離島振興及びユニバーサルサービスの観点から特例扱いとしています）

＊

特例扱いの対象となるMA

（例）離島と通話需要等の面でもっとも緊密な関
係を有する近隣MA1ヵ所に対して、隣接料
金を適用します。

隠岐諸島

壱 岐

対 馬

五島列島

徳 之 島
屋 久 島

奄美大島

種 子 島
甑島列島
硫 黄 島
中 之 島

MA名
西 郷
海 士
郷 ノ 浦
対 馬 佐 賀
厳 原
有 川
福 江
徳 之 島
屋 久 島
名 瀬
瀬 戸 内
種 子 島
中 甑
硫 黄 島
中 之 島

離　島

松　江

福　岡

90秒
〈22円〉
（税込）

離島MA名

90秒
〈22円〉
（税込）

90秒
〈22円〉
（税込）

長
崎
県

鹿
児
島
県

長　崎

鹿児島

特例扱いの対地
と な る M A

11円（税込）で
かけられる秒数 11円（税込）で

かけられる秒数

〈  〉内は平日昼間3分間通話した場合の料金 同一県内にある離島MA相互間の通話料金

・沖縄県については、特例として九州本土最南端のMAに位置するものとみなして、全国との
通話地域間距離を算定しています。*
・沖縄県内の各MA（那覇、名護、南大東、沖縄宮古、八重山）相互間は90秒までごとに11円
（税込）となっています。

沖縄県の通話料

〈  〉内は平日昼間3分間通話した場合の料金

（注）上記のほか、壱岐・対馬（郷ノ浦MA、対馬佐賀MA、厳原MA）と長崎MAとの間について、90秒までごとに11円（税込）。
＊再編成以降、NTTグループにおいては、NTTコミュニケーションズが提供しています。

対馬佐賀
厳 原
有 川
福 江
郷 ノ 浦
種 子 島
屋 久 島
中 甑
名 瀬
瀬 戸 内
硫 黄 島
中 之 島
徳 之 島

各MA相互間
は90秒で11円
（税込）
〔3分で22円〕
（税込）

＊再編成以降、NTTグループにおいては、 NTTコミュニケーションズが提供しています。

3分間22円（税込）

種子島MA

西郷MA
隠岐諸島

海士MA

松江MA

中甑MA
鹿児島

硫黄島MA

屋久島MA

中之島MA

名瀬MA
瀬戸内MA

徳之島MA

※
※

（参考）閉番号化

　一般的に同一MA内では市外局番が同じであり、市内局番からダイヤルすることで通話が
できるようになっています。
　しかし、一部の地域においては、その地域に局番を付与した当初からの経緯等により、同一
MA内に複数の市外局番が存在し、同一MA内であっても市外局番からダイヤルしなければ
ならない場合があります。
　そのため、地域からの要望に応じて、該当地域の市外局番が統一されることがあります。
　これを「閉番号化」と呼びます。

※最近の市外局番変更状況（計画含む）については、
　https://www.ntt-west.co.jp/open/sigai_henkou/sigaikyokuban.html　でご覧いただけます。

（参考）最近の市外局番変更状況
県名

岡山

山口

福岡

備考
市町村合併に伴い、福渡MAより北区御津・建部町地区
及び久米南町、岡山瀬戸MAより東区瀬戸町地区、玉野

MAより南区灘崎町地区を、岡山MAへ編入
市町村合併に伴い、小郡MAより旧山口市南部、旧小郡町、

旧秋穂町が、山口MAに統合

直方MAより飯塚市頴田地区が、飯塚MAに統合

鞍手郡小竹町（宮若市の一部を含む）の市外局番について
４桁に変更

MA名

岡山

山口

飯塚

直方

変更前市外局番

0867-××-××××
08636 -×-××××

083-×××-××××
08396 -×-××××
09496 -2 -××××
09496 - 6 -××××
09496 -2 -××××
09496 - 6 -××××

変更後市外局番

086-×××-××××

083-×××-××××
08396 -×-××××
0948 -92 -××××
0948 -9 6 -××××
0949 - 62 -××××
0949 - 6 6 -××××

実施日

2013年5月1日

2013年12月1日

2021年10月1日～
2021年11月30日

2022年3月1日
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離島通話料（離島振興に伴う特例扱い）
　離島にある当社指定の単位料金区域（MA）と、その離島と社会的・経済的諸条件及び通話の交流上密接な関係にある当社指定のMAとの相互間の通話については、特例として隣接区域内にお
ける通話料金を適用しています。
（離島へは、海底ケーブルを敷設する等、通常よりも多くのコストがかかっていますが、離島振興及びユニバーサルサービスの観点から特例扱いとしています）

＊

特例扱いの対象となるMA

（例）離島と通話需要等の面でもっとも緊密な関
係を有する近隣MA1ヵ所に対して、隣接料
金を適用します。

隠岐諸島

壱 岐

対 馬

五島列島

徳 之 島
屋 久 島

奄美大島

種 子 島
甑島列島
硫 黄 島
中 之 島

MA名
西 郷
海 士
郷 ノ 浦
対 馬 佐 賀
厳 原
有 川
福 江
徳 之 島
屋 久 島
名 瀬
瀬 戸 内
種 子 島
中 甑
硫 黄 島
中 之 島

離　島

松　江

福　岡

90秒
〈22円〉
（税込）

離島MA名

90秒
〈22円〉
（税込）

90秒
〈22円〉
（税込）

長
崎
県

鹿
児
島
県

長　崎

鹿児島

特例扱いの対地
と な る M A

11円（税込）で
かけられる秒数 11円（税込）で

かけられる秒数

〈  〉内は平日昼間3分間通話した場合の料金 同一県内にある離島MA相互間の通話料金

・沖縄県については、特例として九州本土最南端のMAに位置するものとみなして、全国との
通話地域間距離を算定しています。*
・沖縄県内の各MA（那覇、名護、南大東、沖縄宮古、八重山）相互間は90秒までごとに11円
（税込）となっています。

沖縄県の通話料

〈  〉内は平日昼間3分間通話した場合の料金

（注）上記のほか、壱岐・対馬（郷ノ浦MA、対馬佐賀MA、厳原MA）と長崎MAとの間について、90秒までごとに11円（税込）。
＊再編成以降、NTTグループにおいては、NTTコミュニケーションズが提供しています。

対馬佐賀
厳 原
有 川
福 江
郷 ノ 浦
種 子 島
屋 久 島
中 甑
名 瀬
瀬 戸 内
硫 黄 島
中 之 島
徳 之 島

各MA相互間
は90秒で11円
（税込）
〔3分で22円〕
（税込）

＊再編成以降、NTTグループにおいては、 NTTコミュニケーションズが提供しています。

3分間22円（税込）

種子島MA

西郷MA
隠岐諸島

海士MA

松江MA

中甑MA
鹿児島

硫黄島MA

屋久島MA

中之島MA

名瀬MA
瀬戸内MA

徳之島MA

※
※

（参考）閉番号化

　一般的に同一MA内では市外局番が同じであり、市内局番からダイヤルすることで通話が
できるようになっています。
　しかし、一部の地域においては、その地域に局番を付与した当初からの経緯等により、同一
MA内に複数の市外局番が存在し、同一MA内であっても市外局番からダイヤルしなければ
ならない場合があります。
　そのため、地域からの要望に応じて、該当地域の市外局番が統一されることがあります。
　これを「閉番号化」と呼びます。

※最近の市外局番変更状況（計画含む）については、
　https://www.ntt-west.co.jp/open/sigai_henkou/sigaikyokuban.html　でご覧いただけます。

（参考）最近の市外局番変更状況
県名

岡山

山口

福岡

備考
市町村合併に伴い、福渡MAより北区御津・建部町地区
及び久米南町、岡山瀬戸MAより東区瀬戸町地区、玉野

MAより南区灘崎町地区を、岡山MAへ編入
市町村合併に伴い、小郡MAより旧山口市南部、旧小郡町、

旧秋穂町が、山口MAに統合

直方MAより飯塚市頴田地区が、飯塚MAに統合

鞍手郡小竹町（宮若市の一部を含む）の市外局番について
４桁に変更

MA名

岡山

山口

飯塚

直方

変更前市外局番

0867-××-××××
08636 -×-××××

083-×××-××××
08396 -×-××××
09496 -2 -××××
09496 - 6 -××××
09496 -2 -××××
09496 - 6 -××××

変更後市外局番

086-×××-××××

083-×××-××××
08396 -×-××××
0948 -92 -××××
0948 -9 6 -××××
0949 - 62 -××××
0949 - 6 6 -××××

実施日

2013年5月1日

2013年12月1日

2021年10月1日～
2021年11月30日

2022年3月1日
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請求書の内容

●プライバシー保護に配慮
1990年11月から、プライバシー保護に配慮し金融機関等の窓口においてお支払いいただ
いているお客様に対して、請求書を従来のハガキに替えて封書にしてお送りしています。
また、2006年6月から、請求書の金融機関控に記載している「電話番号」を「ご請求番号」
へ変更しております。

●ご利用会社毎にわかりやすく表示
1999年7月から、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、携帯電話等へのご利用分を
分けて表示することで、ご利用会社毎の利用料金をお知らせしています。（注：2021年10月
から、携帯電話へおかけになった場合の利用料金は、「【NTT西日本ご利用分】」内に
「携帯電話への通話料」として表示しています。）

●他社の情報通信関連商品・サービス料金を電話料金等に合わせて請求
2000年7月から、他社の情報通信関連商品・サービス料金を電話料金等に合わせて請求・

収納するサービスを開始し、請求書にその旨を表示してお知らせしています。

 (91)929154-0123456789123456789123
 012345-6-789123-4

〒

通常払込料金加入者負担
28

34

お客さまからの
料金お問合せ先（無料）

通常払込料金加入者負担

（金融機関等保管）

印
付
日
収
領

ご請求額

年　　 月分 お支払
期 限

。
い
さ
だ
く
し
出
お
で
い
な
ら
と
り
切

（お客さま）

付
日
収
領

印
付
貼
紙
印
入
収

欄

年　　　月分 お支払
期 限 月　　 日

月　　 日

印
付
日
収
領

下の部分を切り取り、裏面の各お支払場所にてお支払い願います。＜切り取り線＞

日ごろ、ＮＴＴ西日本をご利用いただきましてありがとうございます。
裏面のお支払場所にこの請求書をご持参のうえ、お支払いください。
ご利用料金の内訳については、裏面をご覧ください。
※お支払期限後に支払われた場合は、契約約款等に定める延滞利息を
　お支払いいただく場合があります。

NTT西日本料金請求書
（ N T T W E S T- B i l l ）

西日本電信電話株式会社（払込通知票）

西日本電信電話株式会社

ＴＥＬ
（ 無 料 ）

還付先：

お 知 ら せ金 　 　 額 （円）ご 請 求 の 内 訳

年　　　月　　　日発行

社用
コード

（金融機関等→NTT西日本）

お　客　さ　ま　氏　名

円
うち、消費税相当額

社用コード

ご請求番号 お客さま氏名

金 　 額

年　　　月分

お客さま氏名

ご請求番号

収納連絡先
収納連絡先

お客さま氏名が必要となる「ゆうちょ銀行・郵便局・一部金融機関」でお支払いいただく場合は、お名前をご記入願います。

※営業時間：午前9時～午後5時　土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）は除きます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

料金お問い合わせ先： （無料）

（金融機関専用）
（金融機関専用）

ご請求額
※金額等を訂正した請求書ではお支払いができません。

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

クレジットカード払いなど料金の
各種お手続きはこちら
https://www.ntt-west.co.jp/product/rd/bill/

電話料金等領収証
（Receipt）

電話料金等払込受領証兼収入金領収控

ご請求額（Charge)ご請求年月お客さま番号 （Due Date）
年 　 　 月 　 　 日

お支払期限
円年 　 　 月 分

※通話料無料　※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。  ※料金に関するお問い合わせは上記「料金・お問い合わせ先」までお願いいたします。

お申し込み・お問い合わせ 加入電話等
電話サービス

局番なしの「116」
携帯電話・PHSからは0800-2000116

0120 -116116フレッツサービス・ひかり電話
営業時間：午前9時～午後5時
※年末年始を除く（12月29日～1月3日）

故障に関するご相談 加入電話等
電話サービス

局番なしの「113」
携帯電話・PHSからは0120-444113

0120-248995フレッツサービス・ひかり電話
営業時間：24時間
※音声ガイダンスによる録音受付

SAMPLE
関西支店

９９９９９９９９９９９９　９９９９９　９９９９９　９９ＸＸＸ

ＸＸＸ　ＸＸＸ　ＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
　ＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ
大阪府ＸＸ１０丁目１０

西　太郎　様

９，８７０
１，３９７

１８９
１１，４５６

ＮＴＴ西日本ご利用分
ＮＴＴコミュニケーションズご利用分
料金回収代行サービスご利用分
（合計）

他社債権の回収代行料金です。
詳細については、別添の「ご利用料金内訳書」をご覧ください。

（０１２０）ＸＸＸＸＸＸＸ

9999999999999

9999999999999

¥11,456

＊
Ｃ
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
０
Ｃ
＊

＊
０
０
０
０
１
＊

関西支店

０１１０　０　００Ｃ

　７

　７　　３１　７

１１，４５６

１，０２４

　７　　１５

関西支店

120014090050000000009838200000555952110

12011038999999990000000000000001108083110911

　７　　３１
Ｎ－－－９－－－Ｎ
Ｎ－－－９－－－Ｎ
Ｎ－－－９－－－Ｎ

　７

（０６）ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

（０６）ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

　（０１２０）ＸＸＸＸＸＸ

（０６）ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

¥ 1 1 4 5 6

@

（０１２０）ＸＸＸＸＸ

11,4569999999999999

(06)XXXX-XXXX
　７　　３１　７

９９９９９９９９９９９９９

ご請求番号

ご請求番号

00140-7-00500

00140-7-00500

２０２３

２０２３ ２０２３

２０２３

２０２３ ２０２３

ご利用料金内訳書
ページ

料 金 内 訳 名 金 額（円） ご 利 用 期 間 等 の お 知 ら せ税区分

お 客 さ ま 番 号社用コード

自動延伸型割引サービスご契約中のお客さまへ

フレッツ光の割引サービス（光もっともっと割、Ｗｅｂ光もっともっと割、どーん
と割、どーんと学割、光はじめ割）は割引契約期間満了時に契約が自動延伸
されます。自動延伸をご希望されない場合はＮＴＴ西日本へご連絡が必要です。
割引適用期間中（自動延伸後を含む）に本割引サービスを解約された場合、
解約金が発生する場合があります。なお、割引適用期間の満了月とその翌月に
解約した場合には解約金は発生いたしません。
詳しくはＮＴＴ西日本フレッツ公式サイト［http://flets-w.com/wari/］で
ご確認ください。

この場所には何も記載しないでください。

収入印紙
課税相当額以上
貼 　 　 　 付

印

○「お客さまのご要望で、ダイヤル通話料等の明細内訳
を記録しているデータ」につきましては、原則として
お支払期限の２ヶ月後に消去させていただきます。
なお、着信無料通話（１１６、１１３、フリーダイヤル
等）につきましては記録しておりません。

○他社利用分「ＩＳＰ利用料等」、ダイヤルＱ2情報料、リー
ス料、割賦代金等の回収代行料金については、ＮＴＴ
西日本がご請求する「ご請求額」に含まれます。なお、
当該料金は、電話の利用停止の対象とはなりません。

○ユニバーサルサービス料は、
あまねく日本全国においてユ
ニバーサルサービス（加入電話、
公衆電話、緊急通報）の提供
を確保するためにご負担いた
だく料金です。なお、ユニバー
サルサービス支援機関（一般
社団法人電気通信事業者協会）
から１電話番号あたりの費用
（番号単価）が公表されています。
○電話リレーサービス料は、電話
リレーサービス（聴覚障がい者
等の電話による意思疎通を
手話等により仲介する）の提供
を確保するためにご負担いた
だく料金です。なお、電話リレー
サービス支援機関（一般社団
法人電気通信事業者協会）から
１電話番号あたりの費用（番号
単価）が公表されています。

※その他、電話料金に関わるお問合せにつきましては「請求書」表面の「料金お問合せ先」（無料）
　までご連絡ください。

銀行（日本銀行を除く）、信用金庫、信用組合、商工中金、農林中金、労働金庫、農協、漁協、ゆうちょ銀行、
郵便局、コンビニエンスストア（一部お取り扱いのできない店舗もございます）

お支払場所
料金のお支払いにつきましては下記のお支払場所に請求書をご持参のうえ、お支払いください。

〇ユニバーサルサービス料他には、2022年4月利用料分から2022年9月利用料分まで、電話リレーサービス料として、
　1電話番号あたり1.1円（税込）が含まれております。
〇ご利用期間内に移転されたお客さまは上段に旧電話番号、下段に現電話番号のご利用料金が表示される場合があります。

れさ示表が間期用利に欄」せら知おの等間期用利ご「、合場たれさみ込申おを等止廃はたま転移の等スビーサツッレフ〇
。すまい願せ合問おでま）料無（」先せ合問お金料「の面表」書求請「、はていつに間期用利ご。すまりあが合場いな　

●

なるときは、引換えに預り
証を必ずお受け取りくだ
さい。
・ご依頼人様からご提出
いただきました払込書に
記載されたおところ、おな
まえ等は、加入者様に通
知する場合があります。
・この受領証は、払込みの
証拠となるものですから
大切に保管してください。

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理しますので、汚したり、折り曲げたり
しないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は郵便局の払込機能付きATM
でもご利用いただけます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又は郵便局の渉外員にお預けに

PEFC認証

この製品は持続可
能に管理された森
林からの原材料お
よび管理材が使用
されています。
www.pefcasia.org

１

１，６００
５，４００
－１，１００

４００
１，８６０

３００
５１０

３
８９７

（８９７）
９，８７０

１，２７０
１２７

（１２７）
１，３９７

回線使用料＜基本料＞（住宅用）
フレッツ光ネクスト　Ｆ　隼利用料
光もっともっと割
ＶＤＳＬ装置アダプタ使用料
ダイヤル通話料
キャッチホン使用料
携帯電話への通話料
ユニバーサルサービス料　他
消費税相当額
　（内訳）消費税相当額（合算分）
（小　計）

ダイヤル通話料
消費税相当額
　（内訳）消費税相当額（合算分）
（小　計）

６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
１番号分のご請求となります。

合計表示の料金を合計した８，９７３円に１０％を乗じて算出しています。

６月１日～６月３０日

合計表示の料金を合計した１，２７０円に１０％を乗じて算出しています。

　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　

　合算　

【ＮＴＴ西日本ご利用分】

【ＮＴＴコミュニケーションズご利用分】

(06)XXXX-XXXX
99999

A
B
C
D
E
F

前々月
21日 20日　◆5日　★20日

25日　◆10日　★25日
末日　◆15日　★末日
5日　◆20日　★5日
10日　◆25日　★10日
15日　◆末日　★15日

26日
1日
6日
11日
16日

前　月 当　月 翌　月
計 　 　 算 　 　 期 　 　 間

〔凡例〕 基本料金 通話料金 ◆ 請求書発行予定日 ★ 支払期限

前々月
1日 末日　　　　　　　　★末日

5日　　　　　　　　★5日
10日　　　　　　　★10日
15日　　　　　　　★15日

20日　　　　　　　★20日
25日　　　　　　　25日★

6日
11日
16日

21日
26日

前　月 当　月 翌　月
計 　 　 算 　 　 期 　 　 間

〔凡例〕 電話サービス計算期間 フレッツシリーズ計算期間 ★ 支払期限

ダイヤル通話料金の請求 料金への消費税転嫁の方法

　環境保護の取り組みとして紙媒体による請求書等を削減するため、2014年12月よりお支払い方法は、
「口座振替による支払い」または「クレジットカード支払い」とし、ご利用料金のご案内はインターネット
経由で確認いただけるWeb明細サービス「Myビリング」（登録料・月額使用料無料）でのご案内を標準
とすることへ変更いたしました。

　それに伴い、2014年12月ご請求分以降は、紙媒体による「口座振替のご案内」もしくは「料金請求書」
の発行・郵送を希望される場合は、実費見合いとして下記発行手数料等をご負担いただきます。
※契約名義が法人（法人に相当する当社が認めるお客様を含む）のお客様は対象外となります。

　電話料金の請求書は契約者毎に料金を計算し発行しますが、その事務が請求書発行直前の短期
間に集中します。そのため約1500万のお客様へ、一斉に請求書を発行しますと、発行作業が一時に集中
し、事務の渋滞等による請求書の発行遅延が起こることも想定されます。
　このため、効率的で経済的な料金事務が実施できるようA～ Fの6ブロックに分け、請求書の発行日
及び支払期限を異にする分散発行を行っています。
　なお、従来、基本料金は一律歴月初日から末日までとしていましたが、1998年10月から基本料金と通
話料金との計算期間が一致するよう変更しました。

●端数処理…料金の1円未満の端数については、切り捨てます。
●テレホンカード…発行時は課税されません（使用時に課税）。
●保証金、延滞利息、割増金…保証金、延滞利息については課税されません。割増金については、課税対象となります。

電話料金請求のサイクル（1998年10月～）

「フレッツ光」のご利用料金のご案内方法等の変更について

具体的な転嫁方法は、下記のとおりとなっています。

その他

●請求書によるお支払い
　　〔例：加入電話の基本料・ダイヤル通話料等専用線の月額使用料 等〕
●NTT西日本における諸手続きの際の料金
　　〔例：譲渡承認手数料、各種証明手数料 等〕
●公衆電話の通話料金＊

請求書上において税相当分を明示して転嫁しています。

税相当分を含む料金をその都度、お支払いいただいています。

全体として税相当分の転嫁となるよう課金秒数を設定しています。
＊ただし、公衆電話からのフリーダイヤル通話については、外税の料金表を適用し、請求書上において税相当分を加算
しています。

（注）上記の支払期限が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日が支払期限となります。

クレジットカード 

口座振替 

請求書支払い 

Web明細サービス「Ｍｙビリング」によるご案内 

口座振替のご案内（紙媒体） 

料金請求書 

ご利用料金ご案内方法 発行手数料等について

─ 

発行手数料
110円／月

（2023年12月より165円／月）

発行手数料
110円／月

（2023年12月より165円／月）
収納手数料
55円／月

●料金月制度の理由

　毎月のご利用料金などについてのお客様への請求は、NTTグループ100％出資会社のNTTファイナ
ンスよりさせていただきます。
※ご利用サービスの状況によっては、NTT西日本から請求させていただく場合もございます。

●毎月の料金のご請求

　フレッツシリーズの月額料金計算期間は、電話料金の計算期間と異なり、毎月1日～末日までとなってい
ます。電話料金の計算期間とフレッツシリーズの月額料金計算期間は、以下の表のとおりです。

●フレッツシリーズの月額料金計算期間について

毎月２０日のお客様
毎月２５日のお客様
毎月   末日のお客様
毎月　５日のお客様
毎月１０日のお客様
毎月１５日のお客様

お支払期限
（口座振替日）
毎月　末日のお客様
毎月　５日のお客様
毎月１０日のお客様
毎月１５日のお客様
毎月２０日のお客様
毎月２５日のお客様 お支払い方法 

93



請求書の内容

●プライバシー保護に配慮
1990年11月から、プライバシー保護に配慮し金融機関等の窓口においてお支払いいただ
いているお客様に対して、請求書を従来のハガキに替えて封書にしてお送りしています。
また、2006年6月から、請求書の金融機関控に記載している「電話番号」を「ご請求番号」
へ変更しております。

●ご利用会社毎にわかりやすく表示
1999年7月から、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、携帯電話等へのご利用分を
分けて表示することで、ご利用会社毎の利用料金をお知らせしています。（注：2021年10月
から、携帯電話へおかけになった場合の利用料金は、「【NTT西日本ご利用分】」内に
「携帯電話への通話料」として表示しています。）

●他社の情報通信関連商品・サービス料金を電話料金等に合わせて請求
2000年7月から、他社の情報通信関連商品・サービス料金を電話料金等に合わせて請求・

収納するサービスを開始し、請求書にその旨を表示してお知らせしています。

 (91)929154-0123456789123456789123
 012345-6-789123-4

〒

通常払込料金加入者負担
28

34

お客さまからの
料金お問合せ先（無料）

通常払込料金加入者負担

（金融機関等保管）

印
付
日
収
領

ご請求額

年　　 月分 お支払
期 限

。
い
さ
だ
く
し
出
お
で
い
な
ら
と
り
切

（お客さま）

付
日
収
領

印
付
貼
紙
印
入
収

欄

年　　　月分 お支払
期 限 月　　 日

月　　 日

印
付
日
収
領

下の部分を切り取り、裏面の各お支払場所にてお支払い願います。＜切り取り線＞

日ごろ、ＮＴＴ西日本をご利用いただきましてありがとうございます。
裏面のお支払場所にこの請求書をご持参のうえ、お支払いください。
ご利用料金の内訳については、裏面をご覧ください。
※お支払期限後に支払われた場合は、契約約款等に定める延滞利息を
　お支払いいただく場合があります。

NTT西日本料金請求書
（ N T T W E S T- B i l l ）

西日本電信電話株式会社（払込通知票）

西日本電信電話株式会社

ＴＥＬ
（ 無 料 ）

還付先：

お 知 ら せ金 　 　 額 （円）ご 請 求 の 内 訳

年　　　月　　　日発行

社用
コード

（金融機関等→NTT西日本）

お　客　さ　ま　氏　名

円
うち、消費税相当額

社用コード

ご請求番号 お客さま氏名

金 　 額

年　　　月分

お客さま氏名

ご請求番号

収納連絡先
収納連絡先

お客さま氏名が必要となる「ゆうちょ銀行・郵便局・一部金融機関」でお支払いいただく場合は、お名前をご記入願います。

※営業時間：午前9時～午後5時　土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）は除きます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

料金お問い合わせ先： （無料）

（金融機関専用）
（金融機関専用）

ご請求額
※金額等を訂正した請求書ではお支払いができません。

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

クレジットカード払いなど料金の
各種お手続きはこちら
https://www.ntt-west.co.jp/product/rd/bill/

電話料金等領収証
（Receipt）

電話料金等払込受領証兼収入金領収控

ご請求額（Charge)ご請求年月お客さま番号 （Due Date）
年 　 　 月 　 　 日

お支払期限
円年 　 　 月 分

※通話料無料　※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。  ※料金に関するお問い合わせは上記「料金・お問い合わせ先」までお願いいたします。

お申し込み・お問い合わせ 加入電話等
電話サービス

局番なしの「116」
携帯電話・PHSからは0800-2000116

0120 -116116フレッツサービス・ひかり電話
営業時間：午前9時～午後5時
※年末年始を除く（12月29日～1月3日）

故障に関するご相談 加入電話等
電話サービス

局番なしの「113」
携帯電話・PHSからは0120-444113

0120-248995フレッツサービス・ひかり電話
営業時間：24時間
※音声ガイダンスによる録音受付

SAMPLE
関西支店

９９９９９９９９９９９９　９９９９９　９９９９９　９９ＸＸＸ

ＸＸＸ　ＸＸＸ　ＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
　ＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ
大阪府ＸＸ１０丁目１０

西　太郎　様

９，８７０
１，３９７

１８９
１１，４５６

ＮＴＴ西日本ご利用分
ＮＴＴコミュニケーションズご利用分
料金回収代行サービスご利用分
（合計）

他社債権の回収代行料金です。
詳細については、別添の「ご利用料金内訳書」をご覧ください。

（０１２０）ＸＸＸＸＸＸＸ

9999999999999

9999999999999

¥11,456

＊
Ｃ
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
０
Ｃ
＊

＊
０
０
０
０
１
＊

関西支店

０１１０　０　００Ｃ

　７

　７　　３１　７

１１，４５６

１，０２４

　７　　１５

関西支店

120014090050000000009838200000555952110

12011038999999990000000000000001108083110911

　７　　３１
Ｎ－－－９－－－Ｎ
Ｎ－－－９－－－Ｎ
Ｎ－－－９－－－Ｎ

　７

（０６）ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

（０６）ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

　（０１２０）ＸＸＸＸＸＸ

（０６）ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

¥ 1 1 4 5 6

@

（０１２０）ＸＸＸＸＸ

11,4569999999999999

(06)XXXX-XXXX
　７　　３１　７

９９９９９９９９９９９９９

ご請求番号

ご請求番号

00140-7-00500

00140-7-00500

２０２３

２０２３ ２０２３

２０２３

２０２３ ２０２３

ご利用料金内訳書
ページ

料 金 内 訳 名 金 額（円） ご 利 用 期 間 等 の お 知 ら せ税区分

お 客 さ ま 番 号社用コード

自動延伸型割引サービスご契約中のお客さまへ

フレッツ光の割引サービス（光もっともっと割、Ｗｅｂ光もっともっと割、どーん
と割、どーんと学割、光はじめ割）は割引契約期間満了時に契約が自動延伸
されます。自動延伸をご希望されない場合はＮＴＴ西日本へご連絡が必要です。
割引適用期間中（自動延伸後を含む）に本割引サービスを解約された場合、
解約金が発生する場合があります。なお、割引適用期間の満了月とその翌月に
解約した場合には解約金は発生いたしません。
詳しくはＮＴＴ西日本フレッツ公式サイト［http://flets-w.com/wari/］で
ご確認ください。

この場所には何も記載しないでください。

収入印紙
課税相当額以上
貼 　 　 　 付

印

○「お客さまのご要望で、ダイヤル通話料等の明細内訳
を記録しているデータ」につきましては、原則として
お支払期限の２ヶ月後に消去させていただきます。
なお、着信無料通話（１１６、１１３、フリーダイヤル
等）につきましては記録しておりません。

○他社利用分「ＩＳＰ利用料等」、ダイヤルＱ2情報料、リー
ス料、割賦代金等の回収代行料金については、ＮＴＴ
西日本がご請求する「ご請求額」に含まれます。なお、
当該料金は、電話の利用停止の対象とはなりません。

○ユニバーサルサービス料は、
あまねく日本全国においてユ
ニバーサルサービス（加入電話、
公衆電話、緊急通報）の提供
を確保するためにご負担いた
だく料金です。なお、ユニバー
サルサービス支援機関（一般
社団法人電気通信事業者協会）
から１電話番号あたりの費用
（番号単価）が公表されています。
○電話リレーサービス料は、電話
リレーサービス（聴覚障がい者
等の電話による意思疎通を
手話等により仲介する）の提供
を確保するためにご負担いた
だく料金です。なお、電話リレー
サービス支援機関（一般社団
法人電気通信事業者協会）から
１電話番号あたりの費用（番号
単価）が公表されています。

※その他、電話料金に関わるお問合せにつきましては「請求書」表面の「料金お問合せ先」（無料）
　までご連絡ください。

銀行（日本銀行を除く）、信用金庫、信用組合、商工中金、農林中金、労働金庫、農協、漁協、ゆうちょ銀行、
郵便局、コンビニエンスストア（一部お取り扱いのできない店舗もございます）

お支払場所
料金のお支払いにつきましては下記のお支払場所に請求書をご持参のうえ、お支払いください。

〇ユニバーサルサービス料他には、2022年4月利用料分から2022年9月利用料分まで、電話リレーサービス料として、
　1電話番号あたり1.1円（税込）が含まれております。
〇ご利用期間内に移転されたお客さまは上段に旧電話番号、下段に現電話番号のご利用料金が表示される場合があります。

れさ示表が間期用利に欄」せら知おの等間期用利ご「、合場たれさみ込申おを等止廃はたま転移の等スビーサツッレフ〇
。すまい願せ合問おでま）料無（」先せ合問お金料「の面表」書求請「、はていつに間期用利ご。すまりあが合場いな　

●

なるときは、引換えに預り
証を必ずお受け取りくだ
さい。
・ご依頼人様からご提出
いただきました払込書に
記載されたおところ、おな
まえ等は、加入者様に通
知する場合があります。
・この受領証は、払込みの
証拠となるものですから
大切に保管してください。

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理しますので、汚したり、折り曲げたり
しないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は郵便局の払込機能付きATM
でもご利用いただけます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又は郵便局の渉外員にお預けに

PEFC認証

この製品は持続可
能に管理された森
林からの原材料お
よび管理材が使用
されています。
www.pefcasia.org
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９，８７０
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（１２７）
１，３９７

回線使用料＜基本料＞（住宅用）
フレッツ光ネクスト　Ｆ　隼利用料
光もっともっと割
ＶＤＳＬ装置アダプタ使用料
ダイヤル通話料
キャッチホン使用料
携帯電話への通話料
ユニバーサルサービス料　他
消費税相当額
　（内訳）消費税相当額（合算分）
（小　計）

ダイヤル通話料
消費税相当額
　（内訳）消費税相当額（合算分）
（小　計）

６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
１番号分のご請求となります。

合計表示の料金を合計した８，９７３円に１０％を乗じて算出しています。

６月１日～６月３０日

合計表示の料金を合計した１，２７０円に１０％を乗じて算出しています。

　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　

　合算　

【ＮＴＴ西日本ご利用分】

【ＮＴＴコミュニケーションズご利用分】

(06)XXXX-XXXX
99999

A
B
C
D
E
F

前々月
21日 20日　◆5日　★20日

25日　◆10日　★25日
末日　◆15日　★末日
5日　◆20日　★5日
10日　◆25日　★10日
15日　◆末日　★15日

26日
1日
6日
11日
16日

前　月 当　月 翌　月
計 　 　 算 　 　 期 　 　 間

〔凡例〕 基本料金 通話料金 ◆ 請求書発行予定日 ★ 支払期限

前々月
1日 末日　　　　　　　　★末日

5日　　　　　　　　★5日
10日　　　　　　　★10日
15日　　　　　　　★15日

20日　　　　　　　★20日
25日　　　　　　　25日★

6日
11日
16日

21日
26日

前　月 当　月 翌　月
計 　 　 算 　 　 期 　 　 間

〔凡例〕 電話サービス計算期間 フレッツシリーズ計算期間 ★ 支払期限

ダイヤル通話料金の請求 料金への消費税転嫁の方法

　環境保護の取り組みとして紙媒体による請求書等を削減するため、2014年12月よりお支払い方法は、
「口座振替による支払い」または「クレジットカード支払い」とし、ご利用料金のご案内はインターネット
経由で確認いただけるWeb明細サービス「Myビリング」（登録料・月額使用料無料）でのご案内を標準
とすることへ変更いたしました。

　それに伴い、2014年12月ご請求分以降は、紙媒体による「口座振替のご案内」もしくは「料金請求書」
の発行・郵送を希望される場合は、実費見合いとして下記発行手数料等をご負担いただきます。
※契約名義が法人（法人に相当する当社が認めるお客様を含む）のお客様は対象外となります。

　電話料金の請求書は契約者毎に料金を計算し発行しますが、その事務が請求書発行直前の短期
間に集中します。そのため約1500万のお客様へ、一斉に請求書を発行しますと、発行作業が一時に集中
し、事務の渋滞等による請求書の発行遅延が起こることも想定されます。
　このため、効率的で経済的な料金事務が実施できるようA～ Fの6ブロックに分け、請求書の発行日
及び支払期限を異にする分散発行を行っています。
　なお、従来、基本料金は一律歴月初日から末日までとしていましたが、1998年10月から基本料金と通
話料金との計算期間が一致するよう変更しました。

●端数処理…料金の1円未満の端数については、切り捨てます。
●テレホンカード…発行時は課税されません（使用時に課税）。
●保証金、延滞利息、割増金…保証金、延滞利息については課税されません。割増金については、課税対象となります。

電話料金請求のサイクル（1998年10月～）

「フレッツ光」のご利用料金のご案内方法等の変更について

具体的な転嫁方法は、下記のとおりとなっています。

その他

●請求書によるお支払い
　　〔例：加入電話の基本料・ダイヤル通話料等専用線の月額使用料 等〕
●NTT西日本における諸手続きの際の料金
　　〔例：譲渡承認手数料、各種証明手数料 等〕
●公衆電話の通話料金＊

請求書上において税相当分を明示して転嫁しています。

税相当分を含む料金をその都度、お支払いいただいています。

全体として税相当分の転嫁となるよう課金秒数を設定しています。
＊ただし、公衆電話からのフリーダイヤル通話については、外税の料金表を適用し、請求書上において税相当分を加算
しています。

（注）上記の支払期限が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日が支払期限となります。

クレジットカード 

口座振替 

請求書支払い 

Web明細サービス「Ｍｙビリング」によるご案内 

口座振替のご案内（紙媒体） 

料金請求書 

ご利用料金ご案内方法 発行手数料等について

─ 

発行手数料
110円／月

（2023年12月より165円／月）

発行手数料
110円／月

（2023年12月より165円／月）
収納手数料
55円／月

●料金月制度の理由

　毎月のご利用料金などについてのお客様への請求は、NTTグループ100％出資会社のNTTファイナ
ンスよりさせていただきます。
※ご利用サービスの状況によっては、NTT西日本から請求させていただく場合もございます。

●毎月の料金のご請求

　フレッツシリーズの月額料金計算期間は、電話料金の計算期間と異なり、毎月1日～末日までとなってい
ます。電話料金の計算期間とフレッツシリーズの月額料金計算期間は、以下の表のとおりです。

●フレッツシリーズの月額料金計算期間について

毎月２０日のお客様
毎月２５日のお客様
毎月   末日のお客様
毎月　５日のお客様
毎月１０日のお客様
毎月１５日のお客様

お支払期限
（口座振替日）
毎月　末日のお客様
毎月　５日のお客様
毎月１０日のお客様
毎月１５日のお客様
毎月２０日のお客様
毎月２５日のお客様 お支払い方法 
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電話料金



　お客様のダイヤル通話料金についてお問い合わせがあった場合に、お客様が“いつ、どこへ、どれだけ”
ご利用になったのかを、お知らせするサービスです。1986年3月に東京で最初に導入し、1995年3月に全国
への導入が完了しました。

＊市内通話を含めたすべての通話の表示をご希望の場合は、明細内訳書の枚数に応じて明細内訳作成料がかかりま
す。（郵送料は無料）9枚まで110円、50枚まで264円、100枚まで781円、800枚まで1,177円
ただし、Myビリングご契約の場合、明細内訳作成料はかかりません。

＊着信無料通話（116、113、フリーダイヤル等）については記録いたしません。

ダイヤル通話の料金明細内訳サービス
サービス概要

　通話明細内訳の記録やお問い合わせの回答にあたっては通信の秘密確保及びプライバシー保護のた
め、次のように厳正・慎重に対処します。

●ダイヤル通話の通話明細内訳のお問合せは、当社料金請求書等へ記載の「料金お問合せ先」までお
願いします。

●通話明細内訳は、原則として支払期限の2ヵ月後に消去します。
●通話明細内訳書の送付
　ご希望のお客様に「通話明細内訳書」を送付します。
　なお、お客様の送付希望の内容により、表示内容及び送付方法等は次のとおりです。
　（市外通話のみ表示とする通話明細内訳書については2023年12月31日までの通話等記録をした送付
分にて終了します。）

通信の秘密確保及びプライバシーの保護

① 通話明細内訳の記録を希望する。
② 通話明細内訳の記録を希望するが、通話相手の電話番号の下4ケタは消去する。
③ 通話明細内訳の記録を希望しない。

●通話明細内訳の記録は次のとおり、契約者のご希望に基づいて行います。
　なお、記録の種類はお客様の意向によっていつでも変更できます。

　2018年11月請求分より、奇数月（1・3・5・7・9・11月）のご請求額が5,000円未満の場合は、翌月の偶数月
（2・4・6・8・10・12月）に2ヶ月分をまとめて請求しています。

●対象となるお客さま
NTT西日本、NTTファイナンス株式会社からご請求する弊社サービス＊1をご利用のお客さま
 ＊1　弊社サービスとは、加入電話、INSネット（総合デジタル通信サービス）、フレッツ光、フレッツ光のオプション

サービス、フレッツ・ADSL（DSLアクセスサービス）、フレッツ・ISDN（インターネット関連サービス（IP電話を除
く））等です。光コラボレーションモデルは対象外。ただし、フレッツ光のオプションサービスを個別にご利用い
ただいている請求は、翌月合算の対象となります。

●主な対象外請求＊2

　以下の場合は請求額にかかわらず毎月請求となります。
・複数回線を1請求にまとめて一括でご請求している場合
・複数回線の請求書等をひとつの封筒にまとめてご請求している場合
・ご請求額に料金回収代行サービスご利用分が含まれている場合
・NTTファイナンス株式会社の「おまとめ請求」をご利用されている場合
・通話明細を紙媒体でご提供している場合
・「フレッツ光」の工事料金を分割してお支払いされている場合
・「ひかり電話Ａ（エース）（IP電話サービス）」をご利用でMyビリングをご利用されていない場合
・「フレッツ光」の割引サービス＊3をご利用でMyビリングをご利用されていない場合

＊2　上記記載の主な対象外請求のほか、広域イーサネット、専用線サービス、公衆電話、ご解約時の最終料金は翌
月合算の対象外となります。

＊3　Myビリングをご利用されていない場合に、翌月合算の対象外となる割引サービスは、「光もっと2割」「Web光
もっと2割」「どーんと割」「どーんと学割」「光はじめ割」です。

翌月合算請求
サービス概要

　1ヵ月分の市外通話（携帯電話等への
通話を含む）の通話日時、通話先電話番
号等を1通話毎に表示。
　市内通話に関しては、1ヵ月分の通話
回数と通話料を表示。
「NTT西日本料金請求書」または「NTT西日本料金領収証・口座振替のお知らせ」に同
封して送付。
※Myビリングご契約のお客様はインターネット（パソコンのみ）での画面照会となります。

　1ヵ月分の全ての通話（携帯電話等へ
の通話を含む）の通話日時、通話先電話
番号等を1通話毎に表示。

送付希望
の内容

全ての通話を表示
（市内通話+市外通話）市外通話のみ表示

無料 有料＊

表示内容

送付方法

作成手数料

領収証及び次回口座振替額のお知らせの内容

●プライバシーの保護に配慮した送付
1991年8月から、プライバシー保護に配慮し、口座振替をご利用のお客様に対して「領収証
及び次回口座振替額のお知らせ」を、従来のハガキに替えて、封書にしてお送りしております。

●ご利用会社毎にわかりやすく表示
1999年7月からNTT西日本、NTTコミュニケーションズ、携帯電話等へのご利用分を
分けて表示することで、ご利用会社毎の利用料金をお知らせしています。（注：2021年10月
から、携帯電話へおかけになった場合の利用料金は、「【NTT西日本ご利用分】」内に
「携帯電話への通話料」として表示しています。）

●他社の情報通信関連商品・サービス料金を電話料金等に合わせて請求
2000年7月から、他社の情報通信関連商品・サービス料金を電話料金等に合わせて請

求・収納するサービスを開始し、請求書にその旨を表示してお知らせしています。

●インターネットで月々 の電話料金が確認できる『Myビリング』サービス
2002年4月から、電話料金を口座振替でお支払いいただいているお客様からのお申込み

により、口座振替のお知らせ等を、書面によるご案内に代えてWeb上でお知らせしています。
「Myビリング」をご利用いただきますと毎月の基本料（回線使用料）から“121円”割引させ
ていただいております。（割引適用外の場合があります）
なお、2023年12月請求分より割引が終了になります。

ご利用料金内訳書
ページ

料 金 内 訳 名 金 額（円） ご 利 用 期 間 等 の お 知 ら せ税区分

お 客 さ ま 番 号
社用コード

ご利用期間内に移転されたお客さまは上段に旧電話番号、下段に現電話番号のご利用料金が表示される場合があります。

TM

PEFC認証
この製品は持続可能に管理された
森林からの原材料および管理材が
使用されています。
www.pefcasia.org

自動延伸型割引サービスご契約中のお客さまへ
フレッツ光の割引サービス（光もっともっと割、Web光もっともっと割、どーんと割、どーんと学割、光はじめ割）は割引契約期間満了時に契約が自動延伸されます。
自動延伸をご希望されない場合はNTT西日本へご連絡が必要です。割引適用期間中（自動延伸後を含む）に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する
場合があります。なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合に解約金は発生いたしません。
詳しくはNTT西日本フレッツ公式サイト（https://flets-w.com/wari/）でご確認ください。

電話料金等についてのご案内
●ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。
なお、ユニバーサルサービス支援機関（一般社団法人電気通信事業者協会）から1電話番号あたりの費用（番号単価）が公表されています。
●電話リレーサービス料は、電話リレーサービス（聴覚障がい者等の電話による意思疎通を手話等により仲介する）の提供を確保するためにご負担いただく料金
です。なお、電話リレーサービス支援機関（一般社団法人電気通信事業者協会）から１電話番号あたりの費用（番号単価）が公表されています。
●ユニバーサルサービス料他には、2022年4月利用料分から2022年9月利用料分まで、電話リレーサービス料として、1電話番号あたり1.1円（税込）が含まれて
おります。
●口座振替について、転居等の事由により、お客さま番号（電話番号等）が変更となる場合（東西事業会社を跨る場合など）は継続されませんので、再度申込みが必
要となります。
●「お客さまのご要望で、ダイヤル通話料等の明細内訳を記録しているデータ」につきましては、原則としてお支払期限の2ヶ月後に消去させていただきます。なお、
着信無料通話（116、113、フリーダイヤル等）につきましては記録しておりません。
●他社利用分「ISP利用料等」、リース料、割賦代金等の回収代行料金については、NTT西日本がご請求する「請求額」に含まれます。なお、当該料金は、電話の利用
停止の対象とはなりません。
●フレッツサービス等の移転または廃止等をお申込みされた場合、「ご利用期間等のお知らせ」欄に利用期間が表示されない場合があります。ご利用期間、その他、

。すまい願せ合問おでま）料無（」先せ合問おの金料「の面表」）せら知おの替振座口（書求請「、はてしまきつにせ合問おるす関に金料話電

１

１，６００
５，４００

－１，１００
４００

１，８６０
３００
５１０

３
８９７

（８９７）
９，８７０

１，２７０
１２７

（１２７）
１，３９７

回線使用料＜基本料＞（住宅用）
フレッツ光ネクスト　Ｆ　隼利用料
光もっともっと割
ＶＤＳＬ装置アダプタ使用料
ダイヤル通話料
キャッチホン使用料
携帯電話への通話料
ユニバーサルサービス料　他
消費税相当額
　（内訳）消費税相当額（合算分）
（小　計）

ダイヤル通話料
消費税相当額
　（内訳）消費税相当額（合算分）
（小　計）

６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
１番号分のご請求となります。

合計表示の料金を合計した８，９７３円に１０％を乗じて算出しています。

６月１日～６月３０日

合計表示の料金を合計した１，２７０円に１０％を乗じて算出しています。

　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　

　合算　

【ＮＴＴ西日本ご利用分】

【ＮＴＴコミュニケーションズご利用分】

(06)XXXX-XXXX
99999

〒

〒

社用
コード

ＴＥＬ（無料）
還付先：

日ごろ、ＮＴＴ西日本をご利用いただきましてありがとうございます。
次の金額を　　　 　 年　 　 月　 　 日ご指定の口座より振替させていただきます。

NTT西日本料金領収証・口座振替のお知らせ
[NTT WEST Receipt/Information on current bill]

西 日本電信電話株式会社領収証 （Receipt)

お客さま氏名

印 紙 税 申 告 納
付につき
税 務 署 承 認 済

支店
ＮＴＴ西日本

〒

領収金額   (Amount paid) 円

円
円訳

　
内 電 話 料 金 等

金 融 機 関 名

消費税相当額

口 座 番 号

料金お問合せ先 （無料）

お客さま番号

口座番号

ご 請 求 の 内 訳 金 　 　 額 （円） お 知 ら せ

円
次回振替額（Total amount due ) 金融機関名お客さま番号

次回口座振替のお知らせ
（Information on current bill）

※営業時間：午前9時～午後5時　土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）は除きます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

料金お問合せ先
（無料）

●振替日に振替ができなかった場合は、原則として振替日から起算して15日目に再度振
　替させていただきます。なお、再振替日に振替できなかった場合は、契約約款等に
　定める延滞利息を翌月以降の料金に加算させていただきます。

フレッツサービス・ひかり電話に関するご注文・お問合せは　０１２０－１１６１１６へ（無料）
電 話 の 故 障 は 局 番 な し の「１１３」へ（無料）　  携帯電話・PHSからは　  ０１２０-４４４１１３へ（無料）

電話のご注文・お問合せは局番なしの「１１６」へ（無料）　  携帯電話・PHSからは　  ０８００-２０００１１６へ（無料）

フレッツサービス・ひかり電話に関する故障は　０１２０－２４８９９５へ（無料）

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

年　　　月　　　日発行

年　　月分

右記、金額を　　　 　 年　 　 月　 　 日口座振替により
領収いたしました。

年　 　 月　 　 日発行

年　　　　月分

※表示方法の変更（表示もしくは非表示）をご希望されるお客さまは、
　料金お問合せ先へご連絡ください。

※「金融機関名」「口座番号」の表示方法の変更（表示もしくは非表示）を
　ご希望されるお客さまは、料金お問合せ先へご連絡ください。

ＸＸＸ　ＸＸＸ　ＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ
関西

９９９９９９９９９９９９　９９９９９　９９９９９　９９ＸＸＸ

ＸＸＸ　ＸＸＸ　ＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
　ＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ
大阪府ＸＸ１０丁目１０

西　太郎　様

９，８７０
１，３９７
１８９

１１，４５６

ＮＴＴ西日本ご利用分
ＮＴＴコミュニケーションズご利用分
料金回収代行サービスご利用分
（合計）

他社債権の回収代行料金です。
詳細については、別添の「ご利用料金内訳書」をご覧ください。

＊
Ｃ
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
０
Ｃ
＊

＊
０
０
０
０
１
＊

関西支店

（０６）ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ
（０１２０）ＸＸＸＸＸＸ

11,456(06)XXXX-XXXX

(0120)XXXXXX

@

　７　　１８

　７　　３１

　７ ＸＸＸＸＸＸＸＸ電電銀行　大阪支店

　７　　３１　

　７　　１８

　７

西　太郎　様

１０，４３２
１，０２４

電電銀行　大阪支店
ＸＸＸＸＸＸＸＸ

(06)XXXX-XXXX

11,456

　　　　　関西支店

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ
ＸＸＸ　ＸＸＸ　ＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ

(0120)XXXXXX

２０２３

２０２３

２０２３

２０２３

２０２３

２０２３
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　お客様のダイヤル通話料金についてお問い合わせがあった場合に、お客様が“いつ、どこへ、どれだけ”
ご利用になったのかを、お知らせするサービスです。1986年3月に東京で最初に導入し、1995年3月に全国
への導入が完了しました。

＊市内通話を含めたすべての通話の表示をご希望の場合は、明細内訳書の枚数に応じて明細内訳作成料がかかりま
す。（郵送料は無料）9枚まで110円、50枚まで264円、100枚まで781円、800枚まで1,177円
ただし、Myビリングご契約の場合、明細内訳作成料はかかりません。

＊着信無料通話（116、113、フリーダイヤル等）については記録いたしません。

ダイヤル通話の料金明細内訳サービス
サービス概要

　通話明細内訳の記録やお問い合わせの回答にあたっては通信の秘密確保及びプライバシー保護のた
め、次のように厳正・慎重に対処します。

●ダイヤル通話の通話明細内訳のお問合せは、当社料金請求書等へ記載の「料金お問合せ先」までお
願いします。

●通話明細内訳は、原則として支払期限の2ヵ月後に消去します。
●通話明細内訳書の送付
　ご希望のお客様に「通話明細内訳書」を送付します。
　なお、お客様の送付希望の内容により、表示内容及び送付方法等は次のとおりです。
　（市外通話のみ表示とする通話明細内訳書については2023年12月31日までの通話等記録をした送付
分にて終了します。）

通信の秘密確保及びプライバシーの保護

① 通話明細内訳の記録を希望する。
② 通話明細内訳の記録を希望するが、通話相手の電話番号の下4ケタは消去する。
③ 通話明細内訳の記録を希望しない。

●通話明細内訳の記録は次のとおり、契約者のご希望に基づいて行います。
　なお、記録の種類はお客様の意向によっていつでも変更できます。

　2018年11月請求分より、奇数月（1・3・5・7・9・11月）のご請求額が5,000円未満の場合は、翌月の偶数月
（2・4・6・8・10・12月）に2ヶ月分をまとめて請求しています。

●対象となるお客さま
NTT西日本、NTTファイナンス株式会社からご請求する弊社サービス＊1をご利用のお客さま
 ＊1　弊社サービスとは、加入電話、INSネット（総合デジタル通信サービス）、フレッツ光、フレッツ光のオプション

サービス、フレッツ・ADSL（DSLアクセスサービス）、フレッツ・ISDN（インターネット関連サービス（IP電話を除
く））等です。光コラボレーションモデルは対象外。ただし、フレッツ光のオプションサービスを個別にご利用い
ただいている請求は、翌月合算の対象となります。

●主な対象外請求＊2

　以下の場合は請求額にかかわらず毎月請求となります。
・複数回線を1請求にまとめて一括でご請求している場合
・複数回線の請求書等をひとつの封筒にまとめてご請求している場合
・ご請求額に料金回収代行サービスご利用分が含まれている場合
・NTTファイナンス株式会社の「おまとめ請求」をご利用されている場合
・通話明細を紙媒体でご提供している場合
・「フレッツ光」の工事料金を分割してお支払いされている場合
・「ひかり電話Ａ（エース）（IP電話サービス）」をご利用でMyビリングをご利用されていない場合
・「フレッツ光」の割引サービス＊3をご利用でMyビリングをご利用されていない場合

＊2　上記記載の主な対象外請求のほか、広域イーサネット、専用線サービス、公衆電話、ご解約時の最終料金は翌
月合算の対象外となります。

＊3　Myビリングをご利用されていない場合に、翌月合算の対象外となる割引サービスは、「光もっと2割」「Web光
もっと2割」「どーんと割」「どーんと学割」「光はじめ割」です。

翌月合算請求
サービス概要

　1ヵ月分の市外通話（携帯電話等への
通話を含む）の通話日時、通話先電話番
号等を1通話毎に表示。
　市内通話に関しては、1ヵ月分の通話
回数と通話料を表示。
「NTT西日本料金請求書」または「NTT西日本料金領収証・口座振替のお知らせ」に同
封して送付。
※Myビリングご契約のお客様はインターネット（パソコンのみ）での画面照会となります。

　1ヵ月分の全ての通話（携帯電話等へ
の通話を含む）の通話日時、通話先電話
番号等を1通話毎に表示。

送付希望
の内容

全ての通話を表示
（市内通話+市外通話）市外通話のみ表示

無料 有料＊

表示内容

送付方法

作成手数料

領収証及び次回口座振替額のお知らせの内容

●プライバシーの保護に配慮した送付
1991年8月から、プライバシー保護に配慮し、口座振替をご利用のお客様に対して「領収証
及び次回口座振替額のお知らせ」を、従来のハガキに替えて、封書にしてお送りしております。

●ご利用会社毎にわかりやすく表示
1999年7月からNTT西日本、NTTコミュニケーションズ、携帯電話等へのご利用分を
分けて表示することで、ご利用会社毎の利用料金をお知らせしています。（注：2021年10月
から、携帯電話へおかけになった場合の利用料金は、「【NTT西日本ご利用分】」内に
「携帯電話への通話料」として表示しています。）

●他社の情報通信関連商品・サービス料金を電話料金等に合わせて請求
2000年7月から、他社の情報通信関連商品・サービス料金を電話料金等に合わせて請

求・収納するサービスを開始し、請求書にその旨を表示してお知らせしています。

●インターネットで月々 の電話料金が確認できる『Myビリング』サービス
2002年4月から、電話料金を口座振替でお支払いいただいているお客様からのお申込み

により、口座振替のお知らせ等を、書面によるご案内に代えてWeb上でお知らせしています。
「Myビリング」をご利用いただきますと毎月の基本料（回線使用料）から“121円”割引させ
ていただいております。（割引適用外の場合があります）
なお、2023年12月請求分より割引が終了になります。

ご利用料金内訳書
ページ

料 金 内 訳 名 金 額（円） ご 利 用 期 間 等 の お 知 ら せ税区分

お 客 さ ま 番 号
社用コード

ご利用期間内に移転されたお客さまは上段に旧電話番号、下段に現電話番号のご利用料金が表示される場合があります。

TM

PEFC認証
この製品は持続可能に管理された
森林からの原材料および管理材が
使用されています。
www.pefcasia.org

自動延伸型割引サービスご契約中のお客さまへ
フレッツ光の割引サービス（光もっともっと割、Web光もっともっと割、どーんと割、どーんと学割、光はじめ割）は割引契約期間満了時に契約が自動延伸されます。
自動延伸をご希望されない場合はNTT西日本へご連絡が必要です。割引適用期間中（自動延伸後を含む）に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する
場合があります。なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合に解約金は発生いたしません。
詳しくはNTT西日本フレッツ公式サイト（https://flets-w.com/wari/）でご確認ください。

電話料金等についてのご案内
●ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。
なお、ユニバーサルサービス支援機関（一般社団法人電気通信事業者協会）から1電話番号あたりの費用（番号単価）が公表されています。
●電話リレーサービス料は、電話リレーサービス（聴覚障がい者等の電話による意思疎通を手話等により仲介する）の提供を確保するためにご負担いただく料金
です。なお、電話リレーサービス支援機関（一般社団法人電気通信事業者協会）から１電話番号あたりの費用（番号単価）が公表されています。
●ユニバーサルサービス料他には、2022年4月利用料分から2022年9月利用料分まで、電話リレーサービス料として、1電話番号あたり1.1円（税込）が含まれて
おります。
●口座振替について、転居等の事由により、お客さま番号（電話番号等）が変更となる場合（東西事業会社を跨る場合など）は継続されませんので、再度申込みが必
要となります。
●「お客さまのご要望で、ダイヤル通話料等の明細内訳を記録しているデータ」につきましては、原則としてお支払期限の2ヶ月後に消去させていただきます。なお、
着信無料通話（116、113、フリーダイヤル等）につきましては記録しておりません。
●他社利用分「ISP利用料等」、リース料、割賦代金等の回収代行料金については、NTT西日本がご請求する「請求額」に含まれます。なお、当該料金は、電話の利用
停止の対象とはなりません。
●フレッツサービス等の移転または廃止等をお申込みされた場合、「ご利用期間等のお知らせ」欄に利用期間が表示されない場合があります。ご利用期間、その他、

。すまい願せ合問おでま）料無（」先せ合問おの金料「の面表」）せら知おの替振座口（書求請「、はてしまきつにせ合問おるす関に金料話電

１

１，６００
５，４００

－１，１００
４００

１，８６０
３００
５１０

３
８９７

（８９７）
９，８７０

１，２７０
１２７

（１２７）
１，３９７

回線使用料＜基本料＞（住宅用）
フレッツ光ネクスト　Ｆ　隼利用料
光もっともっと割
ＶＤＳＬ装置アダプタ使用料
ダイヤル通話料
キャッチホン使用料
携帯電話への通話料
ユニバーサルサービス料　他
消費税相当額
　（内訳）消費税相当額（合算分）
（小　計）

ダイヤル通話料
消費税相当額
　（内訳）消費税相当額（合算分）
（小　計）

６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
６月１日～６月３０日
１番号分のご請求となります。

合計表示の料金を合計した８，９７３円に１０％を乗じて算出しています。

６月１日～６月３０日

合計表示の料金を合計した１，２７０円に１０％を乗じて算出しています。

　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　
　合算　

　合算　

【ＮＴＴ西日本ご利用分】

【ＮＴＴコミュニケーションズご利用分】

(06)XXXX-XXXX
99999

〒

〒

社用
コード

ＴＥＬ（無料）
還付先：

日ごろ、ＮＴＴ西日本をご利用いただきましてありがとうございます。
次の金額を　　　 　 年　 　 月　 　 日ご指定の口座より振替させていただきます。

NTT西日本料金領収証・口座振替のお知らせ
[NTT WEST Receipt/Information on current bill]

西 日本電信電話株式会社領収証 （Receipt)

お客さま氏名

印 紙 税 申 告 納
付につき
税 務 署 承 認 済

支店
ＮＴＴ西日本

〒

領収金額   (Amount paid) 円

円
円訳

　
内 電 話 料 金 等

金 融 機 関 名

消費税相当額

口 座 番 号

料金お問合せ先 （無料）

お客さま番号

口座番号

ご 請 求 の 内 訳 金 　 　 額 （円） お 知 ら せ

円
次回振替額（Total amount due ) 金融機関名お客さま番号

次回口座振替のお知らせ
（Information on current bill）

※営業時間：午前9時～午後5時　土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）は除きます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

料金お問合せ先
（無料）

●振替日に振替ができなかった場合は、原則として振替日から起算して15日目に再度振
　替させていただきます。なお、再振替日に振替できなかった場合は、契約約款等に
　定める延滞利息を翌月以降の料金に加算させていただきます。

フレッツサービス・ひかり電話に関するご注文・お問合せは　０１２０－１１６１１６へ（無料）
電 話 の 故 障 は 局 番 な し の「１１３」へ（無料）　  携帯電話・PHSからは　  ０１２０-４４４１１３へ（無料）

電話のご注文・お問合せは局番なしの「１１６」へ（無料）　  携帯電話・PHSからは　  ０８００-２０００１１６へ（無料）

フレッツサービス・ひかり電話に関する故障は　０１２０－２４８９９５へ（無料）

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

年　　　月　　　日発行

年　　月分

右記、金額を　　　 　 年　 　 月　 　 日口座振替により
領収いたしました。

年　 　 月　 　 日発行

年　　　　月分

※表示方法の変更（表示もしくは非表示）をご希望されるお客さまは、
　料金お問合せ先へご連絡ください。

※「金融機関名」「口座番号」の表示方法の変更（表示もしくは非表示）を
　ご希望されるお客さまは、料金お問合せ先へご連絡ください。

ＸＸＸ　ＸＸＸ　ＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ
関西

９９９９９９９９９９９９　９９９９９　９９９９９　９９ＸＸＸ

ＸＸＸ　ＸＸＸ　ＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
　ＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ
大阪府ＸＸ１０丁目１０

西　太郎　様

９，８７０
１，３９７
１８９

１１，４５６

ＮＴＴ西日本ご利用分
ＮＴＴコミュニケーションズご利用分
料金回収代行サービスご利用分
（合計）

他社債権の回収代行料金です。
詳細については、別添の「ご利用料金内訳書」をご覧ください。

＊
Ｃ
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
０
Ｃ
＊

＊
０
０
０
０
１
＊

関西支店

（０６）ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ
（０１２０）ＸＸＸＸＸＸ

11,456(06)XXXX-XXXX

(0120)XXXXXX

@

　７　　１８

　７　　３１

　７ ＸＸＸＸＸＸＸＸ電電銀行　大阪支店

　７　　３１　

　７　　１８

　７

西　太郎　様

１０，４３２
１，０２４

電電銀行　大阪支店
ＸＸＸＸＸＸＸＸ

(06)XXXX-XXXX

11,456

　　　　　関西支店

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ
ＸＸＸ　ＸＸＸ　ＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ

(0120)XXXXXX

２０２３

２０２３

２０２３

２０２３

２０２３

２０２３

96
電話料金


